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序 文 
 

 

独立行政法人国際協力機構は、カンボジア王国の第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画

にかかる協力準備調査を実施することを決定し、同調査を株式会社建設技研インターナショナ

ルに委託しました。 

調査団は、平成 28 年 3 月から平成 28 年 6 月まで、カンボジアの政府関係者と協議を行うと

ともに、計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書

完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこ

とを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 29 年 1 月 

独立行政法人国際協力機構 

地球環境部 

部長     山内 邦弘 
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要 約 

1. 国の概要 

カンボジア国はインドシナ半島の南西に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接する。人

口は 14.7 百万人（2013 年政府統計）、国土面積は 18.1 万 km2 である。国土は国境部の山岳地帯、

メコン川及びサップ川が形成した中央平原、両者の間に分布する丘陵地帯で構成され、中央平原

が社会・経済・産業の中心となっている。プノンペン都は中央平原のメコン川、サップ川、バサッ

ク川の合流・分枝地点右岸に位置している。 

カンボジア国の気候は熱帯モンスーン性気候に属し、5 月～10 月が雨季、11 月～4 月が乾季で

ある。プノンペン都の平均年間降雨量は約 1,400mm であり、その 90％が雨季に集中している。最

高気温及び最低気温の年間平均値は各々約 33℃及び 23℃で、年間を通じての気温の変動幅は 10℃

未満と小さい。プノンペン都周辺のメコン川の水位は季節変動が大きく、王宮前における河川水

位の観測記録によると、年間最高水位の平均値は標高 8.73m、年間最低水位平均値が標高 0.71m

である。また、既往最高水位は 2000 年 9 月に観測された標高 10.18m である。 

カンボジア国の 2016 年における GDP は約 193 億ドル、一人当りの GDP は 1,228 ドル（2008 年

は 775 ドル）となっている。2014 年の産業別 GDP 比率は、第 1 次産業（農林水産業）が 31％、

第 2 次産業（鉱工業）が 27％、及び第 3 次産業（サービス業）が 42％である。 

カンボジア国はメコン水系に開けた肥沃な土地と豊富な水資源に恵まれた農業を基幹産業とし

た国家であったが、1970 年代の内戦と混乱により国土が荒廃し、農業施設の破壊等生産手段の喪

失、技術者の喪失、労働人口の減少等に見舞われ経済は落ち込んだ。1990 年代には民主化に伴い

市場経済体制へ移行し、国際社会の援助により国家の復興と再建が図られた。1997 年の武力衝突

及びアジア経済危機の影響で、一時経済成長率が鈍化したものの、2004 年から 2007 年までの 4

年間の経済成長率は 10%を超えた。2011 年以降も 7％台の安定した経済成長率を保っている。イ

ンフレ率は、石油価格の低迷と食料価格の安定により、2015 年平均 1.1％と低水準となっている。

経常収支は対 GDP 比▲11.1%（2015 年 IMF 予測値）、財政収支は対 GDP 比▲2.0%（2015 年 IMF

予測値）で、慢性的に赤字である。近年堅調な成長を示している縫製品等の輸出品、建設業、サー

ビス業及び海外直接投資の順調な増加により、今後も安定した経済成長が見込まれている。 

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

カンボジア国の首都プノンペン都は同国の行政と商工業の中心地である。プノンペン都はメコ

ン川右岸の自然堤防上に発生し、その後、後背湿地を輪中堤で囲い、その中の土地を開発して都

市域を拡大させてきた。このためプノンペン都の市街地は基本的に平坦な地形が多く、低地では

水が溜まりやすく排水しにくい特性を有している。 

フランス植民地時代の 1960 年代から整備されてきた既存の排水路・排水管は、1970 年代から

約 20 年間続いた内戦の期間中に維持管理がなされず放置されたため、施設の老朽化、排水管の破

損、ゴミや汚泥の堆積による排水管路の閉塞の進行、等が原因で排水施設の機能が低下している。 
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既存排水管の排水機能低下に加え、都市化の進展に伴う流出雨量の増加、排水管路の新規整備

の不足等の要因により、雨季に 20 回程度発生する日雨量 20mm 程度の降雨でさえ市内各所で浸水

が発生しており、また浸水深が約 20cm（歩道、人の膝程度）に達する浸水被害は年 10 回程度発

生しており、家屋の床下・上浸水、生鮮市場の浸水、交通遮断等に伴う経済的被害や、汚水の逆

流による悪臭の発生等の衛生面の被害が発生している。また、プノンペン都では都市化に伴う急

激な人口増加により、浸水被害規模の増大が懸念されており、早急な排水施設の整備・改善が緊

急かつ必要不可欠な状況である。 

以上の状況を背景に、カンボジア国政府の援助要請により、日本政府は 1998 年 2 月から 1999

年 8 月にかけて JICA による開発調査｢プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査（マスタープラ

ン策定）｣を実施した。プノンペン都は、同開発調査で立案された都市排水・洪水対策に関わる総

合開発計画に沿ってプノンペン都の洪水防御・排水改善をこれまで実施してきており、過去には

3 件の日本の無償資金協力事業「プノンペン市洪水防御・排水改善計画（2001 年～2004 年）」（以

下、「フェーズ 1」と記す。）、「第二次プノンペン市洪水防御・排水改善計画（2006 年～2010 年）」

（以下、「フェーズ 2」と記す。）及び「第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画（2011 年～

2015 年）」（以下、「フェーズ 3」と記す。）が実施され、治水・排水能力の改善が確認されている。 

「第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画」（以下、「本事業」と記す。）は、上記無償資金協

力事業計画のフェーズ 4 に相当し、上記のマスタープランに沿った形で要請されている。要請内

容に関しては、先行して実施されていた開発計画調査型技術協力「プノンペン都下水・排水改善

プロジェクト」における排水改善マスタープラン見直しの中でコンポーネントの再検討、優先順

位づけが行われた。我が国への要請内容と本事業の対象コンポーネントの内容を下表に整理する。 

案件 コンポーネント コンポーネントの主な内容 
優先事業 

要請書 本事業の対象

施設 
建設 

ワットプノン北側エリ

アの排水システム改善 
排水管路（内径 1700mm×延長 250m、内径

1500mm×延長 730m、内径 1000mm×延長

200m）、ポンプ場 1 ヶ所（排水容量 1.4m3/s）、
地下貯留槽 1 ヶ所（貯水容量 2,400m3） 

〇 ◎ 

 プノンペン経済特区の

洪水管理システム 
ボックスカルバート（幅 15m×高 3ｍ）、素掘

り水路及び維持管理用道路（幅 4~15m、総延

長 4.8km）、排水樋門 2 門（幅 15m×高 3m、

幅 10m×高 3m） 

〇 ― 

 第二次プノンペン都洪

水防御・排水改善計画で

整備した排水ポンプ場

の機械式除塵機 

4 カ所（Chak Tomuk (PS1)ポンプ場、Preah 
Kumlung (PS2)ポンプ場、Phsar Kandal (PS4)ポ
ンプ場、Phsar Chas (PS5)ポンプ場） 〇 ◎ 

 トルコーク地域の排水

システム改善 
ボックスカルバート 2 路線（1.9km、0.6km）、

排水樋門 3 門 〇 ◎ 

 ポチェントン地域（東

西）の排水システム改善 
ポチェントン東：ポンプ場 1 ヶ所（排水容量

10m3/s）、排水樋門、調整池、排水路（延長 9km）

ポチェントン西：排水路（延長 12km） 
― ― 

 トラベック地域の排水

ポンプ場建設 
1 ヶ所（排水容量 8～10m3/s） 

― ― 

機材 
調達 

排水関連機材 移動式排水ポンプ車、調整池浚渫用機材等 
― ◎(移動式排水

ポンプ車のみ)
その他 実施設計／施工監理  〇 ◎ 
凡例： 「〇」要請書において優先事業とされたコンポーネント 
 「◎」本事業の対象コンポーネント 
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フェーズ 1 がプノンペン都の市街地西南部、フェーズ 2 がプノンペン都の市街地北東部、フェー

ズ 3 がプノンペン都の市街地南東部としている。本事業（フェーズ 4）では、プノンペン都の市

街地北部に位置する地域を対象としている。 

本事業は排水管網の整備、ポンプ場の建設、及び機械式自動除塵機の新設を行うとともに、緊

急排水用の排水ポンプ車を調達することにより、プノンペン都の排水機能を改善し、浸水を最小

化して浸水被害を軽減し、カンボジアの首都であるプノンペン都民の生活環境の改善と首都機能

の安定的維持を図ることを目的としている。 

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

JICA は 2016 年 3 月 28 日から 6 月 17 日まで協力準備調査団を現地に派遣し、相手国政府関係

者との協議、サイト調査を通じて、当該セクター・地域の現状、プロジェクトの背景、目的、内

容、実施体制を確認した。また、プロジェクトの全体計画と本無償資金協力の位置付けを検討す

るとともに、無償資金協力事業の概略設計に必要な情報・資料を収集した。帰国後、国内解析作

業を経て、協力事業の内容、規模等を計画し、その効果と妥当性を検証した。さらに概略設計概

要説明のため、2016 年 10 月 8 日から 10 月 16 日まで調査団を再度現地に派遣し、概略設計の内

容についてカンボジア国側の合意を得た。 

3.1 調査概要及び設計方針 

(1) ワットプノン北側エリアの排水システム改善における設計方針 

ワットプノン北側エリアの浸水被害軽減を目的とし、集中豪雨による冠水範囲と時間を短

縮し、被害を最小限に抑え、住民が普段の生活を早期に取り戻すための排水システム改善を

行う。 

本事業における排水システムの整備は、集水域内に降った雨を地形的に距離の近いサップ

川に排水するための排水管路及びポンプ場の整備を行う。その際、ポンプ場に調整機能を持

つ地下貯留槽を併設し、ポンプ容量をできるだけ小さくしてポンプ設備に要する建設費用及

び運転費用を最小限にし、プロジェクト全体のコスト縮減に寄与させる方針とした。 

現況において、この排水区からの排水が未処理のままサップ川に放流されており、晴天時

の汚水排水によるサップ川の水質汚染への影響や、プノンペン水道公社（PPWSA）のプンプ

レック浄水場の原水の水質への影響も懸念されている。これらの問題を解決するため、既存

の排水管路からの排水をサップ川に放流する直前で遮断し、生活下水・汚水と雨水を分流し、

晴天時の汚水排水をプノンペン北部の湿地へ排水するための遮集管システムを計画とした。 

協力対象事業の範囲及び規模は、要請内容の分析を行い、現地調査で実施した地形測量、

地質調査、マンホール調査及び浸水実態調査結果、並びに各排水系統の水理解析結果の分析

に基づいて、緊急性、必要性、裨益効果、費用対効果などを十分考慮したうえで策定した。 
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(2) トルコーク地域の排水システム改善における設計方針 

トルコーク地域の浸水被害軽減を目的とし、集中豪雨による冠水範囲と時間を短縮し、被

害を最小限に抑え、住民が普段の生活を早期に取り戻すための排水システム改善を行う。 

本事業における排水管網の整備は、浸水実態調査による浸水被害の状況に応じて対象範囲

を設定し、対象範囲の浸水被害状況を改善することを基本方針とし、対象地域を 3 つの排水

区に分割し、北部排水区では既存の排水管を経由してポンピアイ湖に流下するように、中部

排水区および南部排水区では既存のポンプ場（中部は第 1 トルコークポンプ場、南部は第 2

トルコークポンプ場）に流下するように行うこととした。 

協力対象事業の範囲および規模は、要請内容の分析を行った上で、現地調査で実施した地

形測量、マンホール調査、および浸水実態調査の結果に基づいた水理解析結果の分析に基づ

き、浸水被害状況を改善するために必要な排水管路の延長・管径を、緊急性、必要性、裨益

効果などを十分考慮したうえで決定した。 

(3) フェーズ 2で整備した排水ポンプ場の機械式自動除塵機建設の設計方針 

フェーズ 2 において建設した 4 箇所の排水ポンプ場における、除塵施設の改善を行う。 

フェーズ 2 において、ポンプの羽根車にゴミが詰まるのを防ぐために、ポンプ流入側に定

置固定式除塵スクリーンを設置した。これまで、作業員を常駐させてスクリーンで捕捉され

たゴミを手作業で除去してきたが、降雨時のゴミの流入量が増加し、除去が追い付かず排水

管から地下貯留槽内への雨水の流入を阻害するようになった。問題解決のため作業員の増員

や早期作業開始等の努力を行ってきたが、問題解決には至っていない。 

本事業では、現状改善のためにスクリーンにおけるゴミの除去方式を人力から機械式へと

改良し、自動除塵機を取り付ける方針とした。既設のバースクリーンおよびスクリーン室を

撤去し、拡張したスクリーン室を建設する方針とした。 

(4) 排水関連機材の調達の設計方針 

プノンペン都で発生する浸水被害を軽減するために行われている緊急排水作業の現状を改

善するために、緊急排水用機材を調達する。 

排水施設の整備が十分でない地域、既存排水管の機能が発揮されてない地域、地形的に局

地的な浸水が発生する地域、等では大小さまざまな規模の浸水被害が発生している。また、

近年の土地開発の進展に伴い低地や湿地の埋め立てが進んだ結果、これまで浸水の無かった

場所において新たな浸水被害の発生が認められる場所もある。これらの地域では、緊急排水

作業による浸水被害の軽減が行われている。 

プノンペン都の公共事業運輸局（以下、「DPWT」と記す。）が責任機関となり、その傘下の

排水・下水課（Drainage and Sewage Division、以下、「DSD」と記す。）が緊急排水の実作業を

担当しているが、DSD が所有する排水ポンプ車は 1 台のみであり、同時間に複数の場所での
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緊急排水作業に対応できない上、現有の排水ポンプ車は製造から約 30 年経過し老朽化が著し

く十分な排水能力を有していない。 

本事業では排水関連機材として、緊急排水用の移動式排水ポンプ車を調達する方針とした。

移動式排水ポンプ車は、使用目的、必要性、実施機関の運営維持管理能力等を検討し、その

仕様と調達数を決定する方針とした。 

(5) ソフトコンポーネント計画の方針 

本事業により建設される施設及び調達される機材の運営･維持管理の責任は DPWT にあり、

同機材を用いた排水管路の清掃作業や緊急排水作業は、DPWT 内の DSD が実施する。排水管

路清掃作業に対して DSD は十分な実施体制を有している一方、機材の老朽化による作業の非

効率性などの要因もあり、これまで実施してきた清掃作業は、浸水が頻繁に発生する箇所に

おいて、問題が発生してから後追いで対処する対症療法的な作業が主であり、計画的な清掃

作業がなされていない。本事業により建設される施設及び調達される機材の効果的な活用を

継続的に行っていくためには、DSD の計画的な清掃作業能力の強化が重要となる 

そこで、DSD の排水施設に関する運営・維持管理能力及び清掃機材の利活用能力を向上さ

せるためにソフトコンポーネントとして、計画（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・改善（Action）

の PDCA サイクルを取り入れた計画的な清掃作業を強化・定着するための技術指導を行い、

本事業で建設・調達される施設・機材の継続的な有効利用を目指す方針とした。 

3.2 第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画の事業内容 

上記の方針に基づいて国内解析を実施し、下表に示す施設及び機材を、本事業の最適な内容と

して計画した。 

No. コンポーネント 施設／機材内容 
1. 【施設建設】排水施設改善事業 

（ワットプノン北側エリアの排水シス

テム改善） 

- 排水管路（径 1,200mm ~ 2,000 mm, 全延長 2,664 m） 
- 排水機場（排水容量 Q = 1.4 m3/s） 
- 地下貯留槽（容積 V = 6,500 m3） 
- 遮集管（径 700 mm, 延長 1,620m） 

2. 【施設建設】機械式自動除塵機の建設 
（フェーズ 2 で整備した排水機場への

機械式除塵機建設） 

- 機械式スクリーン設備（4 ヶ所の排水機場への自動除塵機

設置（Chak Tomuk P.S.(P1), Preah Kumulung P.S., Phsar Kandal 
P.S. (Ps), Phsar Chas P.S. (p5)） 

3. 【施設建設】排水施設改善事業 
（トルコーク地域の排水システム改善）

- 排水管路:（径 700 ~ 2,000 mm, 全延長 6,959m） 
- 北部: （径 1,500 mm, 全延長 232 m ） 
- 中部: （径 1,000 ~ 2,000 mm, 全延長 4,340 m ） 
- 南部: （径 700 ~ 1,000 mm, 全延長 2,387 m ） 
- 排水用ボックスカルバート:（全延長 1,398 m） 
- 北部: （幅 2.7m ~高 1.5 m, 全延長 907 m ） 
- 中部: （幅 2.0m ~高 2.0 m,  全延長 60 m ） 
- 南部: （幅2.2m ~高0.8 m, 幅1.8m ~高1.0 m,  全延長431 m）

4. 【機材調達】排水関連機材の調達 - 排水ポンプ車：2 台（30 m3/min., 揚程 10m) 
5. ソフトコンポーネント - 計画的な排水管理の清掃活動 

- 自動除塵機及び移動式排水ポンプ車の使用・維持管理 
- 排水施設への廃棄物投棄削減に向けた啓発活動 
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4. プロジェクトの工期及び概算事業費 

本事業の実施期間は、実施設計に 8 ヶ月、施工及び機材調達に 36 ヶ月を必要とする。 

本協力対象事業を我が国の無償資金協力にて実施する場合に必要となる概略事業費は、施工・

調達業者契約認証まで非公表とする。 

5. プロジェクトの評価 

5.1 妥当性 

プロジェクトの妥当性を評価するため、本事業を我が国の無償資金協力事業として実施するこ

との妥当性について、以下に整理する。 

(1) プロジェクトの緊急性 

プノンペン都では毎年雨季の度に集中豪雨による浸水被害が頻発している。その排水事情

の悪さは、観光ガイドブックで危険情報の一つとして旅行者へ注意喚起されるほど深刻であ

る。 

本事業は JICA の開発調査で策定したマスタープランで提案された内容に沿って実施される

ものであり、カンボジア国の国家戦略的開発計画（NSDP 2014-2018）で提案されている行動

計画「洪水対策と都市インフラの整備」への寄与が期待されるとともに、本事業の目的はプ

ノンペン都の都市開発計画の目的に合致している。 

本事業の対象地域は以前より排水機能の改善の必要性が指摘されていたが、対策が進んで

いない地域である。対象地域にはプノンペン都総人口の 12％に相当する 20 万人が居住してい

ることに加え、プノンペン都の中心市街地内に位置していることから、裨益効果が大きい。 

本事業は、洪水防御・排水改善に関する施設建設及び機材調達といった都市インフラを整

備することで、プノンペン都の排水システムの改善を行い、浸水被害を軽減し、プノンペン

都民の生活環境の改善と首都機能の安定的維持を図ることを目標としている。カンボジアの

国家戦略やプノンペン都の長期開発計画に整合していることからも、その妥当性は高い。 

このように、本事業は裨益効果が大きく、地域住民の生活安定、プノンペン都の都市機能

及びカンボジア国の首都機能の維持のために緊急の実施が求められている。 

(2) 日本の技術を適用する必要性・優位性 

本事業に対して日本の技術を適用し、我が国の無償資金協力事業として実施することの必

要性・優位性について、以下に列挙する。 

 プノンペン都によって独自に実施される排水改善事業が浸水被害の解消・軽減に寄与し

ないケースが多く、カンボジア国及びプノンペン都の自助努力のみによる排水改善の達

成を期待することは困難である。 
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 既設排水管路を活用しながら適切な排水改善計画を立案し、その計画に基づく排水管路

の設計及び施工を実施するためには、日本の高い計画技術及び施工技術が必要である。 

 本事業の実施により、過去 3 件の洪水防御・排水改善に関する日本の無償資金協力事業

（フェーズ 1、フェーズ 2、及びフェーズ 3）と整合性のある、プノンペン都の排水改善を

実現することが可能となる。また本事業を日本の無償資金協力事業として実施すること

により、これまでに得られた知見を活用した、円滑かつ効果的な事業実施が可能となる。 

5.2 有効性 

プロジェクトの有効性を評価するため、本事業の実施により期待されるアウトプットを測る指

標を、定量的効果と定性的効果に分けて以下のとおり記載する。 

(1) 定量的効果 

本事業の実施により、プノンペン都のワットプノン北側エリア及びトルコーク地域では、2

年確率以下の規模の降雨発生時における浸水深が 20cm 以下、浸水継続時間が 2 時間以下とな

り、浸水被害規模が改善される。更に、浸水被害の発生頻度の軽減も期待される。 

指標名 基準値（2015 年実績値） 目標値（2023 年）【事業完成 3 年後】

浸水面積 
ワットプノン北側（m2） 111,600 49,500 
トルコーク地区（m2） 460,800 169,200 

浸水深（上記両地区を対象）（cm） 最大 50 最大 20 
浸水継続時間（同上）（時間） 最長 9 最長 2 
注1) 上記目標値は、2 年確率降雨（平均して 2 年に一度発生する規模の降雨）以下の規模の降雨発生時にお

ける値。2 年確率降雨の強度は、44.8mm/hr.、87.8mm/日。 
注2) 浸水面積は、浸水継続時間が 10 分以上となる面積。 
注3) 排水改善効果指標の確認地点は、浸水被害モニタリング調査地点のうち、主要道路であり交通量が多く

視認効果の高い地点として、下記の 5 地点を選定した。 
ワットプノン北側エリア：St.47×St.84、St.47×St.88 
トルコーク地域：St.337×St.528、St.317×St.592、St.287×St.528 

 

(2) 定性的効果 

本事業の実施により、下記に列挙するような定性的効果が期待される。 

 ワットプノン北側及びトルコーク地区の雨水を効率的に排水し内水氾濫被害の最小化を

図ることによる都市環境（悪臭発生、合流管からの土砂・汚泥・ゴミの散乱）の改善 

 ワットプノン北側にある商業エリア、観光エリア、官公庁エリア及びトルコーク地区の

商業エリア、居住エリアにおける洪水・浸水被害による経済的損失の低減 

 ワットプノン北側及びトルコーク地区における地域浸水被害の軽減による商業活動の活

発化や観光産業の振興 

 ワットプノン北側及びトルコーク地区の衛生環境が改善されることによる長期間の浸水

による皮膚病や風邪、下痢、腸チフス、赤痢等の水因性疾病の発生、蔓延の状況の改善 
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 ワットプノン北側及びトルコーク地区において浸水による交通遮断が解消・軽減される

ことによる主要道路や迂回路で発生する交通渋滞の改善、及び交通渋滞緩和による副次

的な効果として、交通事故の減少や道路利用者の走行の快適性の改善 

5.3 結論 

以上の内容により、本案件の実施の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断されること

から、早期の実施が望まれる。 
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完 成 予 想 図【排水幹線の敷設】 

 
事業対象地域における現状での降雨発生時の浸水状況 

 

 
本協力対象事業実施後の降雨発生時の状況 



 

 

完 成 予 想 図【地下貯留槽及び排水ポンプ場の建設】 

 
地下貯留槽（透視図）、及び排水機場 

 

 

完 成 予 想 図【移動式排水ポンプ車の調達】 

 
移動式排水ポンプ車を使用した緊急排水作業実施状況 

 

 



 

 

現 地 写 真 集 【1/2】 

排水管路の排水先、トルコーク 1 排水機場手前の湿地 
 

排水管路の排水先、トルコーク 2 排水機場手前の湿地 

 
トルコーク地区でプノンペン都が独自に建設を進めてい

るポンプ場（新トルコークⅠポンプ場） 

 
新トルコーク II 排水機場（プノンペン都が建設中） 

 
トルコーク地域南部の洪水時の様子 

 
トルコーク地域東部の洪水時の様子 

 
ワットプノン北側の洪水時の様子 

 
ワットプノン周囲の洪水時の様子 

 



 

 

現 地 写 真 集 【2/2】 

堆積物により排水管路の流れが阻害されている状況 
 

道路脇の排水溝入り口にゴミが入り込んでいく状況 

 
フェーズ 2 で建設したポンプ場のスクリーンピットで人

力によるゴミの除去作業を行っている 

 
スクリーンピットにおける、著しく腐食の進んだ鉄製の

バースクリーン（拡大） 

 
地下貯留槽建設予定地（公園） 

 
ワットプノン北側エリアの配水管敷設予定の道路 

 
第 3 次プノンペン都洪水防御・排水改善計画で供与された

高圧洗浄車(左)と汚泥吸引車(右) 

 
プノンペン都が所有している排水ポンプ車 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1.1 当該セクターの現状と課題 

1.1.1 現状と課題 

カンボジア国は、インドシナ半島の南西に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接する、

国土面積 18.1 万 km2、人口 14.7 百万人（2013 年政府統計）を有する国である。カンボジアの

国土は、国境部の山岳地帯、メコン川及びサップ川が形成した中央平原、両者の間に分布する

丘陵地帯に大きく大別され、中央平原が社会・経済・産業の中心となっている。気候は熱帯モ

ンスーン性気候に属し、5 月～10 月が雨季、11 月～4 月が乾季である。 

プノンペン都は、カンボジア国の首都であり、メコン川、サップ川、バサック川という大河

1が合流・分枝する地点に位置し、行政区面積 678km2、人口 169 万人（2013 年政府統計）を有

する、同国の行政と商工業の中心地でもある。プノンペン都の平均年間降雨量は約 1,400mm で

あり、その 90％が雨季に集中している。プノンペン都はメコン川右岸の自然堤防上及びその後

背湿地に開発された町を起源とし、都市の発展とともに、洪水（外水氾濫）に対しては市街地

の周囲を輪中堤防で囲うことにより、また堤内の市街地への降雨（内水）に対しては排水施設

（排水管、ポンプ）で排水することにより、市街地を水災害から守りながら、氾濫原に都市域を

拡大させてきた。このため基本的に平坦な地形が多く、低地では水が溜まりやすく、排水しに

くい特性を有している。 

フランス植民地時代の 1960 年代からプノンペン都に整備されてきた既存の排水路・排水管

は、1970 年代から約 20 年間続いた内戦の期間中に維持管理がなされず放置されてきた。この

ため施設の老朽化、排水管の破損、ゴミや汚泥の堆積による排水管路の閉塞の進行、等が原因

で排水施設の機能が低下している。既存排水管の排水機能低下に加え、都市化の進展に伴う流

出雨量の増加、排水管路の新規整備の不足等の要因により、雨季に 20 回程度発生する日雨量

20mm 程度の降雨でさえ都内各所で浸水が発生しており、また浸水深が約 20cm（歩道、人の膝

程度）を超えるような浸水被害は年 10 回程度発生しており、家屋の床下・上浸水、生鮮市場の

浸水、交通遮断等に伴う経済的被害や、汚水の逆流による悪臭の発生等の衛生面の被害が発生

している。 

このような状況に対し、これまで日本はプノンペン都に対し 3件の無償資金協力事業を行い、

洪水防御施設の改善、排水施設の改善、排水施設維持管理用機材の調達を行ってきた。また、

プノンペン都による自助努力としては、「第 3 次プノンペン市洪水防御・排水改善計画」で調

達した排水管路の清掃機材を用いた既設排水管路の清掃活動や、限定的ではあるが排水管の新

設・補修等が行われている。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 メコン川及びサップ川の流域面積は各々795,000km2、84,000km2であり、日本最大の流域面積を有する利根川

（16,840km2）の各々47 倍、5 倍に相当する。 
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これらの結果、無償資金協力事業が行われた地域では浸水被害の発生状況に改善が見られて

いるが、これまでの無償資金協力事業の対象地域以外の地域では、未だに浸水被害の発生状況

に改善は見られず、都市化に伴う急激な人口増加による浸水被害規模の増大も懸念されること

から、早急な排水施設の整備・改善が緊急かつ必要不可欠な状況である。 

1.1.2 開発計画 

当該セクターの上位の開発計画としては、国家レベルのものと都レベルのものがある。以下、

各々について記述する。 

(1) 国家レベルの開発計画 

(a) 四辺形戦略（Rectangular Strategy） 

四辺形戦略は国家開発計画の基盤となる国家戦略であり、カンボジア王国で最上位の

国家開発戦略文書と位置付けられている。第 1 次四辺形戦略は、2004 年 7 月の第 3 次

国民議会成立に伴いフン・セン首相により表明された。2008 年 9 月に第 1 次四辺形戦

略の方針を引き継ぎつつ「法の支配」に重点を置いた第 2 次四辺形戦略が発表された。

2013 年 7 月の第 5 回国民議会選挙の結果、第 5 次国民議会（第 4 次フン・セン政権）

を成立させたフン・セン首相は、第 1 次及び 2 次四辺形戦略が成功したことを踏まえ、

これらの構成を踏襲しつつ、2013 年 9 月に第 3 次四辺形戦略を発表した。 

第 3 次四辺形戦略は、前戦略を引き継いだ形で、第 2 次四辺形戦略の達成事項と課題

を踏まえ、下記の戦略目標を立てている。 

① 経済基盤を多様化し、年平均経済成長率を 7％とする。 

② カンボジアの競争力を改善、国内外の投資を促進し、より多くの雇用を創出する。 

③ 人材開発、環境・自然資源の持続的な管理・活用を行い、年間 1%以上の貧困削

減を達成する。 

④ 国及び地方レベルにおける制度及びガバナンスを強化し、公共サービスの効果及

び効率性を確保する。 

これらの戦略目標を達成するための戦略の核をグッド・ガバナンスとし、汚職撲滅、

司法制度改革、行財政改革、及び治安機構改革の 4 つの最重要課題を挙げている。さら

に、戦略の最重要開発分野として、①農業分野の強化、②インフラの整備、③民間セク

ター開発と雇用創出、④能力構築と人材育成、の 4 つを挙げている。 

この②インフラの整備には、洪水対策と都市インフラの整備が含まれており、本計画

はその支援として位置付けられる。 
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出典: Royal Government of Cambodia, “National Strategic Development Plan, 2014-2018”, 17 July 2014 (Translation)  

図 R 1.1.1 第 3 次四辺形戦略（Rectangular Strategy）模式図 

 

(b) 2014～2018 年国家戦略開発計画（NSDP：National Strategic Development Plan） 

2014 年 9 月 18 日にカンボジア計画省は、国家戦略的開発計画（the National Strategic 

Development Plan、以下、「NSDP」と記す。）（2014-2018）を発表した。 

カンボジアにおいては、従来 2001 年から 2005 年までの、第 2 次社会経済開発計画

（SEDP（Socio-Economic Development Plan）II 2001-2005）及び 2003 年から 2005 年まで

の国家貧困削減戦略（National Poverty Reduction Strategy、以下、「NPRS」と記す。）（2003-

2005）という 2 つの国家計画に基づき開発が推進されてきたが、2006 年 1 月、カンボ

ジア政府（Government of Cambodia、以下「GOC」と記す。）は第 1 次四辺形戦略（上

記（a）参照）に基づく開発計画を打ち出すため、2006 年以降の第三次社会開発計画と

次期 NPRS（2006-2008）を統合した NSDP（2006-2010）を策定した。この NSDP は 2013

年まで延長された。 

現 NSDP（2014-2018）は、カンボジアの国家戦略である「四辺形戦略」を実施するた

めのアクションプランとして位置付けられている。このため、四辺形戦略に沿った形で、

前 NSDP の主な達成事項と課題、並びに NSDP（2014-2018）のためのマクロ経済フレー
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ムワークについて分析し、2014～2018 年の期間に優先的に取り組む政策、指標、実施の

タイムフレームなどを、グッド・ガバナンス、戦略の実施環境、農業分野の強化、イン

フラの整備、民間セクター開発と雇用創出、能力構築と人材育成の項目に従って提示し

ている。 

この中でも、インフラの整備の優先政策、優先アクションに、洪水対策と都市インフ

ラの整備が含まれており、本計画はその支援として位置付けられる。 

(2) プノンペン都の開発計画 

(a) プノンペン都都市開発戦略（City Development Strategy：CDS） 

プノンペン都は 2005 年に 2015 年までの都市開発戦略（City Development Strategy、以

下、「CDS」と記す。）を公表した。この都市開発戦略は、プノンペン都における①グッ

ド・ガバナンス、②地域経済発展の促進、及び③持続可能な手法による都市の貧困削減

策の強化を目的とし、プノンペン都における開発計画構想における 5 つの重点分野とし

て、①土地利用と住宅、②環境と天然資源、③社会資本整備と交通、④社会福祉、及び

⑤経済発展、を挙げ、重点分野③の下に「排水システムの改善」を目標として位置付け

ている。 

(b) プノンペン都都市開発計画（White Book on Development and Plannning of Phnom 
Penh） 

CDS に基づき、プノンペン都は、フランス外務省の援助（「Fonds de Solidarite Prioritairé

（優先連帯ファンド、英語表記：Priority Solidarity Fund）」）を受けて、2020 年を目標年と

したプノンペン都の総合開発計画を 2005 年に策定した。さらにその後 2008 年から 2009

年にかけて、パリ市及びフランス外務省の資金協力により、2005 年に策定された総合

開発計画の更新作業が実施され、2009 年 3 月に 2020 年に向けた主要計画の実行計画が

策定された。その後開発計画の目標年次を 2035 年に延伸した。 

同開発計画では、土地利用計画、郊外の開発と副都心建設構想、都市圏の拡大、住宅・

土地開発における官民連携（PPP：Public-Private Partnership）手法の促進、景観・環境都

市（ガーデン・シティ）としてのアイデンティティの確立、等の計画が提案されている。 

同開発計画の土地利用計画では、郊外の大規模道路網、鉄道路線・駅、主要水路、湖

沼、河港、空港、公園、緑地帯の整備方針を定めており、本計画はその支援として位置

付けられる。 

(c) JICA 開発調査で策定されたマスタープラン 

プノンペン都は独自の都市開発計画を策定しているが、下水・排水分野における開発

に関しては、日本の開発調査において策定されたマスタープランにしたがって整備して

いく方針を採っている。 

これまで市街地における排水改善は「プノンペン市都市排水･洪水対策計画調査」
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（1998 年 2 月～1999 年 8 月、JICA）において策定されたマスタープランに沿って実施

されており、今後は「プノンペン都下水・排水プロジェクト」（2014 年 8 月～2016 年 12

月、JICA）で改訂されたマスタープランに沿って郊外や新興開発地域における排水施設

整備が行われていくことが期待される。 

1.1.3 社会経済状況 

(1) 社会経済状況概説 

カンボジア国の人口は、約 14.7 百万人（2013 年政府統計）で、隣国のラオス（人口 649

万人、2015 年ラオス統計局）の約 2.3 倍、タイ（人口 6,593 万人、2010 年タイ国勢調査）

の約 20％、ベトナム（人口 9,340 万人、2015 年国連人口基金推計）の約 16％である。カ

ンボジア国の国内総生産（Gross Domestic Product：GDP）は約 193 億米ドル（2016 年推定

値、国際通貨基金（International Monetary Fund：IMF）World Economic Outlook Database（以

下 IMF 資料））、国民一人当たり GDP は 1,228 米ドル（2016 年推定値、IMF 資料。2008 年

カンボジア政府資料では 774.7 米ドル）であり、近隣国と比較しても未だ低い水準にある

（ラオス：1,921 米ドル（2016 年推定値、IMF 資料）、ベトナム：2,164 米ドル（2016 年推

定値、IMF 資料））、世界の最貧国の一つである。 

カンボジア国は本来、メコン水系に開けた肥沃な土地と豊富な水資源に恵まれた農業を

基幹産業とした国家であったが、1970 年代からの長期間の内戦と混乱により国土が荒廃

し、農業施設の破壊等生産手段の喪失、技術者の喪失、労働人口の減少等に見舞われ、経

済が悪化、停滞した。1980 年代には東側諸国からの支援を受け、1990 年代には民主化に

伴い、中央計画経済体制から市場経済体制へ移行し、国際社会の援助により国家の復興と

再建が図られた。 

1997 年の武力衝突及びアジア経済危機の影響で、海外投資や観光収入が減少し、一時

経済成長率が鈍化したものの、2000 年代に入ってからは和平と安定が達成され、2004 年

から 2007 年まで年率二桁の経済成長率を記録するなど、経済状況も回復傾向にあったが、

2008 年に発生した世界経済危機の影響を受け、IMF によれば 2008 年の成長率は 6.7％で

あったものの、2009 年はマイナス 2.0％となった。近年では、観光業、縫製・製靴などの

製造業が成長分野である。2008 年 9 月に発足した第 4 次連立政権は、持続的成長と貧困

削減を実現するため、グッド・ガバナンスの強化と高い経済成長率の達成のための改革に

引き続き取り込む方針であり、そのためには、投資環境の改善と海外直接投資の誘致が重

要としている。一方、財政面では、歳入における国内税収の割合が低く、関税収入に大き

く依存し、歳出面においては、未だ改善の余地が多くある。カンボジア国政府は、これら

予算構造の抜本的強化を図るため、歳入の安定と増加、歳出の削減に向け、諸改革に果断

に取り組もうとしている。 

(2) 人口 

2008 年 3 月に実施された国勢調査の結果では、カンボジア国の総人口は 13,388 千人で



1-6 

あった。1998 年に実施された国勢調査結果から 1998 年～2008 年の 10 年間における平均

人口増加率を算出すると、全国レベルで 1.54％となり、東南アジアの平均増加率（1.3％）

より高い値を示している。なお、2013 年のカンボジア国政府統計によると、カンボジア国

の総人口は 14.7 百万人に達している。 

2008 年実施の国勢調査結果における、カンボジア国の人口構成を表 R 1.1.1 に示す。 

表 R 1.1.1 カンボジア国の人口構成 

地域 人口 
(人) 

男性 
(人) 

女性 
(人) 

年間平均人口 
増加率(％) 

世帯数 
(世帯) 

1 世帯当たり 
の人数(人) 

全

国 

都市部 2,614,027 1,255,570 1,358,457 2.21 506,579 4.9 

村落部 10,781,655 5,260,484 5,521,171 1.38 2,311,058 4.6 

合 計 13,395,682 6,516,054 6,879,628 1.54 2,817,637 4.7 

プ
ノ
ン
ペ
ン 

都市部 1,242,992 584,663 658,329 2.68 242,974 5.0 

村落部 84,623 40,877 43,746 5.37 17,494 4.8 

合 計 1,327,615 625,540 702,075 2.83 260,468 5.0 
出典：「General Population Census of Cambodia 2008」 
 

プノンペン都の人口はカンボジア国の総人口の約 1 割を占めており、近年の人口増加率

も全国平均値よりも高い。プノンペン都は行政区域を拡大していることから、新たに都に

加えられた近郊村落部の人口による増加が著しい。 

カンボジア国の年齢別の人口構成は表 R 1.1.2 に示すとおりである。 

表 R 1.1.2 カンボジア国 人口の年齢構成 

区分 
構成比（％） 

全国 プノンペン都 
若年層（0～14 歳） 33.7 21.9 

生産人口層（15～64 歳） 62.0 74.7 
老年層（65 歳以上） 4.3 3.4 

出典：「General Population Census of Cambodia 2008」 
 

(3) 産業別従事者率及び GDP 比率 

カンボジア国における産業別従事者率及び GDP 比率を表 R 1.1.3 に示す。 

表 R 1.1.3 カンボジア国 産業別従事者率及び GDP 比率 

区分 
従事者率（％）（2008 年） GDP 比率（％）（2014 年） 
全国 プノンペン都 全国 

1 次産業（農林水産業） 72.3 5.3 30.5 
2 次産業（鉱工業） 8.5 32.5 27.1 

3 次産業（サービス業） 19.2 62.2 42.4 
出典：従事者率 「General Population Census of Cambodia 2008」 

GDP 比率 外務省ホームページ（2017 年 1 月） カンボジア基礎データ 
 

第 1 次産業の従事者は国民の約 7 割を超え、GDP 比率は全体の 3 分の 1 を占めており、

農林水産業が国の基幹産業であるといえる。近年では第 3 次産業の生産の成長が著しく、

2014 年における GDP 比率は 42.4%であり、第 1 次産業の GDP 比率を上回っている。 
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プノンペン都の産業別従事者は、第 3 次産業と第 2 次産業を合わせた従事者率が約 95%

に達しており、全国の従事者率に比較して対照的な傾向を示している。 

(4) 排水施設の整備状況 

カンボジア国において排水施設が整備されているのは都市部及び都市近郊の村落部に

限られる。カンボジア国における下水・排水方式は全て合流式であり、これらの地域では

排水管は下水管を兼ねている。 

メコン河沿いの地方都市の多くは規模が小さく、自然堤防上に成立しているため、自然

排水が可能であり、排水施設が未整備であっても排水に関連する深刻な問題が発生するこ

とは少ない。一方、プノンペン、シェムリアップ、シアヌークビル等の比較的大規模な都

市では、近年になり都市の発展とともに低地にまで土地利用が進んできたため、排水不良

による浸水被害等の問題が発生するようになってきている。 

カンボジア国全体の下水・排水施設の整備状況に関する統計資料はないが、国全体にお

ける排水施設の整備状況はいまだ非常に低い。 

プノンペン都では、JICA による開発調査「プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査」

で策定されたマスタープラン（以下、「MP1999」と記す。）に沿った日本の無償資金協力に

よる排水施設の改善と並行して、カンボジア国の自国資金による排水管路網の整備、排水

機場の整備が行われている。中心市街地では幹線道路沿いの排水管路整備が進んでいるが、

郊外部では市街地化の進展速度に排水施設整備が追いついていない。プノンペン都におけ

る排水管路、排水路、及び排水ポンプ場の整備状況は「2.2.1 関連インフラの整備状況」

に詳述した。 

 
 
  



1-8 

1.2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

1.2.1 協力要請の背景・経緯 

プノンペン都は、水災害を受けやすい地形的特性を有しており、都市の発展とともに市街地

の周囲を輪中堤防で囲うことで、メコン川の洪水から防御されてきた。また都内に降った雨は、

雨季の洪水時にはポンプにより都外へ排水されている。プノンペン都の洪水防御・排水施設は、

上記「1.1.1 現状と課題」にも記載のとおり、フランス植民地時代から 1960 年代にかけて整

備・維持されてきたが、1991 年までの 20 年に及ぶ内戦時に維持管理が殆どなされずに放置さ

れたため、施設は荒廃・老朽化し、その機能は著しく低下している。さらに都市化に伴う雨水

排水の増加も影響し、雨季には浸水被害が都内各所で降雨のたびに発生し、家屋の浸水や道路

の水没等を引き起こしている。その結果、都民の生活環境及び経済活動に影響が生じる一方、

急激な人口増加に伴う水災害の増大が懸念されており、早急な改善対策が必要とされている。 

このような状況を背景に、カンボジア国政府の援助要請に基づき、日本政府は 1998 年 2 月

から 1999 年 8 月にかけて JICA による開発調査「プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査」

を実施し、MP1999 を策定した。カンボジア国政府は、このマスタープランに沿って、アジア

開発銀行（Asian Development Bank：ADB）や日本国政府に対して資金協力を要請し、これまで

プノンペン都内の堤防強化、都内幹線排水路の改修及びポンプ排水施設の新設等のプロジェク

トが実施されている。これまで日本が援助したプロジェクトとしては、無償資金協力事業「プ

ノンペン市洪水防御・排水改善計画（以下、「フェーズ 1」と記す。）」、「第二次プノンペ

ン市洪水防御・排水改善計画（以下、「フェーズ 2」と記す。）」及び「第三次プノンペン市

洪水防御・排水改善計画（以下、「フェー

ズ 3」と記す。）」の 3 件が実施されて

きた。これまで実施された日本の無償資

金協力事業「プノンペン洪水防御・排水

改善計画」における各フェーズの事業対

象地域の位置は図 R 1.2.1 に示すとおり

である。 

これらの成果を踏まえ、カンボジア国

政府は、MP1999 の対象エリアで整備が

進んでおらず被害が大きいプノンペン

都北部（ワットプノン北部排水区やトル

コーク排水区）における排水施設の整備

と、フェーズ 2 で支援したトラベック排

水区のポンプ施設に除塵機の設置等を

コンポーネントとして含む無償資金協

力「第四次プノンペン洪水防御・排水改

 

図 R 1.2.1 無償事業の対象エリア 
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善計画（以下、「本事業」と記す。）を 2014 年 7 月に我が国に要請した。 

一方、プノンペン都は 2008 年以降、順次行政区域を拡大してきており、上述の MP1999 も

現実に合致しない状況が生じてきたことから、2014 年 8 月から実施された JICA による開発計

画調査型技術協力「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト」においてマスタープランの改

訂作業が行われた。この調査によって、最新の行政区域を対象に、排水改善事業の長期計画が

策定され、経済性評価を通じた事業の優先順位付けがなされた。本事業の要請内容も、このマ

スタープラン改定作業の中で再評価され、そのコンポーネントの内、最優先事業であると評価

されたコンポーネントを本事業の対象として調査団より提案された。最終的には、本準備調査

の現地調査時にプノンペン都と協議し、この提案された最優先事業を本事業の対象スコープと

することを合意した。 

これまで三次に亘り実施されてきた日本の無償資金協力事業「プノンペン洪水防御・排水改

善計画」は、MP1999 において立案されたコンポーネントのうち、経済的効果が高いと評価さ

れたコンポーネントから順に実施されてきた。各フェーズにおける事業対象地域は、フェーズ

1 がプノンペン都の市街地西南部、フェーズ 2 がプノンペン都の市街地北東部、フェーズ 3 が

プノンペン都の市街地南東部としている。本事業（フェーズ 4）では、プノンペン都の市街地

北部に位置する地域を対象としている。 

無償資金協力事業「プノンペン洪水防御・排水改善計画」の各フェーズの実施時期及び実施

内容をまとめ、次表に示す。 

表 R 1.2.1 プノンペン洪水防御・排水改善計画 各フェーズの概要 

フェーズ 
実施時期 

プロジェクトの主な内容 
基本設計 詳細設計 施工 

1 2001.03～
2001.11 

2002.02～
2002.08 

2002.12～
2004.09 

プノンペン都西部・南部を対象とした、洪水防御・

排水改善施設建設（輪中堤補強、排水路改修、ポ

ンプ場新設、樋門改修・新設） 

2 2005.12～
2006.11 

2007.01～
2007.08 

2007.09～
2010.03 

プノンペン都北東部を対象とした、洪水防御・排

水改善施設建設（サップ川護岸改修、ポンプ場・

地下貯留槽新設、排水管路敷設） 

3 2010.02～
2011.03 

2011.04～
2011.11 

2012.01～
2015.09 

プノンペン都南東部を対象とした、洪水防御・排

水改善施設建設（王宮南側チャンバー改修、排水

管網の整備）及び排水システム維持管理用機材調

達 

4 
（本事業） 

2016.04～
2016.12 

2017.03～
2017.10 
(予定) 

2017.12～
2020.11 
(予定) 

プノンペン都北部を対象とした、洪水防御・排水

改善施設建設（排水管路敷設、ポンプ場・地下貯

留槽新設、機械式自動除塵機の設置）、及び移動式

排水ポンプ車調達 
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1.2.2 本無償資金協力事業の要請の概要 

我が国への要請内容と本事業の対象コンポーネントの内容を表 R 1.2.2 に示し、その位置図

を図 R 1.2.2 に示す。 

表 R 1.2.2 本事業におけるカンボジア国側からの要請内容 

案件 コンポーネント コンポーネントの主な内容 
優先事業 

要請書 本事業の対象 
施設建設 ワットプノン北側エリ

アの排水システム改善 
排水管路（内径 1700mm×延長 250m、

内径 1500mm×延長 730m、内径 1000mm
×延長 200m）、ポンプ場 1 ヶ所（排水容

量 1.4m3/s）、地下貯留槽 1 ヶ所（貯水容

量 2,400m3） 

〇 ◎ 

施設建設 プノンペン経済特区の

洪水管理システム 
ボックスカルバート（幅 15m×高 3ｍ）、

素掘り水路及び維持管理用道路（幅

4~15m、総延長 4.8km）、排水樋門 2 門

（幅 15m×高 3m、幅 10m×高 3m） 

〇 ― 

施設建設 第二次プノンペン都洪

水防御・排水改善計画で

整備した排水ポンプ場

の機械式除塵機 

4 カ所（Chak Tomuk （PS1）ポンプ場、

Preah Kumlung （PS2）ポンプ場、Phsar 
Kandal （PS4）ポンプ場、Phsar Chas 
（PS5）ポンプ場） 

〇 ◎ 

施設建設 トルコーク地域の排水

システム改善 
ボックスカルバート 2 路線（1.9km、

0.6km）、排水樋門 3 門 
〇 ◎ 

施設建設 ポチェントン地域（東

西）の排水システム改善 
ポチェントン東：ポンプ場 1 ヶ所（排水

容量 10m3/s）、排水樋門、調整池、排水

路（延長 9km） 
ポチェントン西：排水路（延長 12km） 

― ― 

施設建設 トラベック地域の排水

ポンプ場建設 
1 ヶ所（排水容量 8～10m3/s） ― ― 

機材調達 排水関連機材 移動式排水ポンプ車、調整池浚渫用機材

等 
― ◎ 

（移動式排水

ポンプ車の

み） 
その他 実施設計／施工監理  〇 ◎ 

凡例： 「〇」要請書において優先事業とされたコンポーネント 
 「◎」本事業の対象コンポーネント 
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図 R 1.2.2 過去の事業対象域、並びに本事業の要請内容と対象コンポーネント位置図 
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1.3 我が国の援助動向 

1.3.1 過去の日本による洪水・排水分野の援助 

プノンペン都に対する洪水・排水分野に関連する日本からの過去の援助実績は、表 R 1.3.1 に

示すとおりである。 

表 R 1.3.1 洪水・排水分野に関連する、これまでの我が国の援助実績 

種類 援助名 実施年度 内容 

技
術
協
力 

プノンペン市 
都市排水・洪水対策 

計画調査 
1998~1999 

プノンペン都及びその近郊を対象とし、総合的都市排水・洪水

対策に係わる 2010 年を目標年次としたマスタープラン策定、

並びに緊急プロジェクトに対するフィージビリティ調査。 

研修員受入 1998~2004 

1998 年：下水道計画 1 名 1999 年：都市排水 1 名 2002～2004
年：都市排水Ⅱ（集団研修）各 1 名、2002 年～2003 年：排水

ポンプ運転維持管理 1 名（いずれもプノンペン都公共事業運輸

局（Department of Public Works and Transport：DPWT）職員を対

象） 
プノンペン都下水・

排水改善プロジェク

ト 
2014~2016 

2035 年を目標年次とする、プノンペン都の汚水対策・排水改善

のマスタープラン策定、及び優先事業に対するプレフィージビ

リティー調査。 

無
償
資
金
協
力 

プノンペン市洪水防

御・排水改善計画 

(B/D) 2001 
(D/D) 2002 
(施工) 
 2002~2004 

開発調査で抽出された緊急プロジェクトに対するカンボジア

国の実施要請を受けて、プノンペン都西部・南部での洪水防御・

排水改善施設建設を実施した。 
- 輪中堤補強：4.34km 
- 排水路改修：4.54km 
 （4 橋梁の改修を含む） 

- ポンプ場新設：1 箇所 
- 樋管改修：2 箇所 
- 樋管新設：1 箇所 

第二次プノンペン市

洪水防御・排水改善計

画 

(B/D)  
2005~2006 
(D/D) 2007 
(施工)  
2007~2010 

開発調査で策定されたマスタープランに則ったカンボジア国

の実施要請を受けて、プノンペン都の中心市街地東部での洪水

防御・排水改善施設建を実施した。 
- 護岸改修 
  チャトムック国立劇場前：70m 
  オールドマーケット東護岸：260m 
- 排水管・排水側溝・遮集管敷設：総延長 約 6,200m 
- 排水ポンプ場、地下貯留槽建設：各 4 箇所 

第三次プノンペン市

洪水防御・排水改善計

画 

(O/D)  
2010~2011 
(D/D) 2011 
(施工)  
2012~2015 

開発調査で策定されたマスタープランに則ったカンボジア国

の実施要請を受けて、以下の施設建設・機材調達を実施する無

償資金協力を実施した。 
- 王宮南側チャンバーの改修：1 箇所 
- 幹線排水管路の敷設：総延長 20.132km 
- 排水システム維持管理用機材の調達： 
 高圧洗浄車 4 台、汚泥吸引車 4 台 
- ソフトコンポーネントによる技術指導 

注：B/D：基本設計調査、D/D：詳細設計、O/D：協力準備調査（概略設計） 
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1.3.2 洪水・排水分野の先行事業と本事業の関係 

本事業は、カンボジア政府が MP1999 に基づいて要請したコンポーネントに対して、「プノ

ンペン都下水・排水改善プロジェクト」の調査の中で再評価し、最優先事業であると選定され

たコンポーネントを対象スコープとしている。先行の無償資金協力事業であるフェーズ 1、

フェーズ 2 及びフェーズ 3 も MP1999 に基づいて実施されている。MP1999 で提案された 8 つ

のコンポーネントと、先行の無償資金協力事業及び本事業の関係は、表 R 1.3.2 のとおりであ

る。 

表 R 1.3.2 JICA マスタープラン（MP1999）と本事業の関係 

No. MP1999 で提案された

コンポーネント フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3 フェーズ 4 
（本事業） 備 考 

1 サップ川沿い部分護岸 － △ 
破損箇所のみ 

－ － 
破損箇所の改修及び施設

建設に伴う部分に限定 

2 コップスロウ及び 
トンプン輪中堤の補強 

△ 
ﾄﾝﾌﾟﾝ堤防のみ － － － 

コップスロウ堤防の補強

は ADB により実施 

3 トンプン流域排水改善 △ 
下流区間のみ － △ 

ﾓﾆﾚ排水の 1 部 
－ 

流域内排水管網整備は対

象外 

4 トラベック流域排水改

善 － △ 
北東部のみ 

○ 
排水管渠 

△ 
自動除塵機 

ポンプ場及び幹線排水路

は ADB により実施済 

5 市街地北部排水改善 － 
△ 

ﾜｯﾄﾌﾟﾉﾝ南

側のみ 
－ 

○ 
ﾜｯﾄﾌﾟﾉﾝ北

側、ﾄﾙｺｰｸ排

水区 

 

6 ポチェントン東部流域

排水改善 － － － －  

7 北東・北西流域排水改

善 

△ 
北東部のｽﾜｲﾊﾟ

樋管のみ 
－ － －  

8 環境改善 － △ － △ 
サップ川への汚水流出抑

制による水質改善 

凡例 ○：実施 △：一部実施 －：実施なし  
 マスタープランのコンポーネント境界及び各フェーズの事業位置図は図 R 1.2.2 の位置図を参照 
 
上表に示すとおり、本事業は、「5. 市街地北部排水改善」を主たるコンポーネントとしてお

り、その中にはフェーズ 2 の基本設計調査時に裨益効果や緊急性の高さが確認されたものの、

事業規模及び事業優先順位の観点から対象外となったワットプノン北側エリアの排水改善が

含まれている。 
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次に、MP1999 で提案された各コンポーネントの計画規模と、これまでの無償資金協力事業

で採用された計画規模を示す。 

表 R 1.3.3 JICA マスタープラン（MP1999）で提案された計画規模と 
事業実施時の計画規模 

No. MP1999 提案された 
コンポーネント 

事業のﾌｪｰｽﾞと 
対象施設 

MP1999 で提案 
された計画規模 

事業実施時 
の計画規模 

1 サップ川沿い部分護岸 ﾌｪｰｽﾞ 2：破損箇所の改修 既往最大洪水から都を守る 同左 

2 コップスロウ及び 
トンプン輪中堤の補強 ﾌｪｰｽﾞ 1：ﾄﾝﾌﾟﾝ堤防 既往最大洪水から都を守る 同左 

3 トンプン流域排水改善 ﾌｪｰｽﾞ 1：基幹排水施設 
ﾌｪｰｽﾞ 3：末端排水施設 

以下の降雨を排水改善計画

の対象規模とする 
基幹排水施設：5 年確率 
末端排水施設：2 年確率 

5 年確率降雨時に 
下流域の浸水なし 

4 トラベック流域排水改善 
ﾌｪｰｽﾞ 2：末端排水施設 
ﾌｪｰｽﾞ 3：末端排水施設 
ﾌｪｰｽﾞ 4：末端排水施設 

事業実施地区におい

て 2 年確率降雨時に 
浸水深 20cm 以下、 
浸水継続 2 時間以内 5 市街地北部排水改善 ﾌｪｰｽﾞ 2：末端排水施設 

ﾌｪｰｽﾞ 4：末端排水施設 

6 ポチェントン東部流域排

水改善 事業対象外 ― ― 

7 北東・北西流域排水改善 ﾌｪｰｽﾞ 1：基幹排水施設 サップ川からの逆流を防ぐ 同左 

8 環境改善 ﾌｪｰｽﾞ 2：遮集管 リバーフロント保全 汚水排出抑制による

サップ川の水質改善 

注） 基幹排水施設：ポンプ場、樋門樋管、調整池、幹線排水路（集水域 1km2 以上） 
 末端排水施設：排水管渠（幹線及び枝線、集水域 1km2 以下） 
 マスタープランのコンポーネント境界及び各フェーズの事業位置図は図 R 1.2.2 の位置図を参照 

 
MP1999 では排水施設の計画規模を、基幹排水施設に対しては 5 年確率、末端排水施設に対

しては 2 年確率としている。これまで MP1999 に沿って 3 次に亘り実施された日本の無償資金

協力事業では、この計画規模を踏襲している。本事業では末端排水施設を対象としており、2

年確率の計画規模で整備を行う。これらのことから、本事業は計画規模の点で MP1999 及び過

去の無償資金協力事業と整合性を保つことになる。 
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1.4 他ドナーの援助動向 

プノンペン都における洪水・排水分野に関連する事業は、日本政府（JICA）だけでなく、フ

ランス政府（大使館、フランス援助庁、パリ市）、アジア開発銀行などの援助によりこれまで

数多く実施されてきている。これまでの洪水・排水分野における日本以外のドナー国・国際機

関による援助実績を次表に示す。 

表 R 1.4.1 他のドナー国・機関による援助実績（洪水・排水分野）（単位：千 US$） 

実施年度 機関名 案件名 金額 援助 
形態 概要 

1994～ 
1995 パリ市 排水網の現況評価事

業 
300 技協 - プノンペン都内の下水・排水施設の調査 

1995～
1996 

アジア 
開発銀行 

都市用水供給・汚水

処理プロジェクト 
(TA No.2280-CAM) 

600 技協 
- プノンペン都、シアヌークビル市におけ

る水供給施設、排水施設、下水施設の調査

と改善計画策定 

1995～ 
1997 パリ市 プノンペン市復興の

ための制度的支援 不明 技協 - プノンペン都地域整備計画の提案 
- 都市計画策定の技術、制度支援 

1997～ 
2002 

ノルウェー 
開発協力局 

都市排水部局 
組織体制構築 

4,600 技協 

- 公共事業運輸局職員の人材育成 
- 地域社会レベルのゴミ収集システムの提

案、地域住民参加型下水・排水施設の維持

管理組織の設立 

1998 パリ市 サラン地域再開発計

画 不明 技協 - サラン排水路上流のサラン地域再開発計

画をプレ F/S レベルで策定 

1998～ 
2003 

アジア 
開発銀行 

プノンペン市給水・

排水プロジェクト 
Part B:排水改善 
(Loan No.1468-CAM) 

12,000 有償 
- トラベックポンプ場の改修実施 
- トラベック排水路、トゥールセン排水路

の改修実施 

2001～ 
2002 

アジア 
開発銀行 

コップスロウ堤防補

強工事 不明 有償 - コップスロウ堤防の嵩上げ・護岸設置工

事の実施 

2002～ 
2005 

フランス 
援助庁 

プノンペン市の都市

開発担当機関の人材

に対する支援プロ

ジェクト 

不明 技協 

- プノンペン都の都市開発、経済、排水・下

水、交通、給水、電気等の分野の開発計画

策定（排水・下水分野において排水網の部

分的水理モデル構築を実施） 

2004 パリ市 プノンペン衛生プロ

ジェクト 不明 技協 - プノンペン都の衛生関連組織、管理、開発

に関する調査 

2008～ 
2010 

フランス 
援助庁 

中央マーケット復興

プロジェクト 
4,200 無償 - 中央マーケット及びその周辺部における

排水の改修を含む環境整備の実施 

 
上記の他ドナーの支援では、本事業と直接影響し合う事業はない。また、現在実施中の事業

はなく、本事業の対象地域において他ドナーによる具体的な事業実施の予定は無い。 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2.1 プロジェクトの実施体制 

2.1.1 組織・人員 

本事業のカンボジア国側の実施機関は、プノンペン都の公共事業運輸局（Deaprment of Public 

Works and Transport、以下、「DPWT」と記す。）であり、同局は都知事直轄の独立部局の一つ

である。プノンペン都の組織図は図 R 2.1.1、DPWT の組織図は図 R 2.1.2 に示すとおりである。 

 
出典：Overview of Urban Development in Phnom Penh Capital City, 2011 

図 R 2.1.1 プノンペン都の組織図 

 

 
出典：DPWT 

図 R 2.1.2 公共事業運輸局（DPWT）の組織図 
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DPWT は局長の下に 8 名の副局長を配し、それぞれの担当部門を統括管理している。本事業

に直接関係する DPWT の部署は、排水施設及び排水関連機材の運営維持管理を行う排水・下水

課（Drainage and Sewerage Division、以下「DSD」と記す。）であり、その他、国際協力担当

（International Relation Affairs and Other Works）副局長及び公共事業管理室（Public Works Office）

も事業の運営に関係する。DPWT に所属する職員の内訳を次表に示す。 

表 R 2.1.1 公共事業運輸局（DPWT）職員の内訳 

部門 正規職員数 契約職員数 合計 
1. 統括部門 9 - 9 
2. 管理・人事部 7 5 12 
3. 財務・計画部 12 3 15 
4. 公共事業部 20 5 25 
5. 運輸部 20 6 26 
6. 道路橋梁部 27 38 65 
7. 排水・下水課（DSD） 28 171 199 
8. 街灯課 9 21 30 
9. 公園管理課 17 282 299 
10. 駐車違反車収容課 8 14 22 
11. 洪水対策課 25 - 25 
12. 地区公共事業部 27 17 44 
13. モーターバイク登録課 47 15 62 
14. 車両登録課 42 3 45 
15. 免許証及び交通安全課 3 - 3 
合計 301 580 881 
出典：DPWT 資料 
備考：契約職員は、1 年単位で DPWT と直接雇用契約を結び、作業に従事している労務者 

 
DSD は、都内のポンプ場や排水路等の排水・下水施設並びに機材の維持管理を担う重要な役

割を担っており、本事業により建設される排水施設（排水管路、地下貯留槽、ポンプ場、自動

除塵機）、及び調達される排水関連機材の運営・維持管理は DSD が行うことになる。 

DSD は DPWT の敷地内にあり、排水・下水管理用の清掃機材や重機等の保管及び点検を行

うワークショップを有している。 

現在、DSD の正規職員、契約職員を合わせた総職員数は 199 名であり、DPWT 職員数の 23%

を占めている。また、DSD の正規職員及び契約職員の内訳は次表のとおりである。 

表 R 2.1.2 排水・下水課（DSD）正規職員の内訳 

部門 正規職員数 
1. 管理グループ 5 
2. 業務グループ 6 
3. 技術グループ 8 
4. 建設工事監理グループ 6 
5. 清掃・維持管理グループ 1 
6. ポンプ場グループ 2 
7. 合計 28 
出典：DPWT 資料 
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表 R 2.1.3 排水・下水課（DSD）契約職員の内訳 

部門 契約職員数 
1. ポンプ場グループ 56 
2. 排水管建設・修理グループ 50 
3. 排水管清掃・維持管理グループ（機材運転手含む） 45 
4.オペレーターグループ 20 
5. 合計 171 

 
排水管清掃・維持管理グループ（正規職員 1 名、契約職員 45 名）は、雨季（5 月から 10 月）

の間に緊急排水作業が必要となる約 60 稼働日は緊急排水作業に従事し、それ以外は排水管等

の清掃作業に従事している。排水管路及び排水関連機材の運営維持管理はこのグループが担当

する。地下貯留槽、ポンプ場、及び自動除塵機の運営維持管理は、ポンプ場グループ（正規職

員 2 名、契約職員 56 名）が担当する。上記体制に関しては、本事業実施後の運営・維持管理

に当って十分な数の技術者、スタッフが配置されていると判断でき、特段の懸念はない。 

2.1.2 財政・予算 

プノンペン都における排水事業に係る財政・予算は非常に複雑である。表 R 2.1.4 にプノン

ペン都における近年の排水事業に対する支出状況を示す。また、プノンペン都における資金源

の流れを図 R 2.1.3 に示す。プノンペン都からの支出先は、都内の排水機場や主排水管を管理

する DSD、小規模排水施設を管理する Khan、電気代や清掃維持管理契約している業者となる。 

表 R 2.1.4 プノンペン都における排水関係支出額 

単位：百万リエル 

項目 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ポンプ場電気代 3,610 3,690  3,730  3,868  5,264 4,447 
ポンプ場燃料代 585  690  785  647  619 419 
管渠・水路清掃 3,670  2,960  3,137  3,970  3,866 4,272 
管渠修理・新設 2,760  3,050  1,980  3,070  2,774 3,181 
ポンプ場建屋維持管理費 560  470  769  975  362 256 
ポンプ施設維持管理費 440  758  826  649  450 456 
合計 11,625  11,618  11,227  13,179 13,335 13,031 
出典: プノンペン都 
注：これらの費用は DSD の支出を含む 
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注）DOWRAM 及び委託業者へ支出されている維持管理費の金額は不明。PPCC の排水下水関係費用 130 億リ

エルのうち 72 億リエルを除いた予算は、地方税の収入が割り当てられていると考えられる。 
出典： プノンペン都下水・排水改善プロジェクト  

図 R 2.1.3 プノンペン都の排水下水関係コスト資金源の流れ 

2014 年のプノンペン都の支出内訳ではポンプ場電気代、管渠・水路清掃、管渠修理・新設の

順で多く、管渠・水路清掃、及び管渠修理・新設の費用には DSD の費用が含まれる。DSD の

作成した年間報告に基づき、DSD の近年の支出額を表 R 2.1.5 に示す。 

表 R 2.1.5 DSD の支出内訳 

単位：百万リエル 

項目 2011 2012 2013 2014 2015 
排水管清掃 732.98 682.03 496.17 390.09 152.00 
排水管路修復 162.02 179.02 248.10 222.50 237.00 
ポンプ場修理 - 171.00 262.00 255.95 230.00 
排水路・調整池清掃 - 265.74 170.00 882.00 247.00 
排水管新規建設 168.00 747.22 2,525.98 2,959.37 3,622.78 
合計 1,063.00 2,045.01 3,702.25 4,709.91 4,488.78 
出典：DSD、1USD＝4,100 リエル 

 
DSD の支出を見ると、排水管新規建設費用の支出額が 2013 年から大幅に増え、2015 年にお

いては全体支出額の 80%を占めている。以上のことから、近年プノンペン都では排水改善事業

に注力していることがわかる。管渠修理・新設についてはプノンペン都から DSD に割り当て

られる予算の他、区（Khan）による管渠の修理・新設にもプノンペン都から予算が割り当てら

れている。また、DSD 職員の人件費はプノンペン都からではなく公共事業運輸省（Ministry of 

Public Works and Transport：MPWT）の予算でカバーされている。 

一方、プノンペン都の排水関連事業費の財源としては、プノンペン都が集めた地方税が経済

財政省から再分配されたものと、プノンペン水道公社（Phnom Penh Water Supply Authority、以

下「PPWSA」と記す。）から成る。PPWSA は水道料金の 10%に相当する金額を下水・排水料

プノンペン都 
(PPCC) 

公共事業運輸省 
(MPWT) 

公共事業運輸局 
(DPWT) 

排水・下水課 
(DSD) 区 

(Khan) 

プノンペン水道公社 
(PPWSA) 

PPWSA 水道料金収入の 10％ 

給料等 

管渠清掃、 

新設等費用 

排水ポンプ場電気代 
管渠清掃・新設等費用 
(47 億リエル) 

内務省 
(MOI) 

給料等 

経済財政省 
(MEF) 

水資源気象局 
(DOWRAM) 

委託業者 

管渠清掃、 

新設等委託費 

(72 億リエル) 

(130 億リエル) 

(50 億リエル) 

排水路維持管理費 
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金として水道料金とともに徴収し、プノンペン都の一般財源に移管している。PPWSA からプ

ノンペン都へ移管されている金額の年毎の変化と PPWSA の実際の料金収入額を比較して次表

に示す。 

表 R 2.1.6 PPWSA からプノンペン都へ移管された水道料金 

単位：百万リエル 

項目 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
移管額(実際にプノンペン都に移管された金額) 5,158 5,873 6,253 6,500 7,300 7,200 
プノンペン水道公社の料金収入(売上) 85,869 96,024 102,041 114,157 127,446 137,018 
実際の移管額対収入割合 6.01% 6.12% 6.13% 5.69% 5.73% 5.25% 

出典：移転額はプノンペン都、料金収入は PPWSA 

2.1.3 技術水準 

DPWT の各技術部課の指導的立場にある技師、特に公共事業管理室の技師は、ほぼ全員が大

学の工学系各部を卒業している。DPWT 職員には、JICA の研修を受けた技術者も数人おり、

これらの職員はこの研修の内容に関連した各部門に配属され、各部門の主要な職務を担当して

いる。また、本事業で建設される排水施設及び調達される機材を現場において実質的に運営・

維持管理するのは、DPWT 傘下の DSD であり、DSD は経験豊かな技術者、技能工、熟練工を

有している。 

DPWT 及び DSD は既存の都内の排水路、排水管、及び排水ポンプ場を管理運営しており、

その管理･運営の技術、ノウハウを蓄積する一方、上記研修や過去の無償資金協力事業を通し

て新たな技術も導入している。また DSD は機材の運営・維持管理に関しても多くの経験を持

つ。DSD は過去 20 年間余りに亘り、排水ポンプ車を含む多くの保有機材の維持管理を経験し

てきており、機材の操作･修理・メンテナンス等を実施する基礎的な技術力と豊富な経験を有

している。 

以上のようなことから、DPWT 及び DSD は本事業で建設する排水施設及び調達する機材の

運営・維持管理機関としての活動を担当することが可能であると判断できる。しかしながら、

今後も継続的に適切な運営・維持管理活動を行っていくためには、以下に列挙する改善が必要

である。 

(1) 排水管路清掃作業計画の立案と、計画に従った適正な予算の執行 

現在の DSD による排水管路の清掃作業は、DSD が立案する年間作業計画に基づいて行

われることになっているが、実際には作業に必要な予算の執行が計画どおりに行われず、

計画どおりの作業が実施できていない。一方、DSD は、プノンペン都からの指示や住民

からの要請等、必要に応じた対症療法的な排水管路の清掃作業も不定期に行っており、こ

れらの作業の費用は、その都度プノンペン都から支給されている。 

DSD は、フェーズ 3 のソフトコンポーネントの成果により、年間の排水管路清掃計画

に基づく予算案を策定する基礎的能力は培われた。今後は、排水管路清掃計画立案能力の

更なる向上と、計画に基づいた予算管理能力の向上が必要とされている。 
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(2) 緊急排水作業マニュアルの立案 

移動式排水ポンプ車による緊急排水作業は、被害の発生に応じて作業を行うため、年間

計画を立案することは難しい。しかしながら、これまでの経験等により緊急排水作業が必

要となり得る地域等は想定することが可能である。緊急排水作業マニュアルとして、緊急

排水地区の優先度、チーム構成、排水作業手順書、各地区における排水先等を作成し管理

する必要性がある。 

(3) 緊急排水作業の記録、整理及び管理 

排水管路清掃作業の記録に関しては、フェーズ 3 のソフトコンポーネントの効果により、

清掃作業記録が作成されるようになった。一方、緊急排水作業の記録は行われていないた

め、作業の管理のため、記録フォームを作成し、緊急排水作業の記録管理を行う必要があ

る。 

2.1.4 既存施設・機材 

(1) ワットプノン北側エリアにおける排水施設の現状 

ワットプノン北側エリアには、およそ 70 のマンホールと総管路長約 10km の排水管路

網（内径 300~1,200mm）が敷設されている。ワットプノン北側エリアの既設排水管網と浸

水常襲箇所を次図に示す。 

 
図 R 2.1.4 ワットプノン北側エリアにおける既設排水管網及び浸水常襲箇所 

 

 

Phsar Chaas Pumping Station 
1.4 m3/s (existing) 

   : ϕ  300mm Pipe 
   : ϕ  400mm Pipe 
   : ϕ  600mm Pipe 
   : ϕ  800mm Pipe 
   : ϕ 1,000mm Pipe 
     : Flow Direction 
     : Flood Prone Area 
 

出典：  
DPWT、DOWRAM 
及び調査団 
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ワットプノン北側エリアに降った雨は、内径 300~600mm の枝管を介して 47 番通りの下

に埋設されている内径 800mm の管に流集され、サップ川沿いに設置されている吐口を通

して排水される。また、90 番通り下には 2015 年に DPWT が、ワットプノン周辺の浸水被

害を緩和するために、雨水排水専用ボックスカルバート（高さ 1,500 mm×幅 1,500 mm）

を埋設し、サップ川に排水している。これら排水の吐口の敷高はMSL+5～6m程度なので、

雨季に河川水位が高くなった場合は背水の影響により排水困難となり、雨水が排水されず

に浸水が生じることとなる。浸水が発生すると、雨水は 47 番通りの道路上を南方にワッ

トプノンまで流下し、排水区を越えて、フェーズ 2 で敷設した排水側溝に流れ込み、排水

管路を経由して、フェーズ 2 で建設された Phsar Chas 排水機場よりサップ川へ排水されて

いる。 

プノンペン都の水資源気象局（Department of Water Resources and Meteorology、以下、

「DOWRAM」と記す。）職員への聞き取り調査によると、当エリアでは、標高の低い区域、

特に 47 番通りの南側からワットプノン周辺、及び米国大使館前において慢性的に浸水が

発生しているとのことであった。 

(2) トルコーク地域における排水施設の現状 

トルコーク地域は、外水氾濫からの防御を目的とした堤防道路（598 番通り）の堤内に

位置しており、堤防道路よりも最大で 3m 程低くなっている。従って降雨時には地形的な

要因により排水不良となるため、対策として約 250 箇所のマンホールと総管路長約 20km

の排水管（内径 300~1,200mm）が整備されている。トルコーク地域の既設排水管網と浸水

常襲箇所を次図に示す。 

 
出典： DPWT、DOWRAM 及び調査団 

図 R 2.1.5 トルコーク地域における浸水常襲箇所及び既存の排水システム 
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337 番通り、315 番通り及び 528 番通りに内径 1,000mm の排水管が埋設されており、周

辺の枝線から流集されることになる。排水先としては 3 箇所あり、337 番通りと 598 番通

りの交差点から自然流下で堤外に排水されるか、当排水区の南部及び東部の低地に分布し

ている湿地に排水されている。両湿地には 1970 年代に建設された既設の排水機場（トル

コーク 1 排水機場：2.32m3/s、トルコーク 2 排水機場：1.85m3/s）があり、ポンプにより堤

外に排水している。現在、両排水機場では、5m3/s の排水容量を有する排水機場に改修す

る工事を実施中である。 

当該エリアでは、排水管路の容量不足、排水管路の整備不足のため、排水能力が不十分

であり、DOWRAM 職員によると、337 番通り、315 番通りといった内径 1,000mm の排水

管及び枝線の敷設区間や低地において、降水量が多い 8 月から 10 月にかけて 5 回ほど浸

水が発生しており、浸水継続時間は概ね 5～8 時間程度である。 

 
トルコーク 1 排水機場 

 
トルコーク 2 排水機場 

写真 R 2.1.1 トルコーク地域における既存の排水機場 

 

(3) フェーズ 2 で整備した排水ポンプ場における除塵スクリーンの現状 

フェーズ 2 で整備した排水ポンプ場における除塵スクリーンでは、定置固定式除塵スク

リーンを配置し、排水管路から流れてくる都市ごみ、廃棄物、水生植物等を補足し、それ

を人力にて除去・排除している。 

フェーズ 2 でのスクリーン設置後約 8 年を経過しているが、この間カンボジアの経済発

展に伴い、プノンペン都におけるゴミの発生量は増加を続けており、スクリーンに捕捉さ

れるゴミの量も当初の設計における想定以上に増加している。スクリーンに捕捉されるゴ

ミの中では、買い物や飲料の容器に利用されている大小のビニール袋のゴミの割合が大き

くなっている。 

これらビニール袋等のゴミはスクリーンに引っかかりやすく、引っかかったゴミはスク

リーンにおける流水の通過を著しく阻害し、スクリーン上流側の水位を短時間で上昇させ

る。水位上昇に伴いゴミは水圧でスクリーンに押し付けられ、手作業によるゴミの除去作

業をより困難にしている。 

これまで雨季には除去作業のための作業員を常駐させてスクリーン補足されたゴミの

除去作業を行ってきたが、降雨時のゴミの流入速度が早く、量も多いうえ、ビニール等の
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スクリーンに引っかかりやすい材質のものが増えたため、手作業による除去が追い付かな

くなっている。このため、排水管から地下貯留槽内への雨水の流入が阻害されるように

なっている。プノンペン都の DPWT は、作業員の数を増やす、早期に作業開始する等の

努力を行ってきたが、人力による作業では問題を解決できない状況にある 

現状を改善し、計画どおりの排水を行うために、機械式自動除塵機の導入が求められて

いる。 

また、既設のバースクリーンは設置後ほぼ耐用年数（10 年）に近い年数が経過し、硫

化水素に起因すると思われる鉄部材の腐食が進んでいる。機械式自動除塵機の材質は、腐

食防止と耐用年数があるステンレス鋼を採用する必要がある。 

 
定置固定式除塵スクリーン（2009 年 6 月） 

設置後約 1 年を経過した状況 

 
定置固定式除塵スクリーン（2016 年 4 月） 

硫化水素が原因と想定される腐食が進んでいる 

 
大量のゴミが流れ、スクリーンに引っかかる 

 
水位上昇にゴミ除去速度が追い付かない 

写真 R 2.1.2 フェーズ 2 で整備した排水ポンプ場の除塵スクリーンの現状 

(4) 緊急排水用機材の現状 

DSD はプノンペン都所有の排水ポンプ車（1 台）の運営維持管理を委任されており、こ

の排水ポンプ車を使用して緊急対応を実施している。DSD は排水ポンプ車を DPWT の敷

地内のガレージに保管している。この他に DSD は、国家災害委員会が所有する排水ポン

プを DSD の倉庫に保管している。プノンペン都及び国家災害委員会が所有し、DSD が運

営維持管理を担当している緊急排水用機材の一覧を次表に示す。 
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表 R 2.1.7 DSD が保管している緊急排水用機材 

番号 機材 台数 所有者 製造年 製造国 能力 備考 

1 排水ポンプ車 1 プノンペン都 1987 日本 排水能力 12m3/分、揚程 10m 
（3m3/分のポンプが 4 台） 

使用可 
ただし、故障多い 

2 排水ポンプ 2 国家災害委員会 2004 中国 排水能力 10.8m3/分、揚程 20m 使用実績なし 
3 排水ポンプ 4 国家災害委員会 2004 中国 排水能力 8.1m3/分、 揚程 31m 使用実績なし 
4 排水ポンプ 25 国家災害委員会 2004 中国 排水能力 3.3m3/分、 揚程 22m 使用実績なし 
5 排水ポンプ 35 国家災害委員会 2004 中国 排水能力 1.7m3/分、 揚程 28m 使用実績なし 
出典：DSD への聞取りによる 

上表に示した緊急排水関連機材の他、DSD は排水管維持管理作業用車両として、汚泥

吸引車・高圧洗浄車（フェーズ 3 にて供与）、ゴミ収集車、クレーン付トラック、ダンプ

トラック、バックホウを所有している。 

現在 DSD が緊急時に使用している緊急排水用機材は、排水ポンプ車 1 台（日本製、車

両；Isuzu、ポンプ；Kubota）である。同機材は 2003 年に民間会社から中古機材を無償供

与されたものである。同機材は製造から約 30 年経過しており、本来の能力は失われてい

る状況にある。排水ポンプ車は使用できる状態であるが、頻繁に故障している。故障の主

原因は、エンジン、制御盤、ポンプケーブル、ポンプ等である。修理は全てカンボジア国

内で実施しており、正規品でないスペアパーツ等も使用されている。2015 年の年間修理

費用は約 4,000USD であった。また、国家災害委員会が所有し、DSD の倉庫に保管されて

いる排水ポンプは、使用電源が三相であり、その運転に必要な発電機を DSD は有してい

ない。さらに、ポンプ重量が 0.3t から 1.2t あるため、人力によるポンプの設置ができず、

タイムリーかつ効率的な運用ができない。これらポンプは、長期洪水被害や浸水深が深い

洪水に有効であり、プノンペンで頻繁に発生している浸水に対しては有用ではない。した

がって、保管されている国家災害委員会所有の排水ポンプを DSD が緊急排水用に使用し

た実績はない。緊急排水関連機材の現況写真を以下に示す。 

 
プノンペン都所有排水ポンプ車 

 
排水ポンプ車 

 
排水ポンプ車 

 
国家災害委員会所有の排水ポンプ 

 
国家災害委員会所有の排水ポンプ 

出典: JICA 調査団 
写真 R 2.1.3 緊急排水関連機材の現状 
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(5) 緊急排水作業の現状 

DSD の緊急排水作業は、プノンペン都または DPWT からの指示・要請に基づいて行わ

れる。緊急排水時の作業は、下記 2 つの作業に区分できる。 

(a) 排水ポンプ車による緊急排水作業 

緊急排水作業は、自然流下で河川へ排水できずに浸水している地区で行われる。本事

業の対象地域付近における近年の排水ポンプ車の主な出動地点を次図に示す。 

 
図 R 2.1.6 本事業対象地域付近での主な排水ポンプ車出動地点 

この図から、排水ポンプ車による緊急排水作業の実施場所は、サップ川沿いのポンプ

場のない地区であることがわかる。 

排水ポンプ車による緊急排水作業チームは、運転手 1 名と作業員 7 名で構成され、浸

水している場所のマンホール等の水嵩のある箇所にポンプを設置し、河川へ排水してい

る。排水ポンプの設置にはポンプ車についているクレーンを使用しているため、設置場

所はポンプ車の進入できる地点に限られている。 

(b) 緊急排水作業としての排水管確認・清掃作業 

洪水時には、排水管がゴミ等により閉塞されて下流へ流れないために、閉塞地点から

上流地域が浸水してしまうというケースがある。そのため、DSD は浸水発生地区にお

いて、まず排水管に詰まりの可能性があるかどうかを確認する。隣接するマンホール内

の水位を確認し、水位差が大きい場合は排水管が詰まっている可能性が高い。この場合

には、フェーズ 3 にて供与された高圧洗浄車、汚泥吸引車を使用し当該管路を清掃し、

排水ポンプ車の主な出動地点 

トルコーク地域 
ワットプノン北側エリア 
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詰まりを除去することで、浸水被害を軽減させる。確認・清掃チームは運転手 2 名、作

業員 7~8 名で構成される。 

(c) 現状の緊急排水作業における問題点 

プノンペン都や DPWT は、排水管やポンプ場など新規建設を一部で進めているもの

の、プノンペン都における局地的な浸水被害は、未だ都内の至る場所で発生している状

況にある。 

これらのことから、浸水被害を軽減するための緊急排水作業の必要性は非常に高く、

緊急排水作業用の排水ポンプ車を調達することの妥当性は高いと判断できる。 

(6) 過去の無償資金協力で建設した施設、調達した機材の運営維持管理状況 

フェーズ 1、フェーズ 2 及びフェーズ 3 で建設した堤防・護岸・樋管等の洪水防御施設

及び排水路・排水管・ポンプ場等の排水施設、並びにフェーズ 3 で調達した排水管路の清

掃機材の維持管理に関しては、各々の工事完了時に施工監理およびソフトコンポーネント

担当のコンサルタントが維持管理マニュアルを作成し、DPWT 及び DSD に内容を説明し、

定期的及び緊急時の点検・メンテナンスを実施するよう指導している。このマニュアルに

したがって点検・メンテナンス結果をチェックシートなどに記録して DPWT 及び DSD の

職員が施設の管理を実施している。 

(a) ポンプ場の運営維持管理 

フェーズ 1 で建設されたトンプンポンプ場、及びフェーズ 2 でサップ川沿いに建設さ

れた 4 箇所のポンプ場の運営維持管理状況は、運転維持管理記録帳に記されている。年

間を通し、運転開始時間・終了時間、運転時間、運転中の特記事項、部品の修理・交換

等について運転員がこの記録帳に毎日記録し、監督者が確認サインを行っている。コン

サルタントが作成したポンプ場の維持管理マニュアルも使用されており、日常的な簡易

な検査とモニタリングは実施されている。関係者間での機器の情報共有も行われており、

全体的には適切な管理がなされているといえる。但し、1 年に一度程度の頻度で行う大

掛かりな検査に関しては十分に行われておらず、ポンプの不具合が生じてから検査をし

たところ、部品の欠落・損失が発見されたケースがある。 

トンプンポンプ場においては、2003 年から運転しているポンプが更新の時期を迎え

ており、自ら日本のメーカーに問い合わせ、プノンペン都の資金で新しいポンプに交換

する計画がある。 

(b) 排水路・排水管路の運営維持管理 

フェーズ 1 で改修した排水路、フェーズ 2 で建設した地下貯留槽、フェーズ 3 で建設

した王宮南チャンバー、並びにフェーズ 2 及びフェーズ 3 で建設した排水管路の運営維

持管理については、作成した維持管理マニュアルに基づいて、定期的なモニタリングが

実施されている。 
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実際の排水路の運営維持管理作業としては、排水路内に堆積したヘドロやごみの浚渫

作業は DSD が担当し、水路法面の小規模な補修・整備、側溝の清掃、廃棄されたごみ

の収集・運搬は各地区当局が担当している。 

排水管路、地下貯留槽、及び王宮南チャンバーの維持管理作業は DSD が担当し、

フェーズ 3 で調達した排水管路の清掃機材を用いた清掃作業を行っている。 

(c) フェーズ 3 で調達された排水管路清掃機材の運営維持管理 

フェーズ 3 では、排水管路清掃用機材として、高圧洗浄車 4 台と汚泥吸引車 4 台が調

達され、プノンペン都に供与された。これらの機材は、プノンペン都の排水管、地下貯

留槽、王宮南チャンバー等の清掃作業に使用されている。 

フェーズ 3 で機材の運営維持管理に関する指導を行うソフトコンポーネントが実施

されたため、年間清掃活動実施計画を DSD が策定し、それに基づき清掃作業が実施さ

れている。また、清掃作業終了時には記録簿を作成し、清掃活動場所、距離、時間、汚

泥量等の情報を記録して管理している。DSD の清掃活動記録より 2015 年の清掃・維持

管理グループの活動状況（清掃作業の実施した日数）を次図に示す。 

 
出典：DSD 資料 

図 R 2.1.7 2015 年における DSD の排水管等の清掃月別活動日数 

上記図からは、雨季の 7 月から 11 月にかけて作業日数が少ないことがわかる。これ

らの期間は、排水管が雨水で満たされて清掃作業が実施できないためである。4 月はク

メール正月のため作業日数が少ない。 

 

17

22

18

12

24
21

11

17
14

6

12

22

0

5

10

15

20

25

30

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

活
動

日
数

排水管等の清掃月別作業日数



 

2-14 

2.2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2.2.1 関連インフラの整備状況 

(1) 排水管路の整備状況 

プノンペン都内の排水管路の整備は、DPWT 及び Khan（区）、Sangkat（町）レベルの

自治体によって実施されている。建設後の施設の運営維持管理は DSD が担当している。

Khan 及び Sangkat レベルの自治体によって整備された排水管路とマンホールは、自治体か

ら DPWT に報告され、DPWT が整備した排水管路・マンホールとともに記録されている。

DPWT は 1994 年以降、排水管路の管径毎の総延長、並びにマンホールの大きさ毎の総数

を記録しており、次表は 2006 年以降の排水管路延長とマンホール数の推移を示している。 

表 R 2.2.1 DPWT が記録している排水管路の総延長とマンホールの総数 

排水管路 
Pipe size 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ø200cm         
Ø180cm     301 301 301 301 
Ø160cm 85 85 85 85 85 85 85 85 
Ø150cm 8,331 9,631 10,847 13,918 17,966 17,966 18,752 19,782 
Ø120cm 775 17,820 17,820 17,820 18,187 18,187 18,187 18,187 
Ø100cm 42,837 57,962 65,620 81,250 82,110 82,417 84,325 87,876 
Ø80cm 26,675 41,712 46,317 50,601 50,939 51,452 51,452 52,125 
Ø60cm 124,106 142,125 147,297 157,628 158,068 160,173 160,545 162,049 
Ø50cm 51,753 59,873 64,488 64,488 66,237 66,237 66,237 66,237 
Ø40cm 13,815 18,942 22,049 22,049 22,105 22,105 22,105 22,105 
Ø30cm 33,883 42,902 46,115 46,755 46,755 47,173 47,536 48,412 
U 字側溝     320 320 320 320 
Total (m) 302,260 391,052 420,638 454,594 463,073 466,416 469,845 477,479 
新規敷設延長(m) - 88,792 29,586 33,956 8,479 3,343 3,429 7,634 

マンホール 
Size 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

200cm×130cm     45 45 61 127 
130cm×130cm 1,993 3,420 3,701 4,510 4,530 4,558 4,617 4,785 
110cm×110cm 1,395 1,669 1,823 2,025 2,025 2,025 2,025 2,052 
90cm×90cm 5,171 8,080 8,545 9,120 9,142 9,233 9,266 9,354 
70cm×70cm 6,629 9,103 9,334 16,662 16,682 16,822 16,895 17,104 
Total (基) 15,188 22,272 23,403 32,317 32,424 32,683 32,864 33,422 
新規設置個数(基) - 7,084 1,131 8,914 107 259 181 558 
出典：DPWT 
 

排水管路の総延長は毎年右肩上がりに伸びており、それに伴い、マンホールの総数も増

加し続けていることがわかる。2013 年末時点において、排水管路の総延長は約 478 km、

マンホールの総数は約 34,000 箇所である。 

建設後の排水管路及びマンホールの運営維持管理は、原則として、管径 600 mm 以上が

DSD により、管径 600 mm 未満が Khan 及び Sangkat レベルの自治体により、担当されて

いる。自治体の要請により、DSD が問題の発生した箇所の修復を行う場合もある。 

現在、DPWT は排水管路の台帳を作り、データベース化を始めている。データベースに
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未登録の排水管も多数あるが、現段階で次図に示す排水管がデータベースに記録されてい

る。 

 
出典：DPWT 

図 R 2.2.1 DPWT のデータベースに記録されている排水管路の位置図 

(2) 排水路（開水路）の整備状況 

現在 DPWT の管理下にある排水路（開水路）を表 R 2.2.2 に示す。建設後の排水路の運

営維持管理は DSD が担当しており、現在、DPWT の管理下にある排水路（開水路）の総

延長は、約 55 km である。 

DSD は排水路（開水路）の維持管理作業として、月 1 回程度の定期的なパトロールを

行い、土砂堆積の進行や植物の過剰な繁茂などの問題を確認した際や、自治体から問題が

報告された際に、その都度、浚渫、伐採などを行っている。浚渫土や伐採された木材は、

プノンペン都廃棄物管理課（Waste Management Division :WMD）が管理する Dongkor ごみ

処分場にて処分されている。 

(3) 排水ポンプ場の整備状況 

現在 DPWT の管理下にあるポンプ場を表 R 2.2.3 に示す。建設後の排水機場の運営維持

管理は、DSD が担当しており、現在、DPWT の管理下にあるポンプ場は 12 箇所である。 

 

2.5 0 5.0 km 
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表 R 2.2.2 DPWT が管理している排水路（開水路）の延長 

No. Name Total Length Canal Type 
1 Boeng Trabek Upper Canal 2,410 m Reinforced Concrete Canal (by ADB) 
2 Boeng Trabek Downstream Canal 850 m Earth Canal 
3 Boeng Tumpun Canal 3,710 m Improved Earth Canal (by Japan’s Grant) 
4 Stoeng Mean Chey Canal 1,900 m Earth Canal 
5 East & West Tuol Sen Canals 1,118 m Improved to Reinforced Concrete Canal by ADB 
6 Boeng Salang canal 1,260 m Improved Earth Canal (by Japan’s Grant) 
7 Canal Baraing (France) 3,700 m Earth Canal 
8 Canal Lou Pram 1,700 m Earth Canal 
9 Tuol Poung Ror Canal (South Prey Pring) 7,500 m Earth Canal 

10 Prey Spoeu Canal 7,000 m Earth Canal 
11 O Akuch Canal 4,200 m Earth Canal 
12 598 Canal 1,850 m Earth Canal 
13 Tuol Sampoeuv Canal (Philippines Canal) 5,000 m Earth Canal 
14 Kop Srov Canal 4,700 m Earth Canal 
15 Bak Touk Canal 3,800 m Earth Canal 
16 O Veng Canal 4,150 m Earth Canal 

Total 54,848 m  
Improved to Reinforced Concrete Canal 3,528 m  

Improved in Earth Canal 4,597 m  
Normal Earth Canal 46,723 m  

出典： DPWT 

表 R 2.2.3 DPWT が管理している排水ポンプ場 

名称 
商用電源運転 発電機運転 総排水 

容量 
[m3/sec.] 

稼働開始年 基

数 ポンプタイプ 出力 
[kW] 

容量 
[m3/sec.] 

基 
数 

ポンプ 
タイプ 

出力 
[HP] 

容量 
[m3/sec.] 

1 Boeng  
Trabek 8 Horizontal 132 1.0 1 unit of Backup Generator,  

1000 KVA 8.0 
Operation  
since 2003 
(ADB Loan) 

2 Boeng  
Tumpun 5 Submergible 

Pump 280 3.0 2 units of Backup Generator,  
700 KVA each 15.0 

Operation  
since 2004 
(Japan Grant Aid) 

3 Tuol  
Kork I 2 Vertical  

shaft 45 0.47 2 Vertical 
shaft 145 0.69 2.32 Constructed  

in 1970’s 

4 Tuol  
Kork II 1 Vertical  

shaft 45 0.47 2 Vertical 
shaft 145 0.69 1.85 Constructed  

in 1970’s 

5 Chak  
Tomuk 2 Pump  

Gate 45 0.7 1 unit of Backup Generator,  
200 KVA 1.4 

Operation  
since 2010 
(Japan Grant Aid) 

6 
Preah  
Kumlung 
 1 

1 Pump  
Gate  0.2 - 0.2 

Operation  
since 2004 
(Joint Research  
with Kubota) 

7 
Preah  
Kumlung 
 2 

2 Pump  
Gate 22 0.35 - 0.7 

Operation  
since 2010 
(Japan Grant Aid) 

8 Phsar  
Kandal 2 Pump  

Gate 45 0.7 1 unit of Backup Generator,  
200 KVA 1.4 

Operation  
Since 2010 
(Japan Grant Aid) 

9 Phsar  
Chas 2 Pump  

Gate 45 0.7 1 unit of Backup Generator,  
200 KVA 1.4 

Operation  
since 2010 
(Japan Grant Aid) 

10 Svay Pak  
Km No.9 4 Submergible 

Pump 75 0.13 3 Vertical  
shaft 190 0.38 1.66 Operation  

since 2006 

11 Kop Srov 5 Vertical  
shaft 400 2.8 - 14.0 Operation  

since 2010 

12 Tuol  
Sampeo 3 Submergible 

Pump  0.66 - 1.98 Operation  
since 2014 

出典：DPWT 

 



 

2-17 

DSD は、排水機場の維持管理作業として、日常的なメンテナンスのみを行っており、

運転台帳はあるが整備台帳はない。 

日常的なメンテナンス作業で最も作業量が多いのは、ごみの除去作業で、排水機場及び

その流入水路での流下ごみの撤去作業、ポンプの羽根等に絡まったごみの撤去である。そ

の他、ポンプ機器の簡易な分解清掃も行っている。 

専門業者による、機器の定期的な点検作業は行っておらず、問題が顕在化すると修理を

行っている。電機系の修理はカンボジア国内でも技術者を調達できるが、機械系の修理は

国外から技術者を招いて実施している。 

DPWT の管理下にある排水路（開水路）、及び排水ポンプ場の位置を図 R 2.2.2 に示す。 

 
注：青線：開水路の位置、赤丸：ポンプ場の位置(番号は表 R 2.2.3 に対応) 
出典： DPWT 

図 R 2.2.2 DPWT が管理する排水路（開水路）及び排水ポンプ場の位置図 

(4) 本事業関連施設へ至る道路の整備状況 

本事業対象地域は、全域が市街地であり、関連施設へのアクセスに利用される道路が整

備されている。したがって、アクセス状況に関する問題は特に無い。 
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(5) 電気・電話・水道の整備状況 

本事業対象地域は、全域が市街地であり、ほぼ全域において電気・電話・水道のネット

ワークが整備されている。使用申請、登録、引き込み工事等の所定の手続きを取ることで、

いずれも容易に利用可能である。 

2.2.2 自然条件 

(1) 気象・水文 

気象・水文調査は、過去 5 年間（2009 年～2013 年）のサップ川水位データ（チャトムッ

ク（Chaktomuk）、プノンペン港（Phnom Penh Port）と、ポチェントン（Pochentong）気象

観測所のデータを収集して行った。その結果を図 R 2.2.3～図 R 2.2.7、及び表 R 2.2.4 に示

す。 

(a) 降水量 

降水量に関しては、カンボジア国の水資源気象省（Ministry of Water Resources and 

Meteorology、以下「MOWRAM」と記す。）からプノンペンの日雨量データを入手した。

カンボジアの水資源気象省では、2012 年以降自動観測による時間雨量の観測を開始し

ているが、信頼性に問題があるため、データは公認されておらず、公表もされていない。 

平均年間降雨量は約 1,490mm だが、1,171mm（2006 年）から 1,939mm（2008 年）と

変動しており、過去 9 年間の年間降雨量の最大値 1,939mm は、2008 年に観測された。

雨季にあたる 5 月～11 月に年間降雨量の 8～9 割が集中しており、この期間は降雨量で

100mm/月を超過する月が多い。8 月～10 月は特に降雨が多く、降雨量で 200mm/月を超

過する月が多い。乾季にあたる 12 月～4 月は、降雨量で 50mm/月以下で推移する月が

多い。 

(b) 気温、湿度 

プノンペン都はモンスーン気候帯に属し、日最高気温及び日最低気温の年間平均値は、

各々約 33℃及び約 23℃である。最高気温は、年間を通じて 30℃以上が維持され、3 月

～5 月の気温が高い。月平均気温の最高気温は 35.3℃、最低気温は 21.8℃である。年平

均湿度は 77%であり、典型的な高温多湿の気候が 1 年を通じて維持される。 

(c) サップ川水位 

サップ川の水位は、8 月～10 月に最も高く、毎年 EL.+8.00m を超過する。3 月～5 月

に水位が最も低くなり、毎年 EL.2.00m より低くなる。最高水位または最低水位が連続

的に上昇しているもしくは低下しているといった経年的な変動傾向は特に確認されな

いが、近年はピーク水位の発生時期がやや遅く、10 月以降となる傾向が見られる。 

チャトムック観測所における過去 9 年間の最高水位は、EL.+9.73m（2001 年 9 月）で、

最低水位は EL.+0.33m（2005 年 5 月）である。同観測所における年間最高水位平均値は
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EL.+8.70m、年間最低水位平均値は EL.+0.68m である。プノンペン港観測所における過

去 10 年間の最高水位は、2011 年に記録された EL.9.84m である。 

なお、記録上の過去最高水位は、チャトムック観測所における EL.+10.18m（2000 年

9 月 20 日）である。 

 
図 R 2.2.3 月最高気温と最低気温及び月平均湿度（1985～2013） 

 
図 R 2.2.4 年間最高気温と最低気温（1985～2013） 
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表 R 2.2.4 月別降水量 

 

 
図 R 2.2.5 月平均降水量と月平均最高気温と最低気温（2004～2013） 

 
図 R 2.2.6 年降水量の推移（1981～2013） 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Total

Season Dry

2004 0.4 0.0 0.0 94.8 160.6 164.2 142.7 101.1 237.2 202.1 118.8 0.0 1221.9

2005 0.0 0.0 0.0 73.7 73.5 52.3 125.2 212.1 298.4 375.1 132.7 42.6 1385.6

2006 0.1 42.1 32.8 66.4 84.0 92.0 124.8 274.2 228.2 190.9 12.4 23.0 1170.9

2007 0.0 0.0 32.7 39.9 192.4 258.3 135.7 263.6 155.1 212.1 63.2 0.0 1353.0

2008 74.1 0.6 112.0 83.4 197.3 219.1 169.6 289.6 290.2 259.4 190.7 52.7 1938.7

2009 0.0 14.6 7.1 270.5 241.7 148.6 111.8 267.9 300.2 108.2 33.5 0.0 1504.1

2010 25.4 0.0 35.6 55.9 26.9 254.3 84.1 233.0 324.3 387.1 94.3 69.9 1590.8

2011 0.8 0.0 11.4 130.9 131.4 113.3 227.8 249.7 244.4 311.9 67.0 7.0 1495.6

2012 27.0 41.0 28.8 77.8 185.8 94.3 283.2 177.6 455.8 116.6 350.4 22.0 1860.3

2013 0.0 0.0 2.0 182.2 143.4 350.8 189.8 0.0 139.2 413.8 303.8 56.2 1781.2

Average 19.0 8.1 35.0 101.8 127.7 149.1 166.8 186.7 272.4 244.0 130.2 46.3 1487.2

Dry Rainy

Unit:mm/month
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図 R 2.2.7 水位データ（チャトムック観測所、プノンペン港観測所） 

(2) 地形 

(a) 概要 

カンボジアの国土は、国境部の山岳地帯、メコン川及びサップ川が形成した中央平原、

両者の間に分布する丘陵地帯に大別され、中央平原が社会・経済・産業の中心となって

いる。 

プノンペン都は、メコン川、サップ川、バサック川の合流・分枝地点右岸の沖積低地

にあり、中心市街地は自然堤防上や輪中堤で囲まれた範囲に位置している。近郊地の多

くは低湿地帯に位置する。輪中堤で囲まれた範囲の南北は湖沼・湿地（北側：タモック

（Tamok）湖、南側：チェンエク（Cheung Aek）湖）で、東側は河川、西側は低平地で

ある。輪中艇で囲まれた範囲の内側にも湖沼・湿地が点在しており、大きなものとして

は、北部のポンピアイ（Poung Peay）湖、南部のトンプン（Tumpun）湖及びトラベック

（Trabek）湖がある。 

(b) 地形測量 

排水施設の設置状況及び施工上に必要な地形を把握するため、以下に列挙する地形測

量を現地再委託で実施した。地形測量により現況地形、既存施設の位置・標高を明らか

にし、地形測量結果は排水管網のモデル構築、シミュレーションの内容に反映される。

また、概略設計図の基図ともなる。 
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① 排水管/ボックスカルバート敷設予定地を対象とした道路測量 

② 地下貯水槽及びポンプ場を対象とした平面測量 

③ 既設排水管網調査を目的としたマンホール標高測量 

表 R 2.2.5 に地形測量概要を、図 R 2.2.8 及び図 R 2.2.9 に道路の縦横断測量及び平面

測量の実施位置を、写真 R 2.2.1 に測量実施状況を示す。マンホール標高測量の実施位

置は、「マンホール調査」（図 R 2.2.10 及び図 R 2.2.11 参照）の項に示した。 

表 R 2.2.5 地形測量概要 

測量箇所 測量 数量 

道路 
縦断測量 約 22 km 
横断測量（L=20 m） 約 440 箇所 

地下貯水槽、ポンプ場 平面測量 約 40,000 m2 
マンホール マンホール天端標高 約 250 箇所 

 

写真 R 2.2.1 地形測量実施状況 
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図 R 2.2.8 測量実施位置図（ワットプノン北側エリア） 
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図 R 2.2.9 測量実施位置図（トルコーク地域） 
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(3) マンホール調査 

マンホール調査はワットプノン北側エリア及びトルコーク地域において約 250 箇所の

マンホールを対象に実施した。なお、ワットプノン北側エリアについては、本事業のフェー

ズ 2 においてもマンホール調査を実施しているため、それらのデータを活用し、より精度

の高い解析モデルの作成を図った。マンホール調査の目的は以下のとおりである。 

• 水理解析（MIKE URBAN シミュレーション）に必要となるマンホール及び接続管

渠情報の把握 

• マンホール内のごみ、汚泥、土砂等の堆積状況の把握と、マンホール地点におけ

る排水及び接続管渠の状況確認 

• マンホール、排水管渠の維持管理・改修計画に利用可能なデータベース作成のた

めの基礎資料収集 

測量対象とするマンホールは、以下の点を考慮し、選定した。 

• MIKE URBANシミュレーションに用いる排水管網モデルの構築に必要となる位置

にあるマンホール 

• 本事業対象地域において浸水被害が発生している場所にあるマンホール 

• プノンペン都より排水管路新設の要望が位置の近隣にあるマンホール 

• 調査開始時点で想定した新設排水管位置の近隣にあるマンホール 

図 R 2.2.10 及び図 R 2.2.11 に測量されたマンホールの位置図を、写真 R 2.2.2 にマンホー

ル調査実施状況を示す。 

  
出典： JICA 調査団 

写真 R 2.2.2 マンホール調査実施状況 
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図 R 2.2.10 調査対象マンホール位置図（ワットプノン北側エリア） 
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図 R 2.2.11 調査対象マンホール位置図（トルコーク地域） 



 

2-28 

 

各マンホールにおける調査項目は以下のとおりである（図 R 2.2.12 参照）。調査結果は

マンホールごとに図 R 2.2.13 に示すマンホール調査票に記録した。 

a) マンホール内径寸法 

b) マンホール天端標高（別途地形測量業務にて測量） 

c) 流入管径 

d) 流入管底高 

e) 流出管径 

f) 流出管底高 

g) マンホール底部標高（別途地形測量業務にて測量） 

h) マンホール内のごみ、汚泥、土砂等の堆積状況 

 
出典: JICA 調査団 

 
図 R 2.2.12 マンホール調査項目 図 R 2.2.13 マンホール調査票 

 
また、測量時には、設計、施工計画立案の基礎資料となるようマンホール内部のみなら

ず周辺状況がわかる写真を撮影し、調査票に添付した。 

マンホール測量結果は、測量マンホール位置図とともに、排水区ごとに調査票を分類し、

整理を行った。 

Date 06/May/2016 3:20 PM Mr. Chanheng

Flow Direction Flow Direction Flow Direction
Pipe size Pipe size Pipe size
Bottom depth Bottom depth Bottom depth
Bottom elevation Bottom elevation Bottom elevation
Sediment depth Sediment depth Sediment depth

Flow Direction Dimension 800X800 Flow Direction
Pipe size Ø 400 mm Top hight 200 mm Pipe size Ø 1000 mm

Bottom depth 600 mm Top elevation Bottom depth 1750 mm 
Bottom elevation Bottom depth 2500 mm Bottom elevation
Sediment depth 0 mm Bottom Ele. Sediment depth 0 mm 

Sediment depth 500 mm 

Flow Direction Flow Direction Flow Direction
Pipe size Pipe size Pipe size
Bottom depth Bottom depth Bottom depth
Bottom elevation Bottom elevation Bottom elevation
Sediment depth Sediment depth Sediment depth

W(west) Manhole E(east)

NW(North west) N(North) NE(North east)

RECORDING SHEET FOR MANHOLE SURVEY
Manhole/Station Name: R289E-6

Time Surveyor

SW(south west) S(south) SE(south East)
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(4) 地質調査（ボーリング調査） 

ワットプノン北側エリアの地下貯留槽及びポンプ場建設予定地、トルコーク地域のポン

プ場建設予定地において、ポンプ場の計画・設計及び施工計画に必要となる地質状況を把

握するため、機械ボーリング調査及び室内土質試験を実施した。図 R 2.2.14 に、機械ボー

リング調査地点を示す。地質調査結果は、地下貯留槽、ポンプ場の基礎形式の検討及び、

杭基礎となる場合の支持力の算定に利用される。 

(a) 機械ボーリング概要 

表 R 2.2.6 に機械ボーリング実施概要を、写真 R 2.2.3 にボーリング調査実施状況を示

す。ボーリング実施中には、4 種類の原位置試験を実施すると共に、撹乱資料及び不撹

乱資料を採取して、室内土質試験を実施した。 

表 R 2.2.6 機械ボーリング実施概要 

項目 概要 

ボーリング実施位置 ワットプノン北側エリア貯水槽建設予定地 3 箇所 
トルコーク地域 ポンプ場建設予定地 2 箇所 

ボーリング施工仕様 掘削深度：35m（N 値 50 以上を 3m 確認した位置） 
ボーリング口径：66mm 

原位置試験・調査 (1) 標準貫入試験（SPT） 
(3) 室内試験用試料採取 

(2) 地下水位計測 
(4) 土質柱状図作成用試料採取 

室内土質試験 

・物理試験（撹乱資料） 
単位体積重量試験、密度試験、粒度試験、液性限界・塑性限界試験 

・力学試験（不撹乱資料） 
圧密試験、せん断試験、一軸圧縮試験 

 

  
出典: JICA 調査団 

写真 R 2.2.3 ボーリング調査実施状況 

 

(b) ボーリング調査結果 

ボーリング調査結果として、各ボーリング孔における N 値の分布図を図 R 2.2.15 に

示す。 
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図 R 2.2.14 機械ボーリング調査地点位置図 

BH-5 

 

BH-4 

 

BH-3 

 

BH-2 

 

BH-1 
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(i) ワットプノン北側エリア（BH-1, BH-2, BH-3） 

ワットプノン北側エリアの 3 ヵ所のボーリング結果では、表層土の下に N 値が低

い（N 値 0~20）粘土質細砂層もしくは砂質粘土層が EL.-5m 程度まで続き、いずれの

調査孔においても EL.-15m 以深で N 値 50 以上の支持層に達する。 

(ii) トルコーク地域（BH-4, BH-5） 

トルコーク地域の 2 ヵ所のボーリング結果では、表層土の下の比較的浅い EL.5m

程度で N 値 20 を超え、EL.-5m 以深で N 値 50 以上の支持層に達する。 

 

 

 
図 R 2.2.15 各ボーリング結果における N 値の分布 
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(5) 地下埋設物調査（試掘調査含む） 

埋設データ収集 

新設排水管及びボックスカルバート敷設に際して障害となる可能性がある地下埋設物

の調査を行った。プノンペン都における地下埋設物は、表 R 2.2.7 に示すように、上下水

道、電気、電話、テレビ及び光ケーブルの 6 種類がある。調査方法の一つとして、各地下

埋設物（既存排水管、水道、電気、電話、テレビ及び光ケーブル等）の管轄機関を招集し、

プロジェクト概要を説明し、管轄機関が保有する埋設データを収集して、プロジェクト区

域における埋設物の種類とおおよその位置把握を行った。 

表 R 2.2.7 地下埋設物管轄機関一覧 

埋設物 管理 管轄機関 
下水道（排水管） 公共 プノンペン都公共事業運輸局（DPWT） 

 公共 地区行政事務所（District Office） 
上水道 公共 プノンペン水道公社（PPWSA） 
電気 公共 カンボジア電力公社（Electricité du Cambodge、以下「EDC」と記す。） 
電話 公共 テレコム・カンボジア（Telecom Cambodia） 

 民間 Camintel 社 
テレビ 民間 PPFO TV 社 

光ケーブル 民間 カンボジア・光通信網会社 
（Cambodia Fiber Optic Communication Network、以下「CFOCN」と記す。） 

 
収集した資料の内、プノンペン水道公社から入手した、日本の ODA 事業により埋設さ

れた導水管（直径 1200mm）の埋設図に関しては、詳細な位置を記した資料であった。そ

れ以外の資料では、平面的には各埋設物のおおよその埋設位置を把握することは出来た。

しかしながら、埋設物の正確な位置は表記されておらず、特に埋設深さは不明瞭であった。 

試掘調査 

本プロジェクトでの新設排水管及びボックスカルバートは、全て道路下に敷設するもの

であり、これには交通頻繁な主要道路での横断も含んでいる。地下埋設物の正確な位置を

事前に把握せずに管路設計した場合、実施工事での試験掘りにおいて、設計図面との思わ

ぬ齟齬が判明し、管路勾配や路線変更等の対応が必要となる可能性がある。場合によって

は大幅な設計変更等が生じることとなり、プロジェクト全体の工程・工費に影響を与えか

ねない事態も想定される。このような設計段階と施工段階での相違を極力回避する目的で、

今回の現地調査では、計画路線内において特に重要地下埋設物があると想定される場所 5

箇所を選定し、試掘調査を実施した。試掘調査は 5 月 16 日から 20 日に実施され、試掘箇

所は、図 R 2.2.16 に示すとおりである。 

尚、本調査で実施する試掘調査により、主要な地点の地下埋設物状況を正確に把握した

が、本調査中に行った試掘調査の総延長は、排水管路敷設予定総延長約 13km の 1％にも

満たない。従って、施工時には、コントラクターは、事前に全敷設区間において試験掘り

を実施し、各埋設物の正確な位置を確認してから工事着手する必要がある。 
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Source: JICA 調査団 

図 R 2.2.16 試掘調査地点 

St.90 東 
St.90 西 

St.88 

St.315 

St.337 
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(i) 下水道 

プノンペン都における排水管網は、DPWT から最新の既存排水管網図を入手して

いるが、DPWT が把握していない一部の管径の小さい接続管は、DPWT の排水管網

図には明示されていない。 

既存排水管は、基本的に道路と平行して歩道下に敷設されている。しかし、碁盤目

状の街路では必ず排水管が道路を横断している箇所がある。本事業の排水管計画では、

既存排水管をそのまま残置して新設管を敷設することを基本方針とする。 

したがって、これら既存排水管の管径、平面線形及び敷設深度を事前に把握し、既

設管を新設管に合流させるか、若しくは分流させるかを判断した上で排水管設計を実

施することが重要である 

(ii) 上水道 

水供給管路網に関する資料は、PPWSA から入手した。PPWSA の浄水場で造られ

た上水は、配水管を通して都内全域に給水されている。また、ワットプノン北側エリ

アには、サップ川からの取水施設があり、取水施設から浄水場まで導水管が埋設され

ている。特に、1964 年に埋設された導水管は 2 系統あり、St.90 及び St.88 を縦断し

ている。これら導水管は建設時期が古いことから、詳細な図面等の資料はない、その

ため、試掘調査にてこれら管の埋設位置・深さを確認した。また、トルコーク地域の

St.315 には送水管である直径 900mm のダクタイル管が埋設されている。送水管の位

置把握のため、試掘調査を St.315 にて実施した。 

主要道路を横断する形で計画される新設排水管の施工に際しては、仮設土留め鋼矢

板の打設時には、既存送水管/配水管の位置を十分に把握して実施する必要がある。 

(iii) 電気 

電気に関する情報は、EDC から入手した。電気は、各 Sub-station に配電する高圧

電源ケーブルと各家庭などに配電する低圧電源ケーブルからなる。このうち、高圧電

源ケーブルは車道では地表からの深さ約 0.9 m、歩道では約 0.7 m の深さに埋設され

ている。一方、低圧電源ケーブルは、都内の Sub-station を起点に各家庭、商店に配

電しており、概ね 0.5 m から 0.8 m の深さで歩道下に埋設されている。但し、低圧電

源ケーブルは、地下埋設だけでなく電柱に架線されている場合もある。 

以上より、排水管の土被り 1.0m 以上の確保を基本とする本事業の敷設計画におい

ては、重大な影響を与えるものではない。仮に、新設排水管と送電線が配置的に干渉

する箇所が発生しても、地中に敷設されている送電線はケーブル若しくは細い PVC

管であり、新設排水管と干渉しないよう移動させることは可能である。 

ただし、仮設土留め鋼矢板の打ち込み時に破損等が発生しないよう、既設送電線の

配置の事前把握及び安全な施工の実施が求められる。 
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(iv) 電話 

電話線に関する情報は、通信省の子会社テレコム・カンボジア（Telecom Cambodia）

から入手した。電話線は主として歩道下に最大 1.0m 程の深さで埋設されており、そ

の埋設深は 1.0 m 程度である。また、地中の電話線は、ケーブル若しくは細い PVC

管に入れられた状態で埋設されている。 

以上より電話線は、前述の送電線と類似した形式で埋設されていることから、本協

力対象事業の排水管敷設計画に影響を与えるものではない。 

例外として、トルコーク地域の St.315 に主要配線が埋設されており、本事業の建

設には、電話線が障害となる可能性もあり、施工時に事前の試掘確認が必要となる。 

(v) テレビ 

テレビは、民間の PPFO TV 社がケーブルテレビ用のケーブルを歩道下に敷設して

いるが、歩道下における埋設深度は 1.0 m 以内であることから、本事業には直接影響

はない。 

(vi) 光ケーブル 

プノンペン都内に埋設されている光ケーブルに関する資料は、カンボジア・光通信

網会社（Cambodia Fiber Optic Communication Network、以下「CFOCN」と記す。）か

ら入手した。この CFOCN によって埋設されている光ケーブルは、1 層 4 本の PVC

で 2 層になっており、計 8 本の PVC が歩道下に最大 1.0 m の深さで埋設されている。 

歩道下に埋設された光ケーブルの道路横断箇所における施工方法（開削工法または

推進工法）は、道路幅の大きさ、交通量の多少等の条件によって、諸官庁の許可事項

となっている。通常の開削工法でケーブルが埋設されている場合には、歩道下での埋

設と同様に最大 1.0 m の深さで埋設されているが、推進工法が採用されている箇所で

は、道路を挟んで設置されている 2 つの光ケーブル専用マンホールを円弧で結ぶよう

にケーブルが敷設されていることから、横断道路センター下では、道路下 4 mから 5 m

近くになっているとの説明が CFOCN からあった。 

開削工法で敷設されたケーブルが計画排水管と干渉した場合には、ケーブル部を再

掘削して引き上げることによって容易に干渉を避けることが可能であるが、推進工法

で敷設された光ケーブルの再敷設は、時間と工事費用が必要となる。 

したがって、推進工法によって光ケーブルが設置された箇所では、排水管とケーブ

ルが干渉しないよう計画することを基本とし、設置作業開始前の試掘でその設置深を

確実に把握したうえで施工することが必要である。排水管及びケーブルが相互に干渉

する場合には、CFOCN と協議を実施して、適切な対応を講じることとする。 
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(6) 浸水被害状況調査 

(a) 調査の目的 

本調査の目的は、本事業対象地域における社会環境の現況把握及び浸水被害状況を把

握すること、並びに過去の無償資金協力事業実施地域における排水改善状況を把握する

ことである。調査結果は対象地域での施設の配置及び規模の検討や施工計画、社会環境

配慮事項の検討、並びに事業実施効果の評価指標の検討に資する。 

(b) 調査方法 

(i) 概要 

本調査はプノンペン都にあるローカル NGO への再委託により実施した。調査エリ

ア及び方法を次表に示す。 

表 R 2.2.8 調査エリア及び方法 

事業地域 調査エリア 調査方法 
フェーズ 4 
（本事業） 

ワットプノン北側エリア、トルコーク地域 - 区長への聞き取り調査 
- 住民への聞き取り調査（170 世帯） 

フェーズ 2、3 セントラルマーケット地区、王宮及び国立博物

館地区、トラベック地区及びその近隣区域 
- 住民への聞き取り調査（130 世帯） 

 

(ii) 区長への聞き取り調査（調査１） 

調査チームは区長と面談し、1）浸水被害がある道路の名称、延長及びその被害程

度、2）既設排水管の位置及び延長、3）施設改善の優先度が高い箇所を聞き取った。

面談した区長は 6 名である。また、DPWT に対しても同様の聞取り調査を実施した。 

(iii) 住民への聞き取り調査（調査２） 

住民聞取り調査は、合計 300 世帯を対象とした。そのうち、本事業対象地域 170

世帯、フェーズ 2、3 対象地域 130 世帯として聞取り調査を行った。本事業対象地域

においては、調査 1 の地区長への聞取り調査結果並びに DPWT への聞取り調査結果

を基に浸水被害の多い地区において 170 世帯を無作為に抽出し、調査員を派遣して聞

き取り調査を実施した。フェーズ 2、3 対象地域においては、無償協力事業で建設し

た排水施設近隣の住民から無作為に 130 世帯を抽出し、同様に調査員を派遣して聞き

取り調査を実施した。図 R 2.2.17 に住民への聞き取り調査の対象地域を示す。質問項

目は以下のとおりである。 

1) 一般的な質問 

回答者の身分、住所、職業、家族数、その家屋での居住年数、家屋の所有形態

（持ち家または賃貸）、1ヶ月あたりの生活費、家屋敷地の過去の土地利用状況 

2) 浸水被害の状況 

自宅での浸水被害の有無、頻度、浸水深さ、浸水時間。 
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3) 衛生状況の調査 

浸水後に起こる衛生上のトラブルの有無、そのトラブルの内容、し尿の処理形

態、浸水に起因する疾病の発生状況・衛生状況。 

4) 社会環境の調査 

家屋前の排水施設が改善されることに賛成か否か、その改善が家屋前における

何らかの工事を伴うとしても賛成か否か。さらに、排水施設改善に期待すること、

排水施設改善に賛成しない場合はその理由等。 

5) 無償資金協力事業フェーズ 2、3 の効果（フェーズ 2、3 対象地域のみ） 

無償資金協力事業を実施したことによる効果の有無、改善が見られた場合の効

果はどのような効果（浸水被害発生回数の減少、浸水時間の減少、浸水深の減少

等）等。 

 
図 R 2.2.17 社会環境（洪水被害）調査エリア図 
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出典： JICA 調査団 

写真 R 2.2.4 住民への聞き取り調査状況 

(c) 調査結果 

(i) 区長への聞き取り調査 

聞き取り調査の主な結果を以下に示す。また、全ての調査結果を図 R 2.2.18 に示す。 

• トルコーク地域の 317 通り及び 592 通りの一部において、浸水被害が発生し

ている。 

• トルコーク地域の 283 通り、285 通り、287 通り及び 528 通りの一部において、

浸水被害が発生している。 

• ワットプノン北側エリアの 47 通り、88 通り及び 90 通り、ワットプノン周辺

において浸水被害が発生している。 
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図 R 2.2.18 調査１（区長、DPWT への聞取り調査）結果 

凡 例 

.  

DPWT への聞取りによる浸水発生道路 

排水管路がない道路 

区長への聞取りによる浸水発生道路 

対象地域境界 
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(ii) 住民への聞き取り調査（フェーズ 4（本事業）対象地域、170 世帯） 

1) 一般的な質問 

一般的な質問に対する回答を表R 2.2.9から表R 2.2.14に示す。回答者の身分は

主婦が最も多い。家長の職業は第三次産業が最も多い。表R 2.2.11及び表R 2.2.12

に示すとおり、回答者の家族数は多く、居住年数も長い。おおよそ4世帯中3世帯

が持ち家に住んでいる。 

表R 2.2.14に示すとおり、回答者の約4割が月500ドル以下で生活している。  

表 R 2.2.9 回答者の身分 

分類 主婦 家長 子供 その他の家族 女中 その他 計 
回答数 94 15 24 14 16 7 170 

比率 (%) 55.3 8.8 14.1 8.2 9.4 4.2 100 
 

表 R 2.2.10 家長の職業 

種類 第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 年金受給 失業者 その他 計 
回答数 1 7 115 11 12 24 170 

比率 (%) 0.6 4.1 67.6 6.5 7.1 14.1 100 
 

表 R 2.2.11 同居している家族の数 

人数 1 2 3 4 5 6 7 8 以上 計 
回答数 0 4 15 27 28 22 17 52 165 

比率 (%) 0.0 2.4 8.8 15.9 16.5 12.9 10.0 30.6 97.1 
 

表 R 2.2.12 居住年数 

期間（年） 5 年未満 5～9 年 10～19 年 20 年以上 無回答/不明 計 
回答数 36 37 26 68 3 170 

比率 (%) 21.2 21.8 15.3 40.0 1.7 100 
 

表 R 2.2.13 家屋の所有形態 

分類 持ち家 賃貸 無回答/不明 計 
回答数 132 33 5 170 

比率 (%) 77.6 19.4 3.0 100 
 

表 R 2.2.14 世帯の支出合計（USD/月） 

種類 100 以下 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001 以上 計 
回答数 3 6 53 70 33 5 170 

比率 (%) 1.8 3.5 31.2 41.2 19.4 2.9 100 
 

2) 浸水被害の状況 

136名の回答者（全回答者の約80 %）が自宅前で浸水被害を経験したことがあ

ると回答している。表R 2.2.16に示すとおり、浸水被害を経験したことがあると

した回答者93％が、年に複数回の浸水を経験している。浸水深は足首から腰まで

の範囲で、浸水被害経験者の約80 %が脛以上までの浸水（浸水深約20cm以上）を
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経験したと回答している。また、浸水の継続時間は30分未満から1日以上までと

幅があるが、約57 %の浸水被害経験者が継続時間は2～3時間以上あったと回答し

ている。 

表 R 2.2.15 自宅前での浸水被害の有無 

回答 はい いいえ 分からない 計 
回答数 136 25 9 170 

比率 (%) 80.0 14.7 5.3 100 
 

表 R 2.2.16 浸水被害の頻度 

頻度 2~3 年に 1 度 1 年に 1 度 年に 2~3 回 年に 4 回以上 その他 分からない 計 
回答数 1 4 50 81 0 9 170 

比率 (%) 0.7 2.8 34.5 55.9 0.0 6.1 100 
 

表 R 2.2.17 浸水の深さ 

程度 足首まで 脛まで 膝まで 太腿まで 腰まで 腰以上 分からない 計 
回答数 23 65 40 7 1 0 9 145 

比率 (%) 15.9 44.8 27.6 4.8 0.7 0.0 6.2 100 
 

表 R 2.2.18 浸水の継続時間 

浸水時間 30 分未満 30 分~1 時間 2~3 時間 4~6 時間 半日 1 日 1 日以上 分からない 計 
回答数 8 46 53 4 1 17 7 9 145 

比率 (%) 5.5 31.7 36.6 2.8 0.7 11.7 4.8 6.2 100 
 

調査２の結果、浸水被害が深刻と考えられる路線を以下の条件により抽出し

た。その結果を図R 2.2.19に示す。 

表 R 2.2.19 住民への聞き取り調査により浸水被害が深刻と考えられる路線の条件 

番号 条 件 
(1) 全回答が浸水被害の頻度は年に 4 回以上と回答 
(2) 半数以上の回答者が浸水深は脛以上と回答 
(3) 半数以上の回答者が浸水の継続時間は 2, 3 時間以上と回答 

 

3) 衛生状況の調査 

回答者の約77 %が浸水被害後に何らかの問題が生じていると回答している。主

な問題は、家屋での臭いや商売・生活に不便が生じることである。浸水被害後に

家族に発生した疾病として、皮膚病、風邪、食中毒、下痢、腸チフス、赤痢が挙

げられている。し尿の処理方法としては、回答者の約87 %が下水管へ流出してい

ると回答している。 

表 R 2.2.20 浸水被害後の問題発生の有無 

回答 はい いいえ 無回答 計 
回答数 130 40 0 170 
比率 (%) 76.5 23.5 0.0 100 
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表 R 2.2.21 浸水被害後に家族に発生した疾病 

種類 皮膚病 風邪 食中毒 下痢 腸チフス 赤痢 計 
回答数 55 78 2 31 10 19 195 

 

表 R 2.2.22 し尿の処理形態 

回答 無処理で後背地へ セプティックタンク 下水管へ流出 その他 分からない 計 
回答数 0 8 147 3 12 170 

比率 (%) 0.0 4.7 86.5 1.8 7.0 100 

 

4) 社会環境の調査 

回答者の約75 %が自宅前での排水施設改善に賛成すると回答しており、その賛

成者のうちの約99 %は自宅前での工事への理解を示した。 

表 R 2.2.23 自宅前での排水施設改善への賛否 

回答 同意する 同意しない 分からない 計 
回答数 128 42 0 170 
比率 (%) 75.3 24.7 0.0 100 

 

表 R 2.2.24 自宅前での排水施設改善に伴う工事への賛否  

回答 同意する 同意しない 分からない 計 
回答数 127 1 0 128 

比率 (%) 99.2 0.8 0 100 
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図 R 2.2.19 住民への聞き取り調査結果（調査２、フェーズ 4（本事業）対象地区） 

凡例

条件 (1)+ (2) + (3) に一致

調査対象地域界

条件 (1) + (2) に一致

条件 (2) + (3) に一致

条件 (1）+ (3) に一致

条件 (1) 又は (2) 又は(3) に一致

 



 

2-44 

(iii) 住民への聞き取り調査（フェーズ 2、3 対象地域、130 世帯） 

1) 一般的な質問 

一般的な質問に対する回答を表R 2.2.25から表R 2.2.30に示す。回答者の身分は

主婦が最も多い。家長の職業は第三次産業が最も多い。表R 2.2.27及び表R 2.2.28

に示すとおり、回答者の家族数は4-6人の家族が多く、居住年数は長い。おおよそ

65%が持ち家に住んでいる。表R 2.2.30に示すとおり、回答者の約3割が月500ドル

以下で生活している。  

表 R 2.2.25 回答者の身分 

分類 主婦 家長 子供 その他の家族 女中 その他 計 
回答数 92 4 8 12 0 14 130 

比率 (%) 70.8 3.1 6.1 9.2 0.0 10.8 100 
 

表 R 2.2.26 家長の職業 

種類 第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 年金受給 失業者 その他 計 
回答数 0 21 99 4 3 3 130 

比率 (%) 0.0 16.2 76.2 3.1 2.3 2.3 100 
 

表 R 2.2.27 同居している家族の数 

人数 1 2 3 4 5 6 7 8 以上 計 
回答数 2 11 10 26 27 23 6 25 130 

比率 (%) 1.5 8.5 7.7 20.0 20.8 17.7 4.6 19.2 100 
 

表 R 2.2.28 居住年数 

期間（年） 5 年未満 5～9 年 10～19 年 20 年以上 無回答/不明 計 
回答数 32 20 32 46 0 130 

比率 (%) 24.6 15.4 24.6 35.4 0.0 100 
 

表 R 2.2.29 家屋の所有形態 

分類 持ち家 賃貸 無回答/不明 計 
回答数 85 42 3 130 

比率 (%) 65.4 32.3 2.3 100 
 

表 R 2.2.30 世帯の支出合計（USD/月） 

種類 100 以下 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 2001 以上 計 
回答数 0 5 34 41 37 9 126 

比率 (%) 0.0 3.8 26.2 31.5 28.5 6.9 96.9 
 

2) 浸水被害の状況 

108名の回答者（全回答者の約83 %）が自宅前で浸水被害を経験したことがあ

ると回答している。表R 2.2.32に示すとおり、浸水被害を経験したことがあると

した回答者97％が、年に複数回の浸水を経験している。浸水深は足首から腰まで

の範囲で、浸水被害経験者の約80 %が脛以上までの浸水（浸水深約20cm以上）を
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経験したと回答している。また、浸水の継続時間は30分未満から4-6時間までと幅

があるが、約65 %の浸水被害経験者が継続時間は1時間以内であったと回答して

いる。 

表 R 2.2.31 自宅前での浸水被害の有無 

回答 はい いいえ 分からない 計 
回答数 108 21 1 130 

比率 (%) 83.1 16.1 0.8 100 
 

表 R 2.2.32 浸水被害の頻度 

頻度 2~3 年に 1 度 1 年に 1 度 年に 2~3 回 年に 4 回以上 その他 分からない 計 
回答数 1 0 23 82 2 0 108 

比率 (%) 0.9 0.0 21.3 75.9 1.9 0.0 100 
 

表 R 2.2.33 浸水の深さ 

程度 足首まで 脛まで 膝まで 太腿まで 腰まで 腰以上 分からない 計 
回答数 22 43 32 8 2 0 1 108 

比率 (%) 20.4 39.8 29.6 7.4 1.9 0.0 0.9 100 
 

表 R 2.2.34 浸水の継続時間 

浸水時間 30 分未満 30 分~1 時間 2~3 時間 4~6 時間 半日 1 日 1 日以上 分からない 計 
回答数 19 51 28 9 0 0 0 1 108 

比率 (%) 17.6 47.3 25.9 8.3 0.0 0.0 0.0 0.9 100 
 

調査２フェーズ4（本事業）対象地域同様、浸水被害が深刻と考えられる路線

を同様の条件により抽出した結果を図R 2.2.20に示す。 

3) 衛生状況の調査 

回答者の約73 %が浸水被害後に何らかの問題が生じていると回答している。主

な問題は、家屋での臭いや商売・生活に不便が生じることである。浸水被害後に

家族に発生した疾病として、皮膚病、風邪、食中毒、下痢、腸チフス、赤痢が挙

げられている。し尿の処理方法としては、回答者の約59 %が下水管へ流出してい

ると回答している。 

表 R 2.2.35 浸水被害後の問題発生の有無 

回答 はい いいえ 無回答 計 
回答数 94 36 0 130 
比率 (%) 72.3 27.7 0.0 100 

 

表 R 2.2.36 浸水被害後に家族に発生した疾病 

種類 皮膚病 風邪 食中毒 下痢 腸チフス 赤痢 計 
回答数 29 26 4 6 1 2 68 

 



 

2-46 

表 R 2.2.37 し尿の処理形態 

回答 無処理で後背地へ セプティックタンク 下水管へ流出 その他 分からない 計 
回答数 0 49 76 2 3 130 

比率 (%) 0.0 37.7 58.5 1.5 2.3 100 

 

4) 無償資金協力事業の効果 

回答者の約82%が無償資金協力事業（フェーズ2または3）の効果を確認してい

る。効果を確認していると回答した世帯のうち、ほぼ全世帯において、洪水頻度

の減少、浸水被害深の減少、浸水時間の縮小を認識している。 

表 R 2.2.38 無償資金協力事業の効果の有無 

回答 はい いいえ 分からない 計 
回答数 106 13 11 130 

比率 (%) 81.5 10.0 8.5 100 
 

表 R 2.2.39 無償資金協力事業による改善 

程度 洪水頻度

の減少 
浸水深の

減少 
浸水時間

の縮小 
感染症の

減少 
通学/通勤

の便利性 
交通渋滞

の減少 その他 計 

回答数 102 104 106 59 75 88 3 537 
比率 (%) 19.0 19.4 19.7 11.0 14.0 16.4 0.6 100 
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図 R 2.2.20 住民への聞き取り調査結果（調査２、フェーズ 2、3 対象地区） 

凡例

条件 (1)+ (2) + (3) に一致

調査対象地域界

条件 (1) + (2) に一致

条件 (2) + (3) に一致

条件 (1）+ (3) に一致

条件 (1) 又は (2) 又は(3) に一致
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2.2.3 環境社会配慮 

本事業の環境カテゴリは JICA の環境社会配慮ガイドラインに従い「B」に分類されている。 

2.2.3.1 環境影響評価 

カンボジア国の環境影響評価に関する制度を確認した結果、環境配慮に関して下記の点が明

らかとなった。 

• 事業の面積が 5,000ha 未満の公共工事であることから、環境影響評価（Environmental 

Imapct Assessment、以下「EIA」と記す。）は必要ではなく、初期環境影響評価（Initial 

Environmental Impact Assessment、以下「IEIA」と記す。）調査が必要である。 

• IEIA 調査は、カンボジア国の環境省（Ministry of Environment、以下「MOE」を記す。）

に登録された環境影響評価の専門コンサルタント会社に委託しなければならない。 

• 200 万ドルを超える事業規模であることから、IEIA の承認は MOE が行う。 

本調査の現地再委託によって IEIA レポートの作成支援を行い、概略設計概要現地説明派遣

前までにプノンペン都が MOE に IEIA レポートを提出するスケジュールであったが、プノンペ

ン都の手続きに時間を要し、2017 年 1 月に MOE へ提出した。 

2.2.3.1.1 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

(1) 事業名称 

カンボジア国第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画 

「The Project for Flood Protection and Drainage Improvement in Phnom Penh (Phase IV) 」 

(2) 事業場所 

本事業対象地域を次図に示す。 

 
図 R 2.2.21 本事業対象地域の位置図 
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本事業対象地域（計約 6.63 km2）は、トルコーク区の北部のトルコーク地域（Tuol Kork 

Area, 約 4.75 km2）とワートプノン北側エリア（Wat Phnom Northern Area, 約 1.88 km2）及

び 4 つの既設排水機場である。 

(3) 施設の概要 

本事業の目的は、事業サイトであるワットプノン北側エリアやトルコーク地域及び既設

の 4 つの排水機場において、内水による浸水を最小化し被害を軽減することである。次表

にカンボジア政府の要請項目を示す。 

表 R 2.2.40 本事業における施設の概要 

コンポーネント 協力対象事業の内容 
施設建設   
 ワットプノン北側エリア

の排水システム改善 
- 排水幹線の整備 - ボックスカルバート 0.5km 

- 排水管路  2.7km 

- 遮集管の整備 - 排水管路  1.6km 
- マンホールポンプ設置 1 ヵ所 

- ポンプ場の建設  - ポンプ場 1 ヶ所(排水容量 1.4m3/s) 
- 地下貯留槽 1 ヶ所(貯水容量 6,500m3) 
- 機械式自動除塵機 1 ヶ所 

トルコーク地域の排水シ

ステム改善 
- 排水幹線の整備 - ボックスカルバート 1.4km 

- 排水管路  7.0km 
フェーズ 2 で整備した排

水ポンプ場の機械式除塵

機 

- 機械式自動除塵機の建設 - 4 ヶ所（既存ポンプ場：Chak Tomuk (PS1), 
Preah Kumlung (PS2), Phsar Kandal (PS4), 
Phsar Chas (PS5)） 

機材調達   
 排水関連機材の調達 - 移動式排水ポンプ車の調達 - 移動式排水ポンプ車 2 台 

 

(4) プロジェクトの IEE/IEIA に関する状況 

(a) フェーズ 2 及びフェーズ 3 における IEE（IEIA） 

フェーズ 2ではDPWTが 2006年 2月に初期環境調査（Initial Environmental Examination、

以下「IEE」と記す。）を実施し、環境省の了解の下、プノンペン都環境局（Department 

of Environment、以下「DOE」と記す。）が審査を行い、DOE がフェーズ 2 の IEE に係

る許認可を行った。 

フェーズ 3 においても同様に環境省の了解の下、DOE が審査を行った。事業対象範

囲がフェーズ 2 の調査時に実施した IEE 対象範囲内に既に含まれていたこと、さらに事

業による負の影響が低いことが明らかである等の理由で、DOE は「IEE レベルの環境

影響評価で十分であり EIA の実施は不要。フェーズ 2 の調査時に実施した IEE に基づ

きフェーズ 3 の IEE に係る許認可を与える。新たな IEE を実施する必要は無い。」と判

断した。 

(b) フェーズ 4（本事業）に適合する IEE/IEIA 

2015 年頃から 2016 年に入り、MOE は IEIA（IEE）や EIA の許認可手続きに関して、

より厳しい対応を求めて来ている。 



 

2-50 

MOE の EIA 局の局長との面談を 2016 年 5 月 5 日に行った。出席者は DPWT 副局長、

DOE の EIA 部長、JICA 調査団である。面談において下記の根拠を理由に MOE は本事

業には IEIA 報告書（JICA の IEE 報告書に相当）が適当であると評価した。 

• 日本政府の無償援助（カテゴリ B）であること 

• カンボジア国環境省副法令 No.376 2009 年 9 月制定「IEIA/EIA 報告書の調査

実施の一般ガイドライン」の内容と照らし合わせた結果 

従って、本事業では IEIA を実施し、MOE が IEIA 報告書の審査、許認可を行う。2009

年 5 月制定の環境省副法令 No.215 に則り、IEIA の調査及び報告書作成は MOE に登録

された現地コンサルタント法人（2016 年 1 月現在、13 社が登録済み）により実施され

なければならず、それ以外のケースは調査・報告書を無効とし事業の許認可はしない。 

2.2.3.1.2 ベースとなる環境社会の状況 

(1) 本事業対象地域の概要 

プノンペン都の現状の地形、地質、土壌侵食、気象、生物、浸水被害状況、土地利用、

人口、大気質や騒音・振動、そして河川の水質、生活環境について、既存の文献資料等か

ら引用し、以下に整理する。特に、「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト（2016 年

4 月 JICA）」と「プノンペン市交通計画プロジェクト（2014 年 JICA）」を参考にした。 

(a) 地形 

プノンペン都はメコン川とサップ川の合流域、メコン川とバサック川の分岐域に位置

し、自然堤防及び輪中堤で囲われた低地上に位置している。当地域は地形的には比較的

平坦であり、メコン川の最高水位より低い場所もある。そのため、プノンペン都の市街

地及び郊外の地域では、内水氾濫による洪水の危険性が高い。近年、近郊の都市化が進

み、プノンペン都内外の湖や湿地が埋め立てられ、都市の排水に影響を与えている。 

(b) 地質 

カンボジア国の地質は、第四紀堆積岩や未固結堆積物等の比較的新しい層から構成さ

れ、東北部の上部ジュラ紀-白亜紀や南西部における下部ジュラ紀中期等の比較的古い

地層もみられる。プノンペン都の地質は主に第四紀堆積岩で構成されている。 

プノンペン都中心部にはワットプノン寺院のある基盤岩の残丘があり、チュロイチャ

ンワ橋（地下約 7m）、プノンペン港（地下約 17m）でも比較的浅所に基盤岩がみられる。

日本大使館のある市街地南部では地下 36m まで基盤岩はあらわれず、場所により厚い

有機質粘土がみられる。 

(c) 土壌侵食と堆砂 

メコンデルタ地域の地質構造は先カンブリア紀から完新世の時期に形成された。旧沖



 

2-51 

積層は、鮮新世と更新世の間に、メコン川とその支流によって三角州状に形成され、そ

の後完新世の三角州状沖積層が形成された。また、広いレンズ状の砂を伴った未固結性

の泥と粘土からなる完新世沖積層が全体的に三角州を覆っている。調査地の周辺の完新

世沖積層の層は一般的に 25 m 以下の厚さである。 

完新世沖積層はラテライトを伴わず、より細かい肌目で比較的多くの貝や亜炭の層を

有することで旧沖積層と異なる。プノンペン都の表面の地質は、部分的な軟性の粘土と

ともに西から東に傾斜した基礎地盤の上を砂質の泥が覆っている状況にある。 

(d) 気象 

(i) 気候及び気温等 

プノンペンは熱帯性モンスーン気候である。2000 年から 2010 年の年間平均降雨量

は、1,500 mm であった。最低年間降雨量は 1,171 mm（2006 年）、最高年間降水量は

2,147 mm（2000 年）であった。12 月から 4 月の乾季、特に 1 月から 3 月の間ではほ

とんど降雨がない。一方、5 月から 11 月の雨季では、年間降雨量の 80%が記録され

る。 

ポチェントン観測所における 1985 年～2013 年の観測データより、プノンペン都に

おける月平均最高気温は 35.3℃、月平均最低気温は 21.8℃となっている。 

年間においては、3 月~5 月頃に気温が高くなり、年最大気温と年最低気温の差は、

概ね 20℃程度となる。また、湿度は、年平均で 77%であり、概ね 70%～80%の間で

推移しており、経年的に大きな変化は認められない。 

年最大・最低気温の経年変化を下図に示す 

 
出典: MOWRAM (Ministry of Water Resource and Meteorology) 

図 R 2.2.22 年間最高・最低気温（1985 年-2013 年） 
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(ii) 風向及び風速 

風速は雨季より乾季において強い傾向がある。2001 年から 2010 年にかけての最大

風速は 2006 年 6 月に記録された 20 m/s である。一般的に 10 月から 1 月にかけては

北風、2 月から 4 月にかけては南東の風、5 月から 9 月にかけては、西風である。 

(iii) 蒸散 

2000 年から 2010 年にかけての日平均蒸散量は 4.6 mm である。雨季及び乾季にお

ける日最大蒸散量はそれぞれ 9.5 mm、43.8 mm となっている。蒸散の季節的な変動

は大きく、雨季の 5 倍である。 

(iv) 降水量 

プノンペン都は、熱帯モンスーン気候に属し、近年 10 か年（2004 年～2013 年）の

年間平均降雨量は、1,487.2 mm/年であり、5 月から 11 月の雨期に年間の約 90％が降

る。乾期の 12 月から 4 月には月平均 42 ㎜で、雨期の月平均は約 180 ㎜で 9 月と 10

月に集中して降っている。 

(v) サップ川の河川水位 

サップ川の水位は、8 月～10 月に最も高く、毎年 EL.+8.00m を超過する。3 月～5

月に水位が最も低くなり、毎年 EL.2.00m より低くなる。最高水位または最低水位が

連続的に上昇しているもしくは低下しているといった経年的な変動傾向は特に確認

されないが、近年はピーク水位の発生時期がやや遅く、10 月以降となる傾向が見ら

れる。チャトムック観測所における過去 9 年間の最高水位は、EL.+9.73m（2001 年 9

月）で、最低水位は EL.+0.33m（2005 年 5 月）である。同観測所における年間最高

水位平均値は EL.+8.70m、年間最低水位平均値は EL.+0.68m である。チャムトック観

測所における過去 10 年間の最高水位は、2011 年に記録された EL.9.84m である。な

お、記録上の過去最高水位は、チャトムック観測所における EL.+10.18m（2000 年 9

月 20 日）である。 

(e) 生物 

(i) 水生生物多様性 

本事業対象地域には、沼沢に来る渡り鳥、貴重な魚種、植物相・動物相はない。 

(ii) 生物多様性と生態系 

カンボジア国では、最低でも 135 種の哺乳動物、599 種の鳥類、173 種の爬虫類、

72 種の両生類、350 種の鱗翅目、955 種の淡水及び海水水生生物、4,500 種の維管束

植物が生存しているとされている（The Fifth National Report to the Convention on 

Biological Diversity, 2014）。カンボジア国の中部に位置するプノンペン都では、同様

の生物多様性を潜在的に有している。それら全種のうち次表に示す 75 種の脊椎動物、
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23種の植物は絶滅危惧種として国際自然保護連合（International Union for Conservation 

of Nature、以下「IUCN」と記す。）のレッドリストに掲載されている。 

表 R 2.2.41 カンボジア国における絶滅危惧種の状況 
絶滅危惧種 危惧レベル 絶滅危惧種 危惧レベル 
分類 種数 レベル 種数 分類 種数 レベル 種数 

哺乳類 26 
VU 18 

両生類 2 
VU 2 

EN 6 EN 0 
CR 2 CR 0 

鳥類 26 
VU 9 

魚類 9 
VU 0 

EN 10 EN 6 
CR 7 CR 3 

爬虫類 12 
VU 7 

植物 23 
VU 0 

EN 3 EN 13 
CR 2 CR 10 

注：VU-Vulnerable「危急」（絶滅危惧 II 類）、EN-Endangered「絶滅危機」（絶滅危惧 IB 類）、

CR-Critically Endangered「絶滅寸前」（絶滅危惧 IA 類） 
出典：National Biodiversity Steering Committee in Kingdom of Cambodia (2014) 5th National Report to 
the Convention of Biological Diversity based on the IUCN 2011 and Bird Life International Cambodian 
Program 2013 

 

(f) 保護区 

都内では特に法的に指定された保護区域はない。自然環境上重要なものは 2008 年の

保護地域法（Royal Decree No. NS/RKM/2008/007, Protected Areas Law）によって保護さ

れている。 

(g) 浸水被害状況 

本事業で実施した浸水被害状況の現地調査結果を以下に示す。 

表 R 2.2.42 本事業対象地区における聞き取り調査による浸水被害結果 
本事業 
対象地域 調査方法 調査結果 

ワットプ
ノン北側
エリア 

• 区長への聞き取り調査 
• 住民への聞き取り調査 

• ワットプノン北側エリア St.47、St.88、St.90 通り及び ワットプノ
ン周辺にて浸水被害が発生している。 

• 浸水被害頻度は年 4 回以下、または浸水継続時間は 2～3 時間以上
で浸水深は脛以上。 

トルコー
ク地域 

• 区長への聞き取り調査 
• 住民への聞き取り調査 

トルコーク地域においては、 
• St.317 及び St.592 の通りの一部で浸水被害が発生している。 
• St.283、St.285及びSt.287の通りの一部で浸水被害が発生している。 
• 浸水被害頻度は年 4 回以上、または浸水継続時間は 2～3 時間以上
で浸水深は脛以上。 

(h) 土地利用 

プノンペン都の行政区域は 2008 年に修正されており、面積は 377 km2 から 678.5km2

に拡大された。プノンペン都の土地利用計画（2035 年を目標年次とする）を、次図に

示す。本事業対象地域における土地利用は、住宅地と道路沿いの商店街等で構成され、

緑地や湖沼河川などは皆無である。都内でも最も人口密度の高い地域である。 
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          Legend 

 
出典：White Book on Development and Planning of Phnom Penh, PPCC 

図 R 2.2.23 プノンペン都の土地利用（2035 年） 

 

5 0 10 km 
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(i) 人口 

カンボジア国では、1998 年と 2008 年に国政調査が行われている。これらの調査結果

や、計画省（Ministry of Planning、以下「MOP」と記す。）による 2030 年までの人口予

測値を元に、JICA｢プノンペン都総合交通計画プロジェクト（2014）｣では、次表に示

すとおり、基準年を 2012 年とした 2035 年までの人口予測を行っている。 

表 R 2.2.43 人口動態と予測 
Name of Khan 1998 2008 2012 2016 2020 2035 

01 Chamkarmon    187,082     182,004     184,200     196,500     200,900    240,400  
02 Daun Penh    131,913     126,550     119,500     123,300     126,700    138,200  
03 7 Makara     96,192      91,895      93,300      95,100      96,600    102,700  
04 Tuol Kork  154,968     171,200     186,100     187,900     185,100    181,100  
01-04 Sub-total   570,155    571,649    583,100    602,800    609,300    662,400  

05 Dangkor     48,921      73,287      96,100     128,500     148,900    183,700  
06 Po Senchey 73,414 159,455 234,900    269,300     321,600    349,500  
07 Meanchey     97,190     194,636     282,700  349,100 403,300 490,800 
08 Chbar Ampov   108,796    133,165     160,500  194,300 210,100 251,500 
09 Reussey Keo     76,473     115,740     152,600  178,800 204,300 251,300 
10 Chroy Changvar     53,231      68,708      84,000  102,900 126,700 155,500 
11 Sen Sok 70,676 137,772 198,600 237,000 296,700 392,500 
12 Prek Pnov 34,574 47,313 59,700 84,700 84,500 129,900 
05-12 Sub-total   563,275    930,076    1,269,100    1,544,600    1,796,100   2,204,700  

Total Population 1,133,430 1,501,725 1,852,200 2,147,400 2,405,400 2,867,100 

* The population is corrected based on new administrative area in PPCC (678.5 km2) 
出典: JICA, “Project for Comprehensive Urban Transport Planning in Phnom Penh Capital City, 2014” 

 

事業調査対象域となるトルコーク地域とワットプノン北側エリアの面積はそれぞれ

約 1.88 km2 と 4.75 km2 で、合計 6.63 km2 となる。2016 年の推定人口はトルコーク地域

が約 17,588 人でワットプノン北側エリアが 58,270 人となり、合計では 75,858 人（人口

密度：12,267 人/km2、東京都江東区の人口密度である 12,403 人/km2 に近い）である。

上表に示す人口推定によれば、ワットプノン北側エリア（Daun Penh 区の一部に相当）

及びトルコーク地域の人口は 2016 年頃にピークを迎え、それ以降減少に転じている。

両地区とも人口が飽和状態に近くなっていることがわかる。 

(j) 大気 

カンボジア国で利用可能な二次文献は多くないが、表 R 2.2.44 に示すプノンペン都に

おける大気質のモニタリング結果では、一酸化炭素（CO）、 二酸化窒素（NO2） 及び 

二酸化硫黄（SO2）の値は基準の範囲内であった（JICA｢プノンペン都総合交通計画プ

ロジェクト（2014）｣）。しかしながら、粉塵の指標においては非常に高い数値が確認さ

れている。表 R 2.2.45 に示す、都の粉塵については、すでに 2001 年の結果においても

全浮遊物質の値が高い傾向にあった。 
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表 R 2.2.44 プノンペン都内の国道 4 号線沿いの大気質 

Type Unit Point 1 
(7 Makara) 

Point 2 
(Sen sok) 

Point 3 
(near Hanoi 

road 
Junction) 

Point 4 
(Airport) 

Point 5 
(near 

Junction 
with NH3) 

Cambodian 
Standard 

WHO 
standard 

CO mg/m3 2.86 1.79 2.86 3.58 3.58 20  
NO2 mg/m3 0.057 0.029 0.045 0.056 0.058 0.1  
SO2 mg/m3 0.033 0.027 0.027 0.025 0.033 0.3  
PM2.5 µg/m3 128 107 284 186 248 n.a. 25 
PM10 µg/m3 93 68 150 71 169 n.a. 50 
脚注: The results are average of 24 hours continuous survey 
出典:: Project for Comprehensive Urban Transport Plan in Phnom Penh Capital City, 2014 

表 R 2.2.45 プノンペン都内の大気質 
Parameters 2000 2001 2002 2014 

 Mean Max Mean Max Mean Max Mean Max 
CO (mg/m3) 3.06 7.12 1.98 2.42 3.50 5.71 3.02 3.87 
NO2 (μg/m3) 32.08 47.17 2.45 3.77 30.19 56.60 24 71 
SO2 (μg/m3) - - 2.60 7.80 7.80 13.00 10 27 
TSP (mg/m3) - - 0.63 0.84 0.41 1.00 0.128 0.169 

CO=Carbon Monoxide: mg/m3=milligrams per cubic meter; μg/m3=micrograms per cubic meter; NO2=Nitrogen 
Dioxide; TSP=Total Suspended Particles. Mean Value in the 2014 were received as tentative values.  
出典: MOE (2014), ADB 2006 Country Synthesis Report on Urban Air Quality Management, “Research 
collaboration with Yokohama University from 2000-2002. 
Project for Comprehensive Urban Transport Plan in Phnom Penh Capital City, 2014 
Quoted in MOE and Ministry of Health (2006). Country Report: Cambodia, Hang Dara, Chin Chamroeun, Sourn 
Pun Lork, and Chim Sophan, Paper presented at the Clean Air for Asia Training Course for Developing Countries, 
Thailand, 24 May-02. “ from ADB  

 
また、本事業対象域内における大気質、騒音・振動、水質の測定実施の要望が MOE

からあり、再委託業務を通して IEIA/IEE 調査でベースライン調査を 2016 年 7 月に行っ

た。大気質の測定結果は、すべて基準値以内で良好と判断された。 

表 R 2.2.46 プノンペン都内の大気質計測値（本事業対象地域、2016 年） 

Parameters Unit Cambodian 
Standards(i), 24h 

Measurement Results 
at Kunthak Bopha 

Hospital, Wat Phnom 
Northern. date July 

20-21, 2016 

at Gasoline (Tela) 
station Toul Kork, 

date July 21-22, 2016 

Carbon Monoxide (CO) mg/m3 20(ii) 12.88 8.44 
Nitrogen Dioxide (NO2) mg/m3 0.1 0.028 0.025 
Sulfur Dioxide (SO2) mg/m3 0.3 0.022 0.018 
Total Suspended Particles (TSP) mg/m3 0.33 0.285 0.243 
PM10 mg/m3 - 0.149 0.126 

脚注:  There was heavy rain at 12:30 pm during measurement. 
(i) Sub-decree No.42, on Air Pollution Control and Noise Disturbance, Annex 1: Ambient Air   Quality Standard 
(ii) 8hs. Average 

出典 : JICA Survey Team, MOE’s laboratory staff in July 2016. 
 

(k) 騒音・振動 

2000 年制定の副法令 No.42 は大気質、騒音・振動について規制している。同副法令

の付表６では、次表に示す公共施設や居住地で許容される騒音の最大標準値を示してい

る。 
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表 R 2.2.47 公共施設・住宅地域における騒音の最大標準値 

No. 場所 
計測時間帯（dB） 

6:00～18:00 18:00～22:00 22:00～6:00 
1. 閑静な地区（病院、図書館、学校、幼稚園） 45 40 35 
2. 居住地区（ホテル、官公庁、住宅） 60 50 45 
3. 商業・サービス業の混在地区 70 65 50 
4. 小規模工場と住宅の混在地区 75 70 50 

出典: ANNEX 6, Sub-decree No.42 ANK/BK The Control of Air Pollution and Noise Disturbance, the Royal Government of 
Cambodia、2000  
 

同副法令によれば、騒音・振動については、MOE が所有する観測器具を用いて MOE

がモニターを行ってデータベースを作成することになっているが、大気・騒音振動局で

は人員不足で計測観測も行ったこともなく、かつデータも一切なく、今のところ改善す

る予定もない。一方、最近の文献調査（JICA｢プノンペン都総合交通計画プロジェクト

（2014）｣）によれば、都の中心から国際空港までの国道 4 号線沿いで騒音・振動の観測

及びデータの分析を行っている。本事業対象地域であるトルコーク地域とワットプノン

北側エリアは国道 4 号線に隣接している。調査結果として、騒音は図 R 2.2.24 に示すよ

うに、午前 6 時から午後 6 時までは、「商業・サービス業の混在地区」におけるカンボ

ジア国の基準（70dB）を若干上回る。午後 6 時から午前 6 時にかけては、同基準（50dB）

を大きく上回る。振動の結果（図 R 2.2.25 参照）については、カンボジア国の基準がな

いものの、参考として日本の基準（午前 6 時から午後 6 時：65dB 及び午後 11 時から午

前 6 時）と比較した場合でも、すべての観測値は基準値を下回った。 

 
出典:: Project for Comprehensive Urban Transport Plan in Phnom Penh Capital City, 2014 

図 R 2.2.24 プノンペン都総合交通計画プロジェクトにおける騒音の観測路線と観測値 
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出典:: Project for Comprehensive Urban Transport Plan in Phnom Penh Capital City, 2014 

図 R 2.2.25 プノンペン都総合交通計画プロジェクトにおける振動の観測路線と観測値 

 
現地調査実施段階に本事業対象地域における騒音・振動の大気質観測を MOE の協力

を得て実施した。測定はワットプノン地区とトルコーク地域の各々1 地点で行った。測

定結果を下表に示す。 

表 R 2.2.48 騒音観測値（本事業対象地域、2016 年） 
Time Cambodian Standard (*), dB(A) Result, dB(A) 

Station 1: at Kunthak Bopha, Wat Phnom Northern, date July 20-21, 2016 
Day       (6:00 - 19:00) 70 63-66 
Evening (19:00 - 23:00) 65 58-65 
Night     (23:00 - 6:00) 50 55-64 

Station 2: at Tela Station, Toul Kork date July 21-22, 2016 
Day     (6:00 - 19:00) 70 68-75 

Evening (19:00 - 23:00) 65 59-67 
Night     (23:00 - 6:00) 50 53-68 

脚注: (*) Sub-Decree on Air Pollution Control and Noise Disturbance, Annex 6: Maximum permitted noise in 
public and residential area, point 3 Commercial and service areas and mix. 

出典:  JICA Survey Team, MOE’s laboratory, the IEIA report on Phase IV, 2016.  
 

騒音測定結果は、昼間と夜はほぼ基準値より低く、夜中から朝方にかけて道路の交通

量によりやや高めとなった。また、振動値については終日基準値以内であった。 

騒音基準の比較結果（カンボジア国、日本、WHO）を次表に示す。 
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表 R 2.2.49 騒音基準の比較（カンボジア国、日本、WHO） 

地域 基準 
基準値 

昼間（6AM – 10PM） 夜間（10PM – 6AM） 
AA カンボジア 1) 40 – 45 dB 35 dB 
 日本（環境省） 50 – 60* dB 40-55* dB 
 WHO ガイドライン 2) 50 – 55 dB 30 – 45 dB 
A・B カンボジア 1) 50 – 65 dB 45 dB 
 日本（環境省） 55 – 65* dB 45-55* dB 
 WHO ガイドライン 2) 50 – 55 dB 45 dB 
C カンボジア 1) 65 – 75 dB 50 dB 
 日本（環境省） 60 – 70* dB 50-65* dB 
 WHO ガイドライン 2) 55 – 70 dB 55 dB 
注：(*)：地域のうち１車線または 2 車線以上の車線を有する道路面に面する地域 
1) Sub-decree No.42 ANK/BK the Contol of Air Pollution & Noise Disturbance 
2) WHO 環境騒音値 継続 24 時間 健康影響防止ガイドライン  
AA: 療養施設、社会福祉施設など、A・B: 居住地域、官公庁、ホテル、 
C: 小規模工場、住宅の混在地区 

(l) 都内周辺の河川の水質 

MOE は、プノンペン都内及びその周辺において、水質モニタリングを実施している。

各モニタリング箇所における観測値の最小値、最大値及び平均値を次表にまとめる。 

表 R 2.2.50 各モニタリング箇所における観測値の最小値、最大値及び平均値 

Location  pH 
(-) 

TSS 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

CODMn 
(mg/l) 

CODCr 
(mg/l) 

T-N 
(mg/l) 

T-P 
(mg/l) 

Cr6+ 

(mg/l) 
A.  
Mekong River  
(Chroy Changvar) 

Min 6.35  16.0  0.1  1.6  - 0.01  0.01  ND 
Max 8.50  592.0  4.9  7.8  - 1.15  0.50  0.090  
Average 7.41  108.5  2.0  4.0  - 0.26  0.08  0.023  

B.  
Sap River  
(Phnom Penh Port) 

Min 6.49  22.0  0.2  1.4  - 0.08  0.02  ND 
Max 8.24  474.0  6.5  9.3  - 8.11  0.50  0.320  
Average 7.32  106.5  2.3  4.5  - 1.23  0.11  0.027  

C.  
Prek Thnot River 
(Thakhmao Bridge) 

Min 6.09  5.8  0.2  1.3  - 0.13  0.03  ND 
Max 8.21  520.0  57.9  145.0  - 3.97  4.08  0.220  
Average 7.30  157.3  13.8  23.8  - 1.33  0.98  0.038  

D.  
Bassac River 
(Thakhmao) 

Min 4.85  26.0  0.1  0.8  - 0.07  0.01  ND 
Max 8.50  526.0  5.8  9.4  - 0.74  0.34  0.110  
Average 7.31  108.3  2.0  4.2  - 0.31  0.12  0.023  

E.  
Mekong River  
(Kien Svay) 

Min 5.52  29.0  0.0  0.6  - 0.04  0.00  ND 
Max 8.47  526.0  6.5  9.7  - 1.73  0.32  0.120  
Average 7.33  114.7  1.9  3.6  - 0.31  0.08  0.019  

Cambodian Standard for A. to E. 6.5-8.5 <100 <10 - - - - <0.005 

F. Kop Slov 
Min 6.24  40.0  0.7  - 2.6  0.26  0.01  ND 
Max 8.59  300.0  54.8  - 126.4  8.56  1.88  0.010  
Average 7.49  129.1  16.4  - 35.4  2.08  0.56  0.007  

G. Prek Pnov 
Min 6.41  42.0  1.0  - 3.4  0.09  0.03  ND 
Max 8.18  442.0  58.4  - 126.7  11.93  1.74  0.010  
Average 7.36  119.5  17.4  - 31.8  4.91  0.53  0.006  

H. Trabek 
Min 6.35  46.0  70.9  - 47.9  1.48  0.81  ND 
Max 8.35  378.0  258.1  - 215.0  18.40  6.73  0.200  
Average 7.39  153.1  152.1  - 117.7  7.39  3.03  0.021  

I. Tumpun 
Min 6.78  70.0  68.9  - 63.5  0.32  0.23  ND 
Max 8.02  402.0  261.3  - 226.2  18.55  6.60  0.020  
Average 7.39  155.2  161.9  - 111.6  6.05  2.93  0.009  

Cambodia Standard for F to I. 5.0-9.0 <120 <80 - <100 - - <0.05 
出典: MOE、脚注: ND: Not Detected. CODMn: <8 mg/L based on ANNEX 4 、 
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入手できた 2010 年 1 月～2013 年 12 月までのデータによると、モニタリング箇所は 9

箇所であり、モニタリング項目は、pH、TSS、BOD、COD、T-N、T-P 及び Cr6+である。

プノンペン港（B 地点）で見ると、TSS は河川の観測点（A~E）では雨季の値が高く、

BOD は基準値内にあり、T-N は 2013 年の濃度値が大きかった（8.11mg/l）。Cr6＋値は

2010 年と 2011 年が観測地点の中で最も大きかった。 

本事業においては工事中での排水管の付け替え作業時以外、水質に及ぼす影響はない

が、MOE の要望により IEE（IEIA）調査において水質調査を実施することとした。ベー

スライン調査は、下表に示す 3 点から採取した水質検査を行った。 

表 R 2.2.51 排水汚水の観測値（本事業対象地域、2016 年） 

 Parameters Unit 

Results of River Water Test Results of Sewage 
Standards 

R1= 
S1* 

R2= 
S2* 

Standards 
WW1 
=S3* Cambodia 

 1) 
Japan 

 2) 
WHO 

 3) 
1) 2) 3) 

1 pH  6-9 6.5- 
8.5 - 6.7 6.9 5-9 5.8- 

8.6 - 6.9 

2 Temperature 0C <45 - - 36 29.3 <45 - - 30.2 

3 
Electrical 
Conductivity 
(EC) 

µS/cm - - - - 184 - - - 400 

4 Turbidity  NTU - - - - 8.75 - - - 22.60 

5 Dissolved 
Oxygen (DO) mg/L 2.0-7.5  2-5 - 1.68 5.89 >1 - - 3.27 

6 
Total 
Suspended 
Solid (TSS) 

mg/L 25-100 25-10
0 

- 180 68 <120 200 - 77 

7 

Biochemical 
Oxygen 
Demand(BOD
5) 

mg/l 1.0-10 
 

3.0-8.
0 

- 122.40 3.46 <80 160 - 38.90 

8 

Chemical 
Oxygen 
Demand 
(COD) 

mg/l 1-8 < 8 - 0.94 - <100 - - 
ND (not 
detected

) 

9 Oil and Grease  mg/l - - -  4.85 <15 - - 7.84 
10 Nitrate  mg/l - < 0.6 - 6.66 0.42 <20 - 50 4.69 

11 Phosphate 
(PO4) mg/l - <0.05 - 3.26 ND <6 - - 0.35 

12 Total Coliform MPN/100 <5000 - - 9.3x103 2.1x103 - - - 2.4 x104 
脚注: 1) Water quality standard in public areas for bio-diversity conservation for river, lake and reservoir. Cambodia 

2) Ministry of Environment, Japan 
3) WHO Guidelines 
* Effluent standard for pollution sources discharging wastewater to public water area or sewer. Cambodia 

 
Three (3) water sampling locations;  

*Sample code Location GPS (Global Positioning System) point Remarks 
R1=S1 in front of water pumping 

station Wat Phnom 
X=491743; Y=1280024 Tonle Sap River 

R2=S2 Pres Komlong Station  X=492484 ; Y=1278920 Tonle Sap River 
WW1=S3 Existing sewage pipeline in 

front of Tela gas Station 
X=487712; Y=1280337 Sewage water in manhole 

along the main road 
Note: Sampling and testing done on 15 July 2016. 
出典:JICA Survey Team, MOE’s laboratory, the IEIA report on Phase IV, 2016.  
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(m) 本事業対象地域の生活環境上の問題 

(i) 排水施設の劣化 

本事業対象地域の排水施設は 1900 年代初頭頃に建設されたものだが、老朽化や

1970 年代以降の不十分な維持管理により十分に機能していない。その結果、街は常

襲的な浸水被害と街中の低湿地で停滞した汚水が、住環境に深刻な影響を及ぼしてい

る。これはプノンペン都内のみならず、カンボジア国全体での社会経済活動に悪影響

を及ぼすものである。プノンペン都の排水事情の悪さは、観光ガイドブックが危険情

報の一つとして旅行者の注意を喚起するほど深刻である。 

(ii) 交通渋滞 

カンボジア国における著しい経済成長と人口の伸びる中、交通量が急激に増加して

いる。プノンペン都における本事業対象地域においても交通渋滞は頻繁に発生してい

る。交通量は 1 日 60,000 台から 90,000 台で、その 75％はオートバイである（プノン

ペン都総合交通計画プロジェクト（JICA））。都内の現状では、排水管の敷設工事に

より、公共交通が影響を受けることは間違いがない。 

2.2.3.1.3 相手国の環境社会配慮制度・組織 

(1) 環境社会配慮に関連した法令 

カンボジア国においては、1996 年の環境保護と自然資源管理法（Kram/NS-PKM-1296/36, 

1996, 24 Dec. MOE）が環境の基本法として環境保護の政策を規定している。同法によると、

カンボジア国政府は、5 年ごとに作成する定期的な国家及び地域的管理計画のもと計画的

に環境を管理する。環境アセスメントの必要性についても同法に含まれており、民間並び

に公共の事業において事業の規模や場所に応じて必要となる調査の実施のために同法を

参照する必要がある（表 R 2.2.52）。同法の下、1999 年の環境影響アセスメント手続きに

かかる副法令（No. 72 ANRK.BK, 1999）及び 2009 年の IEIA/EIA 実施のための一般的ガイ

ドラインに関する省令（No. 376 BRK.BST, 2009 MOE）において環境アセスメントの詳細

が規定されている。 

副法令は、関連機関の責任、EIA を要する事業、EIA の手続き、事業の承認の条件並び

に罰則等で構成されている。EIA を必要とする事業については当該副法令の附表に提示さ

れている。省令では、手続きにかかる期間の概要並びに IEIA 及び EIA の承認手続き時に

必要となる提出書類についての詳細が規定されている。省令の附表-1 において、IEIA/EIA

の報告書の基本的な内容について提示されている。また、同省令は国レベルの環境省及び

都、州レベルの環境局といった環境当局の責任分担についても規定している。さらに、2014

年にMOE登録のコンサルタント法人を IEIA/EIA報告書作成の際に雇用することが副法令

（No.216 Prakas 2014MOE）により義務付けられた。 

公害管理に関連して、いくつかの基準が政府によって発行されている。1999 年の水質

汚染管理の副法令（No.27 ANRK. BK, 1999 MOE）は水質の基準を規定している。1999
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年の固形廃棄物にかかる副法令（The No.36 ANRK.BK. in 1999 MOE）は固形廃棄物の一

般的な基準を規定している。2000 年の大気汚染と騒音障害の管理に関わる副法令（No. 42 

in 2000, Anukret (Sub-Decree) MOE）は許容される大気及び騒音レベルについて規定して

いる。 

環境保全に関連し、保護区は保護区法（Royal Decree No. NS/RKM/0208/007）において

規定されている。法に基づき、重要な自然特性は MOE の責任の下保護されている。カン

ボジア国の環境社会配慮に関連した法令について次表に示す。 

表 R 2.2.52 カンボジア国の環境社会配慮に関連した法令 
No. 法令 内容 
1. 環境保護と自然資源管理法 

Preah Reach Kram/NS-PKM-1296/36, 1996, Law on 
Environmental Protection and Natural Resource Management 
(18 November 1996) MOE 

環境保護の基本法。自然環境政策、国家・地域

環境計画、事業の環境影響評価、自然資源の管

理、モニタリング、情報収集・検査、住民参加、

罰則について規定している。 
2. 環境影響アセスメント手続きにかかる副法令 

No. 72 ANRK.BK, 1999, Anukret (Sub-decree) on 
Environmental Impact Assessment (EIA) Process (11 August 
1999) MOE 

IEIA/EIA の実施のための詳細なガイドライン
を規定し、環境アセスメントが求められる事業
を提示している。副法令は省庁の責任、EIA を
要する事業、EIA 手続き、事業承認の条件並び
に罰則で構成されている。 

3. IEIA/EIA 実施のための一般的ガイドライン   
No. 376 BRK.BST, 2009 Prakas(Declaration) on General 
Guideline for conducting IEIA1/EIA Reports, 2009 MOE 

IEIA及びEIA報告書作成のためのタイムフ

レーム、IEIA 及びEIAの手続きに必要な提出

書類等が規定されている。 
4. 水質汚染管理の副法令 

No.27 ANRK/BK/1999, Anukret (Sub-decree) on Water 
Pollution Control, 1999( April 6, 1999) MOE 

人の健康保護及び生物多様性の保全を確保し、

良好な水質を保全するため公共の水域での公

害の原因となる行為を制限している。 
5. 固形廃棄物にかかる副法令 

No.36 ANRK.BK. in 1999, Anukret (Sub-decree) on Solid 
Waste Management, 1999 MOE 

人の健康と生物多様性の保全の確保のために

固形廃棄物管理を規定している。 

6. 大気汚染と騒音障害の管理に関わる副法令 
No. 42 in 2000, Anukret (Sub-decree) on the Control of Air 
Pollution and Noise Disturbance, 2000 (July 10, 2000) 
MOE 

大気及び騒音の抑制、制限について規定してい

る。附表において排出の制限値、制限に対する

手順及び法的必要性の言及並びに汚染物質を

規定している。 
7. EIA審査とモニタリングにかかるサービス料金決定にか

かる環境省並びに経済財政省の共同省令 
No. 745 MEF/MOE 2000, Prakas (Joint Declaration) between 
MOE and MEF on Determination of Service Fee for EIA 
reviewing and Monitoring (20th October 2000) MOE 

環境サービスに関する料金について規定して

いる。料金はカテゴリに応じて決定される。 

8. 保護区域法 
No. 07 NS/RKM/2008, Protected Areas Law (Royal Decree 
No. NS/RKM/2008/007)MOE 

生物多様性の保全と自然資源の持続的利用の
ため自然保護地域の運営、保全及び開発を規定
し、11 章 66 条で構成されている。 

9. 保護区に関する省令 
No. 1033, 1994, Prakas (Declaration) on Protected Areas, 
1994 MOE 

自然区域の保護にかかる1993年11月の法令に

よる一連の行為を禁じている。 

10. 都、州環境局への事業開発にかかる意思決定における権

限移譲にかかる省令 
No. 230 in 2005, Prakas (Declaration) on the Delegation of 
Power of Decision-Making on Project Development to the 
Provincial Department of Environment, 2005 MOE 

自然区域の保護にかかる1993年11月の法令に

よる一連の行為を禁じている。 

11. MOE登録のローカルコンサルタント法人をIEIA/EIA報

告書の作成に雇用を義務付けた省令 
No.215 in 2014, Prakas (Declaration), Sep. MOE, May 2014 
MOE 

2016年1月時点、13法人がMOEに登録されてお

り、これらコンサルタントはIEIA/EIA報告書の

作成に欠かせない存在となり、今後登録が増え

ると思われる。 
出典: English Translation supplemented by JICA env. Profile 2013, Faolex, ADB (2014) Integrated Urban Environmental 
Management in the Tonle Sap Basin Project – Kampong Chhnang Urban Area Environment Improvements  
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(2) EIA 法令に係る事業 

副法令 No.72、No. 72 ANRK.BK, 1999, Anukret (Sub-decree)、 EIA 環境影響アセスメン

ト手続きにかかる副法令では、IEIA/EIA の実施のための詳細なガイドラインを規定して

いる。環境アセスメントが求められる事業は附表において提示されている。副法令は省庁

の責任、EIA を要する事業、EIA 手続き、事業承認の条件並びに罰則で構成されている。 

附表では本事業に関係し、(i) 全ての規模の廃棄物処理及び焼却行為、(ii) 全ての規模

の排水処理施設、(iii) ≧5,000 ha の排水施設を、EIA が必要な事業としている。また、副

法令では、洪水防止の堤、河川堤防及び地方道路については特に記述がない。 

本省令は、都及び州レベルの環境局が 2 百万 USD 未満の IEIA 及び EIA 報告書の審査

及び承認機関となることを規定している 

次図に示すとおり、事業実施者は最初に環境の申請書と報告書を中央の MOE または都

もしくは州の DOE 等の環境当局に提出する。当局による報告書のレビューの後、事業実

施者は報告書の修正または EIA としての追加調査を行わなければならない。環境調査が当

局の必要事項を充たした際に、報告書は都もしくは州環境局により承認され、さらに開発

評議会（Cambodia Development Council、以下「CDC」と記す。）または都、州の小委員会

による事業実施の承認が行われる。 

 
出典: Declaration on General Guidelines for Conducting Initial and Full Environmental Impact Assessment Reports, No.376 BRK.BST, 
2009 

図 R 2.2.26 国家事業レベルの IEIA/EIA プロセスのフロー 

(3) 本事業における IEE または IEIA の手続き 

本事業における IEE 又は IEIA の手続きは以下のとおりである。 

• 事業の実施機関（DPWT）は IEE 又は IEIA を準備する。 

• IEE 又は IEIA 報告書等環境許認可願い一式を MOE に提出する（都・州レベ

ルの場合は、都・州環境局に提出する。）。 
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• MOE は書類一式を審査し、必要なら IEE 又は IEIA 報告書の修正を求める。 

• 審査内容が妥当であるならば、MOE は事業の環境アセスメントは適当である

として“Approval（環境適合証明書）”を発行する。 

(4) 初期環境影響アセスメント（IEIA, IEE）の主義と手続きを担う関係機関 

MOE はカンボジア国の環境アセスメントの管轄官庁である。MOE（組織図は図 R 2.2.32

参照）内において、環境アセスメントレビュー局が手続きの担当となっている。 

MOE の監督の下、DOE が都における環境アセスメントの手続きを担っている。本事業

に関しては、MOE が主体で DOE は MOE のサポートすることになる。特に施工時におけ

る MOE の環境モニタリング支援が期待される。 

(5) カンボジア国の法制度と国際基準との乖離 

カンボジア国における環境影響評価制度については、JICA ガイドラインから大きく乖

離したところはない。一方で、影響評価の項目としてガイドラインに記述されている、事

故、地球温暖化、雇用や生活手段等地域経済、社会組織、既存のインフラ、貧困層、被害・

便益の偏在、地域内の利害、ジェンダー、HIV に対する影響については規定されていない。

また用地取得に関して法整備(土地収用法)がなされているが、詳細な手続きについての規

定（Sub-decree）は未だ規定されておらず、加えて生活再建を目標にした補償制度とはなっ

ていない。 相違点を「資料 7. JICA ガイドラインとの比較」に示す。 

2.2.3.1.4 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

カンボジア国からの本事業の要請は、都市部における雨水の排水網を改善するために、排水

管やボックスカルバートを敷設し、排水末端での排水機場や排水樋管を設置・建設工事を行う

ものであった。そのために、これら事業のコンポーネントによる住民移転が発生することがト

ルコーク地域において想定された。環境社会への影響を考慮し、移転住民数を極力減らす比較

検討を次表のように行った。 
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表 R 2.2.53 雨水排水における住民移転の環境社会配慮の代替案比較検討 

項目 
代替案 1 代替案 2 

プロジェクトなし トルコーク地域における 
雨水排水計画 1 

トルコーク地域における 
雨水排水計画 2 

排水施設
概要 

管路延長：2.5 km 
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ：1.9 km 
             0.6km 

排水樋管：3 箇所 
（要請内容：プロポーザルより） 

 

管路延長：8.4 km 
管路新設   ：7.0 km 
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ：1.4 km 
（提案内容） 

 
 
 

- 

暫定評定 －－－ －－ 適用外 

環
境
社
会
配
慮

 

自
然
環
境 

<排水路/排水管の整備> 
 トルコーク地域全体の総合排

水計画に変更はなく、正の影響
として、プロジェクトの実施に
より洪水被害が軽減すること
が期待される。 

<排水ポンプ場の増強/新設> 
 自然環境上特に重大な影響は

想定されない。  

<排水路/排水管の整備> 
 同左。 

 

現在の浸水による問題
が継続する。 

社
会
環
境 

<排水管と住民移転の整備> 
 既存の公道下への排水管及び

カルバートの敷設に伴って、渋
滞等の交通への影響が想定さ
れる。 

<排水ポンプ場の増強/新設> 
 新規のポンプ場の建設に伴い

追加的な用地(時として移転を
伴った)が必要となる。  

 実施地での土地価格上昇の可
能性がある。 

 道路の浸水により問題がなく
なり雨季の交通が容易となる。 

<排水樋管の建設> 
 排水樋管の建設に伴う約 20 軒

の家屋移転が生じる。 

<排水管の整備> 
 本計画では被影響住民世帯数を 2 軒

（住民移転地への移転はなし）と大
きく減少することができた。 

 既存の公道下への排水管及びカル
バートの敷設に伴って、渋滞等の交
通への影響が想定される。代替案 1
と同じ。 

<排水ポンプ場の増強/新設> 
 当初、新設排水機場（TK-3）案が提

案されたが、施設代替案比較検討結
果、ボックスカルバート案が選定さ
れた。 
（代替案-A；新規排水機場（TK-3）
＋排水管設置、と代替案-B；ボック
スカルバート案単独）。その結果、
排水効果性の検証、工事費・用地取
得費等の経済性の観点から、ボック
スカルバート案が選定された。 

現在の浸水による問
題が継続または悪化す
る。 
それらは； 
 排水整備対象として

取り残されている、
ワットプノン北側エ
リアやトルコーク地
域では依然として内
水被害が毎年発生し
ている。 

 急激な土地開発に
よって洪水防御の働
きを担ってきた水域
の面積が減少し、近
い将来、他の浸水の
原因となる可能性が
ある。 
 

公
害 

 <排水路/排水管の整備> 
 分離式の採用により排水は汚

水と分離して処理され、都の水
流がきれいになることが期待
される。 

<排水路/排水管の整備> 
 同左。 
 

既存の水路における
水質汚染は住民の感染
症等の健康被害の原因
となる可能性がある。  

注) 暫定評定(－－－:負の影響が大⇔－:負の影響が小) 
出典: JICA 調査団  
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2.2.3.1.5 スコーピング 

(1) 事業名称 

カンボジア国第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画 

(2) 環境カテゴリ及びその理由 

カテゴリ B （JICA） 

理由：「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）に掲げる影響を

及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくな

い影響は重大でないと判断されるため。 

(3) 環境及び社会への負の影響 

本事業により考えられる環境及び社会への負の影響を以下に示す。 

表 R 2.2.54 考えられる負の影響（1/2） 
No. 予想される影響 建設段階 運営段階 影響の内容 
Ⅰ－人の健康や安全への影響及び自然環境への影響 

1 大気汚染・粉塵の発

生 
B- D 排水管敷設、道路補修、土の埋戻しなどによって土埃

が発生する。 
建設後は道路改修により粉塵量は大きく減少する。 

2 悪臭 D D 建設段階、運営段階ともに悪臭に対する影響は無い。 
3 騒音 B- D 建設機械が騒音を発生する可能性がある。 
4 振動 B- D 建設機械が建設現場周辺に振動を発生させる可能性が

ある。 
5 事故 B- D 建設中の事故発生の可能性はある。 
6 表流水及び地下水の

水質 
D D 建設段階、運営段階ともに水質に対する影響は無い。 

7 排水系統の変更 B- B+ 新しい排水管を敷設するために既存排水管を切断、付

け替えする場合、いくらかの影響が発生することが予

想される。 
運営段階には、排水状況が改善される。 

8 土壌汚染 D D 建設段階、運営段階ともに土壌汚染の影響は無い。 
9 建設廃棄物・余剰土

処理 
B- D 建設段階に発生する廃棄物（現況ではアスベスト管は

使用されていない）及び余剰土は、適切な方法・場所

で廃棄する必要がある。施工監理が適切でない場合に

は、問題が発生する可能性がある。 
10 土壌浸食と斜面崩壊 D D 新しい排水管の敷設時に切土面崩壊が起きる可能性が

ある。 
11 植生及び伐採 D D 建設段階、運営段階ともに影響は無い。 
12 絶滅危惧種 D D 建設段階、運営段階ともに絶滅危惧種に対する影響は

無い。 
13 生物多様性 D D 建設段階、運営段階ともに生物多様性に対する影響は

無い。 
凡例： A +/-:  重大な正/負の影響が考えられる 
 B +/-:  ある程度の正/負の影響が考えられる 
 C : 正/負の影響程度は不明（将来調査が必要で、影響は調査により解決する可能性あり） 
 D: 影響の可能性はなし 
出典: JICA 調査団  
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表 R 2.2.55 考えられる負の影響（2/2） 
No. 予想される影響 建設段階 運営段階 影響の内容 

Ⅱ－社会配慮 
1 非自発的住民移転 B- D 工事予定地は全て公共用地であり、用地内に居住者は

いない。ただし、敷設する排水管路の末端部において

プロポーザル時に 20 軒を超える建物移転と用地取得

の必要が想定された。 
2 開発による社会イ

ンフラ・社会サービ

ス（観光、地下施設）

への影響 

B- B+ 工事予定地の一部は観光客が多く集まる場所であり、

若干の影響が予想される。 
本事業は浸水を軽減し、環境を改善することから、結

果的に観光産業の発展に寄与するものと考えられる。 
3 道路周辺の安全 B- D 工事中の道路周辺の安全性は、建設機械の稼動により

低下する恐れがある。 
4 道路交通・車輌運行 B- B+ 工事中の道路交通・車輌の運行は一時的に制限される

ことがある。 
運営段階では、浸水状況の改善に伴い、道路交通も改

善することが期待される。 
5 公衆衛生 D B+ 浸水や土埃の軽減は水因性疾病及び呼吸器系疾病を

減少するものと考えられる。 
6 HIV/AIDS 等の感染

症 
B- D 建設段階で労働者を多く雇用するため、感染症拡大の

可能性はある。 
7 生計・収入 B-, B+ B+ 排水管を敷設する道路沿いの商店・レストランは工事

期間中の道路閉鎖によって若干影響を受ける。一方、

地元民にとっては建設工事のための雇用機会が与え

られる。 
本事業は完成後、観光産業の発展とともに生計改善が

期待される。 
8 少数民族 D D 建設段階、運営段階ともに少数民族に対する影響は無

い。 
9 貧困 D D 建設段階、運営段階ともに貧困につながるような影響

は無い。 
10 雇用機会 B+ B+ 建設工事のための雇用機会が与えられる。 

また、運営段階では、排水改善に伴い観光を含む社会

経済活動が活発化され、雇用機会が拡大されることが

期待される。 
11 社会活動への参加 D B+ 運営段階には都内の浸水被害が軽減されるため、社

会・経済活動が促進される。 
12 文化・人類遺産 D D 建設段階、運営段階ともに文化・人類遺産に対する影

響は無い。 
凡例： A +/-:  重大な正/負の影響が考えられる 
 B +/-:  ある程度の正/負の影響が考えられる 
 C : 正/負の影響程度は不明（将来調査が必要で、影響は調査により解決する可能性あり） 
 D: 影響の可能性はなし 
出典: JICA 調査団  
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(4) 負の影響の軽減策 

考えられる主な負の影響に対する軽減策を以下に示す。これらの軽減策を施工計画及

び積算に反映させ、また建設工事の仕様書に明記するべきである。 

表 R 2.2.56 負の影響に対する軽減策（1/2） 
No. 予想される影響 建設段階 運営段階 軽減策 
Ⅰ－人の健康や安全への影響及び自然環境への影響 

1 大気汚染・粉塵の発

生 

B- D - 市街地の工事では粉塵を最小限とする対策が採用さ

れる。例えば、1) ダンプトラックで土砂を運搬する際

には、シートを被せる、2) ダンプトラックが土捨場な

どから公道に出る直前にタイヤに付着した土を取り

除く、3) 散水する、などが挙げられる。 

3 騒音 B- D - 低騒音型の機具（サイレント・パイラーやバイブロ

ハンマーなど）を採用する。 
- 住宅枢密地域では日中に工事を行う。 
- 工事中における住宅家屋一軒（排水機場 TK-1 近く）

の一時移転により事業の影響は大きく軽減される。 

4 振動 B- D -低振動型の機具（サイレント・パイラーやバイブロハ

ンマーなど）を採用する。 
-住宅枢密地域では日中に工事を行う。 
- 工事中における住宅家屋一軒（排水機場 TK-1 近く）

の一時移転により事業の影響は大きく軽減される。 

5 事故 B- D - 工事の第三者に事故を及ぼさないよう、工事区画を

フェンスで囲む。 
- 毎朝、全作業員に対して安全指導を行う。 
- DPWT、コントラクター、コンサルタントの合同によ

る安全パトロールを週一回実施する。 

7 排水系統の変更 B- B+ - 工事期間の一時的な下水管の不通は、排水ポンプや

切り回し管などにより対応する。 

9 建設廃棄物・余剰土

処理 

B- D - 埋め戻しに使用可能な発生土は、仮置き場に集めて

おく。  
- 一方、埋め戻しに適さない発生土は、指定された土

捨て場へ運搬して処分する。 
- 鋼製型枠など再度利用可能な仮設を極力採用する。 

10 土壌浸食と斜面崩

壊 

B- D - 排水管敷設のための掘削時、鋼矢板やトレンチシー

トなどで適切な仮設を設ける。特に地盤が軟弱な箇所

での仮設の設計・施工には留意する。 
凡例： A +/-:  重大な正/負の影響が考えられる 
 B +/-:  ある程度の正/負の影響が考えられる 
 C : 正/負の影響程度は不明（将来調査が必要で、影響は調査により解決する可能性あり） 
 D: 影響の可能性はなし 
出典: JICA 調査団  
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表 R 2.2.57 負の影響に対する軽減策（2/2） 
No. 予想される影響 建設段階 運営段階 軽減策 
Ⅱ－社会配慮 

1. 非自発的住民移転 B- D -敷設する排水管路ルートなどの再検討を行い、

排水路の末端部において 2 軒の建物移転と用地

取得に被害は最小軽減化された。一軒は、ボッ

クスカルバート敷設ルート上にある建物の移転

と用地取得である。もう一軒は排水機場（TK-1）
近くの住宅建物の工事中における一時移転であ

る 。 簡 易 住 民 移 転 計 画 案 （ Abbreviated 
Resettlement Action Plan、以下「ARAP」と記す。）

の作成が必要となる。 

2 開発による社会インフ

ラ・社会サービス（観光、

地下施設）への影響 

B- B+ - 市場、店舗、飲食店等の周辺では営業に影響

がないよう、店へのアクセスのための歩道等を

確保する。 

3 道路周辺の安全 B- D - 交通安全のための誘導や標識を行う。特に夜

間工事に留意する。 
- 交通安全のため、迂回路とその指示板を設定

する。 

4 道路交通・車輌運行 B- B+ - 交通量の多い路線で工事する際には、迂回路

を明確に計画する。 
- 交通安全のため、迂回路とその指示板を設定

する。 
- 幹線道路同士の交差点など、交通量の多い箇

所では夜間工事を実施する。日中は鋼製版を被

せて、平常の交通を復旧させる。 

6 HIV/AIDS 等の感染症 B- D - 作業員に対して適切な予防策を指導する。  

7 生計・収入 B-, B+ B+ - 市場、店舗、飲食店等の周辺では営業に影響

がないよう、店へのアクセスのための歩道等を

確保する。 
凡例： A +/-:  重大な正/負の影響が考えられる 
 B +/-:  ある程度の正/負の影響が考えられる 
 C : 正/負の影響程度は不明（将来調査が必要で、影響は調査により解決する可能性あり） 
 D: 影響の可能性はなし 
出典: JICA 調査団  

(5) 公聴会 

本事業のキックオフ会議が 2016 年 4 月 26 日にプノンペン都庁で行われた。JICA、プ

ノンペン都、DPWT など関係部局責任者、住民を代表する Sanghat や Khan の代表、警察

関係者など約 20 名が参加し、本事業の基本設計の開始が宣言された。会議において、事

業の内容、カンボジア国側の負担事項などが説明された。参加者や実施機関からの大きな

反対意見はなかった。 

また、本事業の準備調査の第一回現地調査段階において、JICA 調査団は環境社会配慮

調査の現地再委託調査の契約を現地コンサルタント会社（2 社：IEE・IEIA 調査と RAP 調

査）と結び、これら調査のタイトな工程等に対し、MOE への要求リポート作成への円滑

な対応を行った。これら 2 社の環境及び社会調査の公聴会をそれぞれ 2 回ずつ計 4 回実施

した。事業による影響を受ける人々への環境社会のステークホルダー会議の結果は、
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「2.2.3.1.11 ステークホルダー協議」に、また社会配慮の住民協議の結果は「2.2.3.2.10 

住民協議」に記述する。工事実施前には、公聴会を通して本事業の内容、各工事工程の詳

細が住民に説明される予定である。 

2.2.3.1.6 環境社会配慮調査の TOR 

前節にて検討したスコーピング案に関して、B 評価以上の項目について必要な事象の調査の

ための委託事項（Terms of Reference ：TOR）を下表に示す。 

なお、カンボジア国の法制度は、JICA 環境社会配慮ガイドラインに示す戦略的環境評価に

ついて特に求めていない。本事業では、早期の情報公開を通し、一連のプロジェクトフェーズ

段階、そして準備調査に係る情報のステークホルダーへの公開を行う予定である。 

表 R 2.2.58 IEE（IEIA）の TOR 
 項目 必要となる内容 情報源及び手法 

1 序言 • 事業概要: 事業背景の概略、事業の理由、事業地
の概要 

• IEIA（IEE）レポートの目的 
• 手法及び調査の目的:情報、必要な情報、情報収集 
• 手法、情報分析 

• 既存資料調査 
 

（人の健康や安全への影響及び自然環境への影響） 
2. 大気汚染・粉

塵の発生 
• 環境基準値の確認 
• 工事中の影響範囲の把握 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

3. 騒音・振動 • 環境基準値の確認 
• 影響範囲の把握 
• 工事中の影響範囲の把握 

• 既存資料調査 
• 現地踏査 
• 工事に対する情報収集及び確認  

4. 事故 • 交通安全対策 
• 交通法規、業界取組み 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

5. 排水系統の変
更 

• 工事期間中の一時的な排水管の不通や切回し • 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

6. 建設廃棄物・
余剰土処理  

• 埋戻し可能な土工材は、仮置き場にストックして
おく。 

• 埋戻しに不適な発生土は指定された土捨て場に運
搬し、適切に処分行う。 

• 鋼製型枠等は、再利用を適宜行う。 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

7. 土壌侵食と斜
面崩壊 

• 排水管敷設に伴う掘削面に対して、鋼矢板やトレ
ンチシートなど土留め機材等で適切な仮設を設け
る。 

• 特に軟弱な地盤や砂地盤に対する仮設の設計や施
工には留意する。 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

（社会環境） 
8. 非自発的住民

移転 
（住民移転・
用地取得） 

• Tuol Kork 地区の排水路管敷設工事において、2 カ
所の建物及び用地取得が必要となる。 

• 既存資料調査 
• 用地取得及び住民移転実施計画

(Land Acquisition and 
Resettlement Action Plan、以下
「LARAP」と記す。)調査に関す
る情報収集及び内容確認 

8. 開発による社会

インフラ・社会

サービスへの影

響  

• 交通安全対策 
• 交通法規、業界取組み等（必要なら仮設アクセス
の設置） 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

9. 道路周辺の安

全 
• 交通安全対策（交通安全のための誘導、標識の設
置、迂回路や掲示板の設置、交通整理人員の配置
など 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 
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 項目 必要となる内容 情報源及び手法 
10. 道路交通・車

両運行 
• 交通安全対策（交通安全のための誘導、標識の設
置、迂回路や掲示板の設置、交通整理人員の配置
など• 

• 交差点など、交通量の多い箇所では夜間工事も考
慮する。 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

11. HIV/AIDS 等
の感染症 

• 標記感染症に対する適切な予防策や啓発ガイダン
スを建設作業員に行う。 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

12. 生計・収入 • 商店舗、レストランなどの周辺においては、店へ
のアクセスに支障がないよう留意する。 

• 既存資料調査 
• 工事に対する情報収集及び確認 

13. 住民参加 
ステークホル
ダー会議 

• パブリックコンサルテーションの報告書 • ステークホルダー会議報告書 

（まとめ） 
14. 結論及び提言 環境社会経済的な影響を最小限にする環境影響評価

の結論 
実施機関との協議により暫定的な
対応策をまとめ提案をする 

 

2.2.3.1.7 環境社会配慮調査結果（予測結果を含む） 

前節で作成した TOR に従い作成した調査結果について下表に整理する。 

表 R 2.2.59 環境社会配慮調査結果 
影響評価 調査結果  
大気汚染 カンボジア国の環境基準及び 2014 年計測値を以下に示す。 

観測項目 CO NO2 SO2 TSP 
（単位） (mg/㎥) (mg/㎥) (mg/㎥) (mg/㎥) 

カンボジア国の基準 20 0.1 0.3 0.33 
2014 年観測値 3.87 0.071 0.027 0.169 

出典：MOE 
 
一方、2016 年に本事業対象地域で大気を計測した結果をベースラインの参考値として下表に示

す。 
 

Parameters Unit 
Cambodian  
Standards(i), 

 24h 

Measurement Results 
at Kunthak Bopha 

Hospital, Wat Phnom 
Northern. date July 20-21, 

2016 

at Gasoline (Tela) 
station Toul 

Kork, date July 
21-22, 2016 

Carbon Monoxide (CO) mg/m3 20(ii) 12.88 8.44 
Nitrogen Dioxide (NO2) mg/m3 0.1 0.028 0.025 
Sulfur Dioxide (SO2) mg/m3 0.3 0.022 0.018 
Total Suspended Particles 
(TSP) 

mg/m3 0.33 0.285 0.243 

PM10 mg/m3 - 0.149 0.126 
脚注:  There was heavy rain at 12:30 pm during measurement. 

(i) Sub-decree No.42, on Air Pollution Control and Noise Disturbance, Annex 1: Ambient Air   Quality Standard 
(ii) 8hs. average 

出典: JICA Survey Team, MOE’s laboratory, the IEIA report on Phase IV, 2016.  

騒音 • カンボジア国の騒音環境基準を以下に示す。 

• カンボジア国の MOE によれば、計測騒音データは全くない。 
公共施設・住宅地域における騒音の最大標準値 

No. 場所 

計測時間帯（dB） 
6:00-18:00 

(午前 6 時～
午後 6 時). 

18:00-22:00 
(午後 6 時～午

後 10 時). 

22:00-6:00 
(午後 10時～午前 6時). 

1. 閑静な地区  45 40 35  病院、図書館、学校、幼稚園 
2. 居住地区  60 50 45 
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影響評価 調査結果  
 ホテル、官公庁、住宅 
3. 商業・サービス業の混在地区  70 65 50 
4. 小規模工場と住宅の混在地区 Small  75 70 50 

出典: Sub-decree No.42 ANK/BK The Control of Air Pollution and Noise Disturbance, the Royal Government of Cambodia、2000 MOE 
 

• 参考値として、本事業対象域内における騒音の実計測値を下表に示す。 
 

騒音観測値（本事業対象域、2016 年） 
Time Cambodian Standard (*), dB(A) Result, dB(A) 

Station 1: at Kunthak Bopha, Wat Phnom Northern, date July 20-21, 2016 
Day      (6:00 - 19:00) 70 63-66 
Evening (19:00 - 23:00) 65 58-65 
Night    (23:00 - 6:00) 50 55-64 

Station 2: at Tela Station, Toul Kork date July 21-22, 2016 
Day     (6:00 - 19:00) 70 68-75 

Evening (19:00 - 23:00) 65 59-67 
Night     (23:00 - 6:00) 50 53-68 

脚注: (*) Sub-Decree on Air Pollution Control and Noise Disturbance, Annex 6: Maximum 
permitted noise in public and residential area, point 3 Commercial and service areas and 
mix. 
Refer to Table R 1.1.11 & Table R 1.1.12. 

出典: JICA Survey Team, MOE’s laboratory, the IEIA report on Phase IV, 2016. 
振動 • カンボジア国の振動環境基準はない。 

• カンボジア国の MOE によれば、計測振動データは全くない。  
• 本事業地域内において騒音の計測を行った。騒音ベースラインの参考として下表に示す。 

振動観測値（本事業対象域、2016 年） 
Time Japanese Standard (**), dB(A) Result, dB(A) 

Station 1: at Kunthak Bopha, date July 20-21, 2016 
Day    (6:00 - 18:00) 65 25-32 

Night    (23:00 - 6:00) 60 22-31 
Station 2: at Tela Station, date July 21-22, 2016 

Day    (6:00 - 18:00) 65 21-27 
Night   (23:00 - 6:00) 60 17-25 

脚注: (**) Environmental Quality Standard of Japan 
出典: JICA Survey Team, MOE’s laboratory, the IEIA report on Phase IV, 2016. 

水質 
(本事業の
スコーピ
ングには
含まれな
いが、将
来の施設
の維持管
理の参考
に関連す
る項目と
してここ
に記載す
る) 
 

DOE の水質モニタリング結果に基づき、Tonle Sap 川の観測値（2010 年～2013 年）

を下表に示す。 
Tonle Sap 川の水質モニタリング結果（最小値、最大値、平均値） 

位置  pH TSS BOD COD T-N T-P Cr6+ 
(-) (mg/l) (mgl) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Tonle 
Sap 
River 

最小 6.49 22.0 0.2 1.4 0.08 0.02 not  
detected 

最大 8.24 474.0 6.5 9.3 8.11 0.50 0.320 

平均 7.32 106.5 2.3 4.5 1.23 0.11 0.027 

基準値 6.5-8.5 <100 <10 - - - <0.005 

 
本事業は水質に直接影響するものではないが、カンボジア国 MOE の指示に基づき、事業完了後、

排水管吐口の汚水の水質をモニタリングすることを目的に事業前の水質ベースラインを観測する

こととした。 

排水汚水の観測値（本事業対象域、2016 年） 

No. Parameters Unit 
Results of River Water Test Results of Sewage 

Cambodian 
standard 1) R1=S1* R2=S2* Cambodian 

 standard 2) WW1=S3* 

1 pH  6-9 6.7 6.9 5-9 6.9 
2 Temperature 0C <45 36 29.3 <45 30.2 

3 Electrical 
Conductivity (EC) µS/cm - - 184 - 400 

4 Turbidity  NTU - - 8.75 - 22.60 
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影響評価 調査結果  

5 Dissolved Oxygen 
(DO) mg/L 2.0-7.5 1.68 5.89 >1 3.27 

6 Total Suspended 
Solid (TSS) mg/L 25-100 180 68 <120 77 

7 Biochemical Oxygen 
Demand(BOD5) mg/L 1.0-10 122.40 3.46 <80 38.90 

8 Chemical Oxygen 
Demand (COD) mg/L 1-8 0.94 - <100 ND (not 

detected)  
9 Oil and Grease  mg/l -  4.85 <15 7.84 

10 Nitrate  mg/l - 6.66 0.42 <20 4.69 
11 Phosphate (PO4) mg/l - 3.26 ND <6 0.35 
12 Total Coliform MPN/100 <5000 9.3x103 2.1x103 - 2.4 x104 

脚注: 1) Water quality standard in public areas for bio-diversity conservation for river, lake and reservoir. 
      2) Effluent standard for pollution sources discharging wastewater to public water area or sewer. 

Three (3) water sampling locations;  
*Sample code Location GPS point Remarks 
R1=S1 in front of water pumping 

station Wat Phnom 
X=491743; Y=1280024 Tonle Sap River 

R2=S2 Pres Komlong Station  X=492484 ; Y=1278920 Tonle Sap River 
WW1=S3 Existing sewage pipeline in 

front of Tela gas Station 
X=487712; Y=1280337 Sewage water in 

manhole along the main 
road 

Sampling and testing done on 15 July 2016. 
出典 JICA Survey Team, MOE’s laboratory, the IEIA report on Phase IV, 2016. 

事故 カンボジア国陸域交通法（2006）により、道路交通の秩序と安全の確保、人や動物の生命と環境

の保護、人の健康への影響や国家や国民の財産への損害の保護などについての規定がある。 
一方で、建設工事等に伴う交通サインなどの設置についての規定はないが、建設現場での追い越

し禁止事項がある。つまり、ドライバー側の危険回避に対する規定のみがある。 
排水系統
の変更 

再委託調査や現地の調査結果を含め、具体的な排水管敷設の施工計画及び設計の準備を行う。 

建設廃棄
物・余剰
土処理 

本事業の施工計画に則り、土捨て場や建設廃棄物の仮設置き場などの仮設計画案を適切に策定す

ること。 

土壌侵食
と斜面崩
壊 

排水路管を敷設する際、掘削面の土壌侵食や斜面崩壊を防止する必要がある。そのために本業務

を遂行するコントラクターは、適切な防止策を設けなければならない（詳細設計図書に明示する

こと）。 
移転・用

地収用 
Tuol Kork 地区の TK-1 排水機場近くの被影響世帯 2 軒がある。用地収用及び移転が必要。一軒は、

不使用の店舗で住人はいない。民地収用及び店舗の移転が生じる。2 軒目は住民の居る住宅で、

工事期間中の影響により建物の取壊しと復元が必要となり、建設完了後、住民は復元した建物に

て生活が可能である。現地再委託業務でこれら 2 軒の社会経済調査を実施済である。省庁間住民

移転委員会(IRC-MEF)及びプノンペン都が住民移転と用地取得に関する実施機関となる。 
HIV/AIDS
等の感染
症 

カンボジア国のエイズ拡散防止法（2002 年）では、国内における HIV/AIDS の拡散防止を目的と

した IEC（情報、教育、コミュニケーション）活動による正しいエイズ教育の普及、情報の公開

の場を設けている。同法において、National AIDS Authority による HIV/AIDS に関するガイドライ

ンの策定及び公開が義務づけられている。 
 

2.2.3.1.8 影響評価 

前節で実施した環境影響評価調査の結果を踏まえ、スコーピングにおいて実施した影響の考

察結果について再評価を行った。結果を下表に示す。 

表 R 2.2.60 影響評価の結果 

分類 No. 影響項目 

スコーピング 
時点の評価 

調査結果に基づく

評価 
評価理由 

工事前 
工事中 運用中 工事前 

工事中 運用中 

人への健

康や安全

への影響

1. 大気汚染 B- D B- D 工事中：建設機材の稼働により、一時的で

はあるが、大気質の影響が想定される。 
運用時：大気汚染を発生させる影響項目は

存在しない。 
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分類 No. 影響項目 

スコーピング 
時点の評価 

調査結果に基づく

評価 
評価理由 

工事前 
工事中 運用中 工事前 

工事中 運用中 

及び資源

環境への

影響 

2. 騒音・振

動 
B- D B- D 工事中：建設機材の稼働により、一時的で

はあるが、騒音・振動の影響が想定される。  
運用時：騒音・振動を発生させる影響項目

は存在しない。 

3. 水質 D D D D 工事中：水質悪化を引き起こす可能性はな

い。 
運用時：本事業の完了後は存在しない。な

お。乾季に下水が直接 Tonle Sap 川に排出さ

れることはない（インターセプター効果）。

雨季は合併式のまま排水管から流出され

る。 

4. 事故 B- D B- D 工事中：施工中の事故の発生、施工に伴う

交通規制、工事車両による交通事故の発生

などの可能性がある。 
運用時：運用時における事故の可能性はな

い。 

自然環境 

5. 排水系統

の変更 
B- B+ B- B+ 工事中：フェーズ III までの施工経験を踏ま

え、適切な施工管理計画に則った仮設工事

を行うことが可能である。 
運用時：排水状況は改善される。 

6. 建設廃棄
物・余剰
土処理 

B- D B- D 工事中：掘削土や余剰土の処理は、適切な

施工計画の下、埋め戻しや廃棄を行う必要

がある。 
運用時：本事業の完了後は、廃棄物・余剰

土処理は発生しない。 

7. 土壌侵食
と斜面崩
壊 

B- D B- D 工事中：フェーズ III までの施工経験を踏ま

え、鋼矢板やシートパイル等の適切な仮設

工事計画に基づく施工を実施するものとす

る。 
運用時：本事業の完了後は存在しない。 

社会環境 

8. 住 民 移

転・用地

取得 

B- D B- D 工事中：住民移転や用地取得が必要となる

建物・場所については、工事着工前に必要

な手続きを完了させておく予定。 
運用時：本事業において移設を想定する建

物には住人が居ないため、移転地に移る移

転住民は発生しない。 

9. 開 発 に よ

る 社 会 イ

ンフラ・社

会 サ ー ビ

ス へ の 影

響 

B- B+ B- B+ 工事中：工事中は道路交通等への影響が大

きい。 
運用時：本事業完了後は、浸水が軽減され、

環境を改善することから、観光等社会サー

ビスに寄与するものと考えられる 

10
. 

道路周辺

の安全 
B- D B- D 工事中：工事中の道路周辺は、建設機械の

稼働により安全性が低下することが予想さ

れる。 

11
. 

道 路 交

通・車両

運行 

B- B+ B- B+ 工事中：排水管敷設期間中は片側通行止め

によって交通往来が規制されるため、関係

機関の指示の基に適切な交通整理や車両運

行の徹底を図る必要がある。 
運用時：浸水状況改善に伴い、道路交通も

改善されることが期待できる。 

12
. 

HIV/AID
S 等の感

染症 

B- D B- D 工事中：大規模な工事は想定されないが、

カンボジア国ではエイズの感染が比較的高

いため、建設作業員の流入により、感染症

が広がる可能性がある。 



 

2-75 

分類 No. 影響項目 

スコーピング 
時点の評価 

調査結果に基づく

評価 
評価理由 

工事前 
工事中 運用中 工事前 

工事中 運用中 

13
. 

生計・収

入 
B-, B+ B+ B- B+ 工事中：排水管の敷設工事期間中、道路沿

いの住民のアクセスを阻害しないように努

める。 
運用時：本事業は完成後、観光産業の発展

とともに生計改善が期待される。 

14
. 

雇用や生

活手段 
B+ B+ B+ B+ 工事中：道路の公用地での排水管敷設工事

に際して、道路沿いの住宅や商業地へのア

クセスがほとんど阻害されることは基本的

にない。しかし、不便さに対しては、事前

の住民説明会にて適切な説明を行い、住民

の理解を得るようにする。 

15
. 

社会活動

への参加 
D B+ D B+ 本事業の運用時には都内の浸水被害が軽減

されることにより、社会・経済活動がさら

に促進される。 

Legend 凡例： A +/-:  重大な正/負の影響が考えられる 
 B +/-:  ある程度の正/負の影響が考えられる 
 C : 正/負の影響程度は不明（将来調査が必要で、影響は調査により解決する可能性あり） 
 D: 影響の可能性はなし 
 

2.2.3.1.9 緩和策及び緩和策実施のための費用 

本事業における環境影響に対する緩和策及び費用について下表に記載する。 

表 R 2.2.61 本事業における環境影響に対する緩和策 
No. 影響項目 緩和策 実施機関 責任機関 費用(US$) 
1. 大気汚染 - 現場で使用する建設機材の維持管理を適切に行

い、良好な状態を保持する。 
- 適切な施工計画に則り、機材の運転を稼働させる。 
- カンボジア国の排出基準に適合する機材を選定す

る。 
- 人口密集地であることを考慮し、土砂の運搬に際

しては可能な限り住宅地を避けるようにする。 
- 使用機材が適切に稼働し基準を遵守可能な状態か

どうか、適宜モニタリングを実施する。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

施工計画及

び施工上の

工夫による

対応のため、

費用不要 

2. 騒音・振

動 
- 夜間工事は極力避ける施工計画とする。やむを得

ない場合は、機材に防音カバーで覆うなどの防音

対策を施し、周辺住民への配慮をする。 
- 周辺住民から苦情があった場合には、工事を中断

し、事業者とコントラクターが対応策を協議する。 
- フェーズ III において騒音・振動に関するクレーム

が無かった建設機材の機種の使用を考慮する。 
- 監視項目を定め、法令順守の確認で適宜モニタリ

ングを実施する。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

3. 水質 - 建設機材の維持管理を適切に実施し、現場におい

て良好な状態を保持する。 
コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

施工計画及

び施工上の

工夫による

対応のため、

費用不要 
4. 事故 - 適切な工事用標識の配置により、交通車両の誘導

を行う。 
- 交通誘導員を配置し、工事区域周辺における道路

での通行車両の適切な誘導を行う。 
- 工事車両は速度制限を設け、事故防止に努める。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 
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No. 影響項目 緩和策 実施機関 責任機関 費用(US$) 
- 交通渋滞緩和のため、コントラクターは事業者や

警察と事前協議を行い、工事時間帯や時間の設定

などの緩和対策を講じる。 
5. 排水系統

の変更 
- 一時的な排水路管の水回しなどは、仮設工事とし

て適切な施工計画等にて検討する。 
コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

仮設費とし

て建設費に

含む 
6. 建設廃棄

物・余剰

土処理 

- 建設廃土材や余剰土の処理計画を適切な施工計画

に従って実行する。 
- 廃棄物の最終処分場での処分や、土捨て場の管理

等を適切に行う。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

7. 土壌侵食

と斜面崩

壊 

- 適切な施工計画の基、鋼矢板やトレンチシートパ

イル等を適切に使用し、土壌侵食や斜面崩壊など

を防止する。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

8. 建 物 移

転・用地

取得 

- 本事業において２軒の建物移転及び用地収用が発

生するが、移転地に移転する住民はいない。（再委

託業務で LARAP の調査を実施中。） 
- カンボジア国の法令（GDR-IRC-MEF）及び JICA
環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月）に従い、

対象家屋や土地の用地取得及び家屋移転を適切に

対処するものとする。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

9. 開発によ

る社会イ

ンフラ・

社会サー

ビスへの

影響 

- 本事業の排水管敷設の工事中において、住宅や商

店などへのアクセスに支障が生じないように配慮

を行う。 
- 必要ならば、仮設アクセス等の設置を行う。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

10. 道路周辺

の安全 
- 交通安全のための誘導や標識の設置を行う。特に

夜間の工事に留意する。 
- また、迂回路とその指示板を設定する。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

11. 道 路 交

通・車両

運行 

- 交通量の多い路線で工事を行う際には、迂回路を

明確に計画する。またその指示板を設定する。 
- 必要ならば交通量の多い交差点においての工事に

際しては、夜間工事を実施する。日中は適切な鋼

製板を被せるなど、平常の交通を復旧させる。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

12. HIV/AID
S 等の感

染症 

- 作業員に対して適切な予防策を指導する。 コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

コントラク

ター自身に

よる対応の

ため費用不

要 
13. 生計・収

入 
- 工事中により、生計・収入に影響が発生しないよ

うアクセス等の設置を行う。 
コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 
14. 雇用や生

活手段 
- 道路の公用地での排水管敷設工事に際して、道路

沿いの住宅や商業地へのアクセスがほとんど阻害

されることは基本的にない。しかし、不便さに対

しては、事前の住民説明会にて住民への適切な説

明を行い、理解を得るようにする。 

コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 

15. 社会活動

への参加 
- 運用時には本事業により都内の浸水被害が軽減さ

れるため、社会・経済活動が促進される。 
コントラ

クター 
DPWT 
-PPCC 

建設費に含

む 
 

2.2.3.1.10 環境管理計画・モニタリング計画（実施体制、方法、費用など） 

次表にモニタリング計画案を示す。 
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表 R 2.2.62 モニタリング計画案 
環境項目 項目 地点 頻度 参照基準 責任機関 費用 

工事前（WP：ワットプノン北側エリア、TK：トルコーク地域） 
騒音・振動 騒音・振動レベ

ル 
2 地点 
（TK:1 地点、

WP:1 地点） 

一回 カンボジア国 
環境基準法 

再委託業者 本協力準備

調査で実施

済み 
大気質 CO, NO2, SO2 - - カンボジア国 

環境基準法 
MOE 
既往調査文

献 

- 

水質（現況の

下水及び河

川等より採

水） 

排水基準 10項目
(*1) 

3 地点（TK:1
地点、サップ

川排水箇所:2
地点） 

一回 カンボジア国 
環境基準法 

再委託業者 本協力準備

調査で実施

済み 

工事中（WP：ワットプノン北側エリア、TK：トルコーク地域） 
大気質 CO, NO2, SO2 2 地点 

（TK:1 地点、

WP:1 地点） 

毎月 カンボジア国 
環境基準法 

コントラク

ター 
建設費に含

む 

騒音・振動 騒音・振動レベ

ル 
 毎月 カンボジア国 

環境基準法 
コントラク

ター 
建設費に含

む 
水質 排水基準 10項目

(*1) 
3 地点（TK:1
地点、サップ

川排水箇所:2
地点） 

毎月 カンボジア国 
環境基準法 

コントラク

ター 
建設費に含

む 

廃棄物 コンクリート・

残土処理等が適

切に処理されて

いるかの確認 

各工事現場

処理場 
毎月 カンボジア国 

環境基準法 
コントラク

ター 
現場踏査に

よる確認の

ため不要 

生態系 
(動植物相) 

工事計画におけ

る貴重な動植物

の有無の確認 

工事実施地

点周辺の動

植物 

一回 カンボジア国 
環境基準法 

コントラク

ター 
建設費に含

む 

雇用・生活手

段等の地域

経済 

工事現場周辺付

近の企業、商店

の営業活動 

各工事現場 一回 
（現場毎） 

JICA ガイド

ラ イ ン (2010
年) 

コントラク

ター 
現場踏査に

よる確認の

ため不要 
交通状況（既

存の社会イ

ンフラや社

会サービス） 

交通阻害の発生

の有無について

現場の視察を行

う。 

工事実施地

点への接続

道路、またそ

の周辺 

週一回、ま

たは現場の

移動毎 

カンボジア国 
陸域交通法 

コントラク

ター 
建設費に含

む 

HIV 感染症に対する

基礎的知識や対

応方法の講習に

関する実施状況 

工事現場付

近あるいは

飯場付近 

週一回、ま

たは現場の

移動毎 

カンボジア国 
HIV 拡散防止

法 

コントラク

ター 
コントラク

ターの自社

負担のため

費用不要 
労働環境 安全管理講習や

作業安全喚起の

実施状況 

工事現場付

近あるいは

飯場付近 

週一回、ま

たは現場の

移動毎 

カンボジア国 
労働法 

コントラク

ター 
コントラク

ターの自社

負担のため

費用不要 
事故 事故の発生の有

無に関する現場

の視察 

工事現場地

点 
週一回、ま

たは現場の

移動毎 

カンボジア国 
労働法 

コントラク

ター 
コントラク

ターの自社

負担のため

費用不要 
運用時 
水質 排水基準 10項目

(*1) 
3 地点（TK:1
地点、サップ

川排水箇所:2
地点） 

半年毎（運

用開始後 1
年間） 

環境基準 
（カンボジア

国）、 

DPWT-PPCC 建設費に含

む 

(*1)排水基準 10 項目：pH, turbidity, conductivity, TSS, DO, BOD5, NO3, PO4, total coliform, oil & grease 
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2.2.3.1.11 ステークホルダー協議 

JICA 調査団は、現地調査段階においてプロジェクトに関する IEIA に関するステークホル

ダー協議の実施をカンボジア側へ要請し、カンボジア側はステークホルダー協議を 2 回実施し

た。以下にそれらの概要を示す。 

表 R 2.2.63 プノンペン都におけるステークホルダー協議（Stakeholder Meeting：SHM） 
の概要 

開催日時 
開催場所 

対象者 
内容 結果 本事業おける対応 

The First 
Stakeholder 
Meeting 
(SHM) 
Grand total 
numbers of 
participants 

Male=41 
Female=54 

Total= 95 
 
場所： 
KhanWat 
Phnom 
Sangkat Srah 
Chork 
日時： 
2016 年 
7 月 29 日 

Male=11 
Female=14 

Total=25 
 
Village 10 
8 月 1 日 
Village 8,  
Sangkat Wat 
Phnom  
8 月 3 日 
Village 10 

Male=7 
Female=8 
Total= 15 

 
場所： 
Khan Toul 
Kork 
Sangkat 
Boeungkok I 
8 月 5 日 
Village 8 

Male=13 
Female=22 

Total= 35 
8 月 8 日 
Village 4 
Sangkat 
Boeuugkok II  
8 月 10 日 
Village 6 
8 月 11 日 
Village 26 

Male=10 
Female=10 

Total= 20 

Khan Wat Phnom 
Sangkat Srah Chork 
Total 25 participants were joined in 
the meeting, comprising local 
authorities, JICA Survey Team, and 
14 women local people in the 
Project area. 
  
Sangkat Wat Phnom 
Total 15 participants were joined in 
the meeting, comprising local 
authorities, JICA Survey Team, and 
8 women local people in the Project 
area. 
 
Khan Tuol Kork 
Sangkat Boeungkok I 
Total 35 participants were joined in 

the meeting, comprising local 
authorities, JICA Survey Team, 
and 22 women local residents in 
the area 

 
Sangkat Boeungkok II 
Total 20 participants were joined in 
the meeting, comprising local 
authorities, JICA Survey Team, and 
10 women residents in the area 
 
Local governments : 
29/7/2016: Sangkat Sras Chork 
- 1st Deputy Chief of Sangkat 
- Chief of village 10 
- Member of Village 8 
- Member of Village 11 
02/8/2016 
Sangkat Boeung kok I (BKK1) 
- Chief of Sangkat, BKK1 
- Chief of village 8, BKK1 
- Chief of Village 4, BKK1 
Sangkat Boeung kok II (BKK2) 
- Chief of Sangkat 
 
03/8/2016 
Director Department of Women 
Affair Phnom Penh 

 
04/8/2016 
Director Department of Planning of 
PPCC 

• Description of the background of the 
Japan Grant Aid/ JICA Project and its 
current situation with 3 phases since 
2001, Phase 1 to Phase 3. 

• Necessity of Phase 4 . 
 

• For public notice, it is informed that 
the measurements of air quality, 
noise/vibration and water quality 
start in July 2016 in the Project area. 

 
• Questions and Answers : 
• 本事業を歓迎する。一方で、影響

は最小限にとどめて欲しい。 
• 早期の事業実施を進めて欲しい。 
• 掘削中は、近辺の住民への安全性

に気を配って欲しい。 
• また、管の埋設後、速やかに埋め

戻して欲しい。 
• 工事中の交通の渋滞や住民の安全

のために、早く開削工事を終えて

欲しい。 
• 地元住民の JICA 事業への希望と

して、住民の下水路を事業の排水

路に接続して欲しい。 
• 事業の工事を開始する前に、事前

の情報を住民に開示して欲しい。 
 

本事業の影響につい

ては、施工中の緩和策

を講じることにより、

負の影響を最小限に

低減する対策を講じ

る。 
特に排水暗渠の施工

時において、鋼板によ

る掘削場所のカバー

や、住宅・商業施設へ

のアクセスを確保す

ることで影響を最小

限に抑える計画であ

る。また、廃棄物への

対応、清掃については

コントラクターへの

指示を徹底する。 
 

The Deputy Governor, PPCC • Welcome speech by the Governor. 本事業の影響につい
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開催日時 
開催場所 

対象者 
内容 結果 本事業おける対応 

Second 
SHM 
 
場所： 
Phnom 
Penh 
Capital Hall 
 
2016 年 11
月 24 日 
Numbers of 
participants 

Male=14 
Female=2 
Total= 16 

 

DPWT-PPCC 
DOE-PPCC 
DOP-PPCC 
DOWRAM-PPCC 
DLMUPC-PPCC 
Administration Division-PPCC 
Urbanization Division-PPCC 
Waste Management Division-PPCC 
Chiefs of Local Authorities 

• Introduction and objectives of the 2nd 
public consultation 

• Necessity of Phase IV Project  
• Presentation on the draft IEIA/IEE 

results  
• Discussion and comments by 

participants and related government 
offices on the draft IEIA report. 

• Discussion on the negative impacts 
on the proposed Phase IV Project.  

• Conclusion and closing remarks 
 

• Questions and Answers : 
- 本事業の工事現場において、下水管敷

設工事を適切に完了して欲しい。 
- 建設を行うコントラクターは詳細な工

事計画を立て、地元住民に適切に説明

すべきである。工事の場所、期間、作

業時間、作業内容などである。 
- コントラクターはカンボジア国の法規

に従った工事をすべきであり、国内の

環境法規にも準拠すべきである。 
- 一般住民の侵入防止・事故防止のため

に工事現場を囲い、必要な交通標識や

迂回路を設けるべきである。 
- コントラクターは MOE の騒音・振動

の法規を遵守すべきである。 
- コントラクターは、掘削土の運搬処理

車両（トラック）の管理を徹底すべき

である。前のフェーズの実施において、

掘削土の処理運搬中に、掘削土が道路

に残っていたりした。残土処理の運搬

には気を使って欲しい。 
- 観光地である Wat Phnom 地区では、現

場における工事車両の管理に十分注意

を払って欲しい。 
- また、本事業対象地区における樹木の

取り扱いは十分注意してほしい。 
- コントラクターは、作業員がトンレ

サップ川に廃棄物を投棄しないよう指

導してほしい。 
- Chaktokmuk 地区や Toul Kork 地区にお

いて下水臭があるため下水処理場を提

案したい。 
- （DPWT からの回答）トンレサップ川

沿いには地下貯留槽を設け、排水管路

からの雨水排水のピーク流量を一部

カットして貯留し、ポンプ排水容量を

軽減する目的を持っている。また、各

排水機場にはごみを集積除去する除塵

スクリーン設備があり DPWT が維持

管理している。さらに、プノンペン都

では機場の排水管システムとして、乾

季において現在、サップ川に放流され

ている汚水を遮集する遮集管を Wat 
Phnom 北側地区に計画設計する。雨季

において汚水は雨水とともにサップ川

に放流する。 
- （質問の回答）本事業主体はプノンペ

ン都であり、DPWT-PPCC は実施機関

である。 

ては、以下の施工中の

緩和策を講じること

により、負の影響を最

小限に低減する対策

を講じる。 
• 施工時における騒

音・振動について

は、必要に応じて機

材に防音カバーで

覆うなどの防音対

策を施し、周辺住民

への配慮を行う。 
• 万一、周辺住民から

苦情が生じた場合

には工事を中断し、

事業者とコントラ

クターが対応策を

協議する。 
• 過去のフェーズに

おいて騒音・振動に

関するクレームが

無かった建設機材

の機種の使用を考

慮する。 
• 監視項目を定め、法

令順守の確認で適

宜モニタリングを

実施する、などによ

り、影響を最小限に

抑える計画である。 
• 土捨て場の管理を

適切に行い、廃棄物

への対応、清掃につ

いてはコントラク

ターへの指示を徹

底する。 
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第 1 回公聴会（地域住民） 

2016 年 8 月 8 日、ボーエンコック 2 地区 
第 2 回公聴会（関係機関） 

2016 年 11 年 24 日、プノンペン都庁 
写真 R 2.2.5 環境社会配慮の公聴会の様子 

 

2.2.3.2 用地取得・住民移転 

本事業では、トルコーク地域の排水改善システム整備に伴い、最大で約 20 世帯の住民移転

が想定されていたが、現地調査の結果に基づき排水施設の構成を検討し直した結果、被影響世

帯は 2 軒（うち１軒は空き店舗であり居住者はいない）に軽減された。また、これら被影響世

帯の住民移転地への移転は行われず、1 箇所の用地取得と一軒の工事中における一時移転のみ

とすることができた。 

住民移転・用地取得についてはカンボジア国の住民移転制度に沿い、かつ JICA 環境社会配

慮ガイドラインに沿った手続きが必要性であることを説明し、合意を得た。本調査の現地再委

託により、簡易住民移転計画案の作成を行い、簡易住民移転計画の作成支援を行った。 

2.2.3.2.1 用地取得・住民移転の必要性 

事業の実施に伴い発生すると想定される住民移転については、「2.2.3.1.4 代替案の比較検討」

において記述したとおり住民移転数の最小化を図った結果、影響軒数を約 20 軒から 2 軒とす

ることができた。ボックスカルバート敷設期間中に一時的な住民移転が 1 軒生じるものの、本

事業における恒久的な住民移転は生じない。本事業における被影響住民の住民移転地への恒久

的な移転は行われず、金銭等の補償・手当以外に生活再建策や移転地の整備は不要となった。 

ワットプノン北側エリアにおける排水管敷設及び排水機場 No.6 の建設は、全て公用地

（Right-of-Way、以下「ROW」と記す。）内において工事の実施が可能である。一方、 トルコー

ク地域においても、排水施設の敷設は道路の管理者用地内（ROW）での実施が可能であるが、

一部、排水機場（TK-1）近くの民間地の被影響世帯が２軒生じた。一軒は民地の収用及び店舗

建物の撤去であり、もう一軒は排水機場（TK-1）直前のボックスカルバート敷設工事現場に隣

接する一般住宅であり、住宅建物への工事の影響を緩和のために、住宅住民の安全確保のため

の一時移転の補償補填である。次表に本事業によって生じる用地取得及び住民移転の結果を纏

める。 
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表 R 2.2.64 本事業における用地取得と移転 
本事業 

対象地域 
用地取得 

住民移転 
排水管／カルバートの敷設 地下貯留槽 排水機場 

ワットプノン

北側エリア 
ROW ROW ROW 住民移転

なし 

トルコーク地

域 

ROW 及び 2 軒の被影響世帯（AH-1,2） 
- AH-1：民間用地の収用（約 63 ㎡) と鉄骨 2 階建

造りの建造物撤去 
- AH-2：工事期間中の一時的な土地借用、安全な

場所への住民の一時避難移転及び建物の取壊し

と再建の補償 

なし なし AH-2 の住

民は工事

期間中に

一時的に

移転する。 

 

2.2.3.2.2 用地取得・住民移転に係る法的枠組み 

(1) 法制度 

住民移転と用地取得に関する法体制は次表に示すとおりである。 

表 R 2.2.65 住民移転と用地取得の法制度 
No. 法令 内容 
1. 土地法 

NS/RKM/0801/14, 2001, Land Law (August 30, 2001) 
本法は土地所有権の保護、土地の分配と管理

について規定している。個人・公共の所有権、

所有権の取得、個人所有権の体制、所有権の

形態、証人としての不動産使用、地籍簿、罰

則及び最終規定の 8 項目で構成されている。 
2. 不使用地の課税にかかる省令 

No. 224 in 1996 Ministry of Economy and Finance, Prakas 
(Declaration) on Collection of Tax on Unused Land (1996) 

本省令は下記に属さない課税対象となる不

使用地を定義している。 

3. 国有地管理にかかる省令 
No. 118 in 2005, Anukret (Sub-decree) on State Land 
Management (2005)  

本副法令は国有地管理の枠組みを規定して

おり 11 章、33 条で構成されている。 

4. 国有並びに公共企業の財産の再分類にかかるガイドライ

ンと原則の提供にかかる勅令 
Royal Decree NS/RKT/0806/339, 2006, on Provisional 
Guidelines and Principles Regarding the Reclassification of 
State Public Properties and of Public Entities (8 August 2006) 

本勅令は、国家と法的企業の公的財産の移転

に関わる原則と経過規定を定めている。 

5. 国有並びに公共企業の財産の再分類にかかる規則と手続

きにかかる副法令 Anukret (Sub-decree) No. 129/ANK.BK, 
2006 on Rules and Procedures for Reclassification of State 
Public Properties and Public Entities (2006) 

本副法令は首相によって署名され国家公有

地の変更（再分類）には 2006 年の勅令に従

うこととなっている。 

6. 土地収用法  
No. NS/RKM/0210/003, Expropriation Law (February 26, 
2010) 

本法はカンボジア国における公共インフラ

施設の建設、改修及び拡張のための原則、機

能、補償及び手続きを定義している。 
7. 国有地の違法占拠に関する通達 

Circular (Letter) No. 02 S.R 2007, related to illegal 
occupation of state land (February 22, 2007) 

本通達は国有地内の不法占拠者の対応に関

わる原則的方針を規定し、土地法 (2001) を
補足している。 

8. 都市部、市街地における違法建築物の贈与に関する通達 
Circular (Letter) No. 03 SR 2010, Circular on Settlement of 
illegal construction on state land in cities and urban areas 

本通達は国有地における不法な建築物対策

を目的としている。 

9. 無秩序な土地の不法占拠取締りに関する省令 
Sechkdey Prakas (Declaration) No. 06 BRK 1999 on the 
Measure of Eliminating Anarchical Land Encroachment 

本省令は土地の不法占拠に対して政府機関

が取るべき対策を提示している。 

10. 開発事業における住民移転実施の手続きに関する通達 
Circular (Letter) No. 06 SR 2015 on Procedure to Implement 
Resettlement of Development Projects 

本通達は A.事業実行可能性調査段階、B.移転

計画実施段階、C.移転計画実施後段階で必要

な実施機関の活動を提示している。 
出典: 「プノンペン都下水・排水改善プロジェクト、ファイナルレポート、2016 年 12 月 JICA」 
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(2) 用地取得に係る法的枠組み 

民有地の用地取得は、土地収用法（2010）に従う。用地取得のフローを次図に示す。同

法の 22 条において規定されているように補償額は収用事業の宣言の発行日における市場

価格または再取得価格を基に決定される。市場価格または再取得価格は、収用委員会に

よって指名され独立した委員会または機関によって決められる。収用法（2010）は、カン

ボジア国における公共のインフラ施設の建設、改修、拡張に関連した私有財産の収用のた

めの原則、仕組み、補償及び手続きを定義している。収用委員会は中央政府のレビュー、

承認に供するため収用事業プロポーザルを作成する。同法の 22 条において規定されてい

るように補償額は収用事業の宣言の発行日における市場価格または再取得価格を基に決

定される。市場価格または再取得価格は、収用委員会によって指名され独立した委員会ま

たは機関によって決められる。 

また、政府の事業の場合、収用手続きは法律に従って実施される。収用委員会は経済財

政省からの代表が長を務め、他の関係省庁の代表によって構成される。収用委員会は、都・

州または市の首長が長を務め、関連する特別専門局の代表によって組織される。 

 
出典: Ministry of Economy and Finance (MEF), 2012, Basic Resettlement Procedure 

図 R 2.2.27 土地収用のフロー 
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(3) 住民移転に係る法的枠組み 

プロジェクトにより住民移転が発生した場合、実施機関であるプノンペン都は、経

済財政省に対して、住民移転対応方針を検討する省庁間住民移転委員会

（Inter-ministerial Resettlement Committee、以下「IRC」と記す。）の設置を要求する。

住民移転の法的な流れを図 R 2.2.28 に示す. 

IRC とプノンペン都は、本事業の住民移転に関して密接に連携を取ることが要求さ

れ、また間連機関であるプノンペン都内の都住民移転委員会―作業部会（Municipality 

Resettlement Sub-Committee、以下「MRSC-WG」と記す。）や省庁間の省庁間住民移転

委員会―作業部会（IRC-WG）を設置し、住民移転の解決を図る。 

ARAP の準備や実施については、DPWT は事業実施ユニット（Project Implementation 

Unit、以下「PIU」と記す。）を設け、IRC のガイダンスの下、経済財政省（Ministry of 

Economy and Finance、以下「MEF」と記す。）の住民移転総局（General Department of 

Resettlement、以下「GDR」と記す。）と連携し合うことになる。GDR は IRC の幹事役

として動き、IRC は ARAP の承認を行う。 

 
出典：JICA Survey Team, the ARAP report on Phase IV, 2016. 

図 R 2.2.28 住民移転のフロー 
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2.2.3.2.3 用地取得・住民移転の規模・範囲 

(1) 事業に影響を受ける建物及び用地 

事業に影響を受ける民地及び建物は、ワットプノン北側エリアにはなく、トルコーク地

域における被影響世帯 2 軒のみである。これら 2 軒の用地及び建物の写真を写真 R 2.2.6

に、また社会経済調査の概要を表 R 2.2.66 から表 R 2.2.72 に示す。2 軒の被影響世帯建物

のうち、一軒は空き店舗で居住者はいない。この建物の撤去と民地の収用が必要になる。 

もう一軒は、建設中の排水機場（新 Toul Kork 1 排水ポンプ場）手前において、埋設ボッ

クスカルバート敷設工事現場に隣接する住宅建物であり、工事の影響を受ける。このため、

工事期間中はできるだけ近くの安全な場所に住宅住民の仮移転を行い、工事が完全に完了

し、住宅の再建後に再入居するという一時移転による補償補填である。 

  

  
315 通りと 608 通り交差点にある空き家 

（本事業にて土地収用予定） 
TK-1 排水機場付近にある家屋 

（プロジェクト期間中の一時移転）  
写真 R 2.2.6 事業の影響を受ける土地及び建物 

 
  

 
St.315 

St.608 

St.608 

ボ ッ

ク ス

カ ル

バ ー

ト 建

設 予

 

St.608 

ボ ッ

ク ス

カ ル

バ ー

ト 建

設 予

 

プロジェクト期間

中一時移転となる

家屋。工事完了後に

再建する。 
土地収用が必要と

なる建屋。 

ボックスカルバート

建設予定路線。 
 

ボックスカル

バート建設予

定路線。 

プロジェクト期間中一時移転

となる家屋。工事完了後に再

建する。 
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図 R 2.2.29 土地収用計画 平面図 

 
図 R 2.2.30 土地収用計画 断面図 (A-A) 

(2) 財産・用地調査 

本事業で必要となった被影響世帯 2 軒の社会影響調査について、再委託調査を通して影

響資産調査及び社会経済調査を実施した。財産・用地調査の結果を次表に整理する。 

Affected House to 
be relocated during 
construction. 
工事中の一時的

な移転対象家屋 

プロジェクト期間中一

時移転となる家屋。工

事完了後に再建する。 
 

土地収用が必要となる家屋

（空家） 
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表 R 2.2.66 民間住宅地及び建物の補償調査結果 
No. 住所 土地 建物 移転/移動 備考 

AH-1 Khan Tuol 
Kork, Sangkat 
Boeung Kak II, 
Village 8 

民間住宅地取得: 63m2 鉄骨 2 階建て造

り等 
この建物の住

民は居ないた

め、住民移転は

生じない 

土地・建物

譲渡につい

て世帯主と

交渉段階 
AH-2 Khan Tuol 

Kork, Sangkat 
Boeung Kak II, 
Village 8 

ボックスカルバート敷設

期間中における影響回避

のために、隣接する建物

の一時移転補償補填
(105m2) 

工事中の住宅建

物の一時移転（取

壊しと工事完了

後の再建築）補償 

一時的（約 2 か

月）に安全な場

所に移転する

移動補償補填 

土地・建物

の世帯主と

賃貸交渉段

階 

脚注：Based on the socio-economic survey of the AHs, lands and structures in 2016. 
Under the Phase IV Project, there is no resettlement of affected persons. 

出典：JICA Survey Team, DPWT-PPCC, the ARAP report on Phase IV, 2016. 

(3) 財産・用地調査及び社会経済調査 

本事業で発生する被影響世帯の用地・財産調査及び社会経済調査を行い、その結果を下

表に整理した。調査項目は基本的な人口、教育と識字率、雇用、消費財等である。 

被影響世帯数は 2 世帯のみで、1 軒（AH-1）では現地に居住しておらず、もう 1 軒

（AH-2）では 7 人が居住している。以下、これら 2 軒の被影響世帯について述べる。 

表 R 2.2.67 被影響世帯における居住者数 

被影響世帯 
(AH) 

居住者数 (人) 
備考 

計 男性 女性 
No. % No. % 

AH-1 4 1 25.0 3 75.0 空き家であるため、所有者の情報 
AH-2 7 5 71.4 2 28.6 工事期間中の一時的な移転 
合計 11 6 54.5 5 45.5  

 
また夫婦は識字率 100％で、小学校と中学校に通う子供達が居る。 

表 R 2.2.68 被影響世帯の識字率 

被影響世帯 (AH) 
識字率 

男性(%) 女性(%) 
AH-1 100.0 100.0 
AH-2 100.0 100.0 
合計 100.0 100.0 

 
被影響世帯の生活状態を知る指標として、収入と支出の状況を以下に示す。2 世帯

の平均値としての月収は USD1,750 で、月の支出は USD1,240 である。 

表 R 2.2.69 被影響世帯の主な収入源 

項目 
合計 AH-1（4 名） AH-2（7 名） 

人 % 人 % 人 % 

賃金/給料 4 36.4 1 25.0 3 42.9 
ビジネス/商売 3 27.3 0 0.0 3 42.9 
家賃/土地代収入 2 18.2 1 25.0 1 14.3 
合計 9 81.8 2 50.0 7 100.0 
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表 R 2.2.70 被影響世帯の平均収入 

項目 
年収 (USD) 

AH-1 AH-2 合計 % 
賃金/給料 3,000.00 26,400.00 29,400.00 70.00 
ビジネス/商売 0.00 3,600.00 3,600.00 8.60 
家賃/土地代収入 6,000.00 3,000.00 9,000.00 21.40 
合計 9,000.00 33,000.00 42,000.00 100.00 

平均被影響世帯収入 (USD) 
21,000.00 （平均年収） 

 1,750.00 （平均月収） 

 

表 R 2.2.71 被影響世帯の平均支出 

項目 
年経費 (USD) 

AH-1 AH-2 合計 % 
食料 (米、飲料水、魚、肉、野菜、香辛料) 5,400.00 3,600.00 9,000.00 30.24 
交通費 1,200.00 2,400.00 3,600.00 12.10 
教育費 (教科書代、教師代、給食代) 120.00 300.00 420.00 1.41 
健康 (薬代、治療費) 120.00 1,500.00 1,620.00 5.44 
社交費 NA 300.00 300.00 1.01 
借金 0.00 14,400.00 14,400.00 48.39 
税金 210.00 210.00 420.00 1.41 
その他   0.00 0.00 0.00 0.00 
合計 7,050.00 22,710.00 29,760.00 100.00 

平均年間支出 USD 14,880.00 

平均月間支出 USD  1,240.00 
    

カンボジア国内において、自転車は地方の一般的な乗り物として使われ、バイクは

都市部で多く使われている。携帯電話は便利な家庭機器として多くのカンボジアの一

般家庭で所有されている。 

被影響世帯の資産を調査した結果を下表に示す。被影響世帯では、自動車、バイク、

自転車、携帯電話、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビを所有している。資産の概算

合計金額の 1 世帯あたりの平均値は USD22,275 である。 

表 R 2.2.72 被影響世帯の資産額 
項目 AH-1 AH-2 合計 金額 (USD) 

自動車  1 2 3 40,000.00 
バイク  0 2 2 1,000.00 
自転車  0 1 1 50.00 
携帯電話  2 6 8 1,500.00 
エアコン 1 3 4 700.00 
冷蔵庫 1 1 2 300.00 
テレビ 1 4 5 900.00 
洗濯機 0 1 1 100.00 

合計 44,550.00 
1 世帯当たりの平均 22,275.00 

 

全ての被影響世帯主は本事業の実施に合意している。一時的な移転の対象となる家屋の

世帯主は工事前の一時移転実施を望み、現在の居住地の近隣への一時移転を希望している。 
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(4) 社会的弱者 

損失資産調査（Inventory of Losses、以下「IOL」と記す。）によれば、カンボジア国の

社会的弱者に該当する本事業被影響者の高齢の世帯主（66 歳）（Affected Household、以下

「AH」と記す。）が一名いる。 

2.2.3.2.4 補償支援の具体策 

(1) 損失補償 

(a) 損失補償の内容 

土地（私有地）や建物等の全体または部分的な損失、住民移転の交通費、移転住民手

当、遠隔地手当、賃貸費用、失業手当、事業工事に伴う一時的な影響（工事中の資産へ

の影響、インフラ施設への影響）がある。 

(b) カット・オフ・デイト 

第一回ステークホルダー・ミーティング（開催日：2016 年 6 月 24 日）において、実

施機関である DPWT-PPCC によって出席者全員にカット・オフ・デイト（2016 年 6 月

24 日）が伝えられた。 

(2) 生活再建策 

本事業における被影響住民は 2 軒のみである。ひとつは元店舗だった空きの構造物の撤

去と用地収用であり、現時点で被影響住民は他の地域に住んでいる。もう一つは工事期間

中の影響を考慮した住民及び住居の一時的移転である。したがって、被影響世帯の移転地

への住民移転や住民の生活再建策は行われない。一時的に移転する被影響住民には金銭等

の補償・手当が IRC から支払われるため、ここでは生活再建策や移転地の整備は不要とな

る。なお、一時移転の間、被影響住民世帯（家主と賃借人）は現在の住宅の近くに仮住ま

いを構えることを予定し、それぞれ現在の仕事を続ける予定である。現在、家主は小売業

と家主業を、また賃借人は勤め人である。 

(3) 移転地 

上記(2）に示したとおり、本事業においては住民移転地への被影響住民の移転は行われ

ず、生活再建策や移転地の整備は不要となる。 

(4) エンタイトルメント・マトリックス 

本事業のエンタイトルメント・マトリックスを次表に整理する。 
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表 R 2.2.73 エンタイトルメント・マトリックス 

No. 損失のタイプ 該当者 権利 実施課題 責任機関 
A. 土地への影響 
 公用地 

1. 
 

住宅地・商業

地での部分的

影響 

公用地内の

住宅・出店の

所有者 

- これらの所有者は

公有地からの立ち

退きが適用され、現

金補償はない。 
- 公用地内に新規の

構造物設置は許可

されない。 

- 事業によって土地収用する日付

で、工事開始の少なくとも 90 日前

に、現場からの立ち退きを通知。 
- IRC は工事開始予定の最低 30 日

前に、有資格被影響世帯が補償・

補填費を受領したことを確認す

る。 
- 残された ROW は公用地である。 

MEF 
PPCC 

 ROW の外側（民有地） 
2. 民 地 の 損 失

（全種類）；一

部又はすべて

の民地 

民地の所有

権を証明で

きるすべて

の被影響世

帯 

被影響世帯は2つのオ

プションがある。 
- 土地対土地の等

価交換の交渉（代

わりの土地との） 
- 市場価格の再取

得価格に基づく

現金補償水準 

- 被影響世帯は、事業によって土地

収用する日付で、工事開始の少な

くとも 90 日前に、現場からの立ち

退きを通知される。 
- IRC は工事開始予定の最低 30 日

前に有資格被影響世帯への補償・

補填費の支給を確認する。 
- IRC は、事業によって影響を受け

る土地の権利証を被影響世帯が分

けたり変えたりすることを支持す

る。手続きの費用は政府が払う。 

MEF 
PPCC 

B. 構造物の損失 
1. 家屋或いは店

舗の損失；一

部又はすべて

損失 

被影響世帯

全員がカッ

ト・オフ・デ

イトを確認

すること；事

業に影響地

域に住んで

居るか、商売

をしている

か、資産の権

利を有して

いるか。 

- 減価償却率を考慮

しない、市場価格の

再取得価格に基づ

く現金補償水準（即

ち現地建設資材の

現在費用と労賃） 
- 被影響世帯は交通

費支給の資格があ

る（C 項目）。 

- 被影響世帯は、事業によって土地

収用する日付の場所で、工事開始

の少なくとも 90 日前に、現場から

の立ち退きを通知される。 
- 被影響世帯は、少なくとも建設開

始の 30 日前に現金補償を受け取

り、十分な時間を持って家屋や生

活の準備を行う。 
- 例え家屋構造が住むのに十分では

ないとしても、補償は家屋全体に

対して支払われ、また被影響世帯

は他の手当も得る資格はある。 

MEF 
PPCC 

  賃貸者 賃貸者は下記の手当

受給資格がある。 
- 交 通 費 ／ 移 動 費 

USD200 
- 混乱手当 
- 一 式 現 金 支 援

（USD300） 
- 仕事目的の家賃は、

C.4 の移転中の仕事

の収入の一時的な

損失に相当 
- AH の要望に応じ

て、地方自治体が借

家（家主）を紹介 

- 被影響世帯は、事業によって土地

収用する日付で、工事開始の少な

くとも 90 日前に、現場からの立ち

退きを通知される。 
- IRC は全ての手当の支払いが建設

開始の少なくとも 30 日前になさ

れることを保証する。 
- 被影響世帯は賃貸家屋又は店舗が

一度限りの交通費の支給がある。 
- 賃借人には混乱手当が出る。 

 

2. その他の構造

物（玄関、長

い庇、祠、フェ

ンスなど） 

被影響地域

内での居住、

営業、及び資

産の所有権

を有するこ

とが、IOL 調

査とAH調査

- 償却又は回収材料の

控除無しの再取得価

格の現金補償 

- 被影響世帯は、事業によって土地

収用する日付で、工事開始の少な

くとも 90 日前に、現場からの立ち

退きを通知される。 
- IRC は全ての手当の支払いが建設

開始の少なくとも 30 日前になさ

れることを保証する。 

MEF 
PPCC 
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No. 損失のタイプ 該当者 権利 実施課題 責任機関 
期間中（カッ

ト・オフ・デ

イトまでの

期間）に確認

された AH。 
C. 手当と援助 
1. 交通手当（移

動） 
AH は家屋を

移転 
- 他の village に移る

USD 500 
- 家屋の所有者には一回限りの交通

費が支給される。 
- 残った ROW は公用地である。 

MEF 
PPCC 

影響する店

舗 
- 店舗 USD 250  

2. 弱者手当 
 

弱者 AH - 一 回 現 金 支 援

（USD150/AH） 
- 前述の様に、土地の無い AH が移

転する場合、無償で土地の権利を

得られる。 

MEF 
PPCC 

3. 混乱手当 移転店舗 - 一回払い支援に相当

の 3 か月分店舗家賃
USD 1,500. 

- 手当は補償と同時に支払われるべ

き 
MEF 
PPCC 

賃貸用の移

転 AH 
- 一回払い支援に相当

の 3 か 月 分 家 賃
USD750. 

 

4. 移転中の一時

的な収入損失 
移転する店

舗の所有者 
- 一時払い現金支援

（USD300） 
 MEF 

PPCC 
5. 一時的な移転

手当（移転中

の家賃補償） 

工 事 中 に

よって一時

的に移転す

る住宅の所

有者（AH-2）. 

- 家賃 800 USD/月 
- AH-2 の所有者は工

事期間・家屋の取壊

し及び復元に要す

る期間に応じて補

償が行われる期間

の権利を有する。こ

では仮に 12 か月間

とした。 

IRC は工事開始少なくとも 60 日前

に手当の支払いを受けることを確

認する 

MEF 
PPCC 

D. 工事中にコントラクターの都合・過失により生じる一時的な影響 
1. 工事中の影響

資産（コント

ラクター都合

による借地・

借家等） 

資産の所有

者 
- 資産損失の場合は、

資産を再取得する

ための現金補償 
- 借地・借家の場合は

賃貸料。工事後、所

有者に返却 

PPCC 及び DPWT-PPCC はコントラ

クターに下記の遵守を指示する。 
- 工事の影響を最小限に抑える。 
- 契約により定められた用地内で工

事を行う。 
- 工事中に影響・損傷を与えた施設

を修理・復旧する。 
- 工事の影響期間を最小に留める。 
- 工事完了後用地を元の状態に復元

する。 
PPCC 及び DPWT-PPCC は工事によ

る左記の影響の有無を監視し、必要

に応じて、コントラクターに契約に

従って補償費を負担するよう指導

する責務を負う。 

PPCC 
DPWT-PPCC 
コントラク

ター 

2. 個人又は地域

社会のインフ

ラの損害（家

屋、側壁、側

溝、排水路等） 

所有者 - 損害の修理、或いは

その修理費用（再取

得価格）の支払い 

PPCC 
DPWT-PPCC 
コントラク

ター 

Notes: the entitlements adopted in the above table were guided by the applicable national laws and regulations and JICA 
Guidelines. 
出典：JICA Survey Team 
 

上記のエンタイトルメント・マトリックスに基づき、被影響世帯の資産や手当等をまと

めた結果が次表である。 
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表 R 2.2.74 被影響世帯の資産や手当等をまとめた結果 

No. 居住者

数 影響資産 影響面積 資産額 
(US$) 

手当て(US$) 
合計 
(US$) 交通 弱者 混乱 収入 

損失 
一次 
移転 小計 

AH 
-1 

4 人 鉄骨 2 階

建て構造 
192.0m2 22,154 250 - 1,500 - - 1,750 23,904 

  商業用地 63.0m2 

(US$2,600/m2) 
163,800 

 
- - - - - - 163,800 

AH 
-2 

7 人 3 階建て

家屋 
87.1m2 19,198 250 150 750 - - 1,150 20,348 

  2 階建て

家屋 
69.3m2 32,086 250 - - 300 9,600 10,150 42,236 

合計 237,238 750 150 2,250 300 9,600 13,050 250,288 
注）上記の合計額は事務手続き費、外部モニタリング費、予備費を含まない。 
 

2.2.3.2.5 苦情処理メカニズム 

ARAP の実施に関連して、被影響世帯主の苦情については、関係者間の意見の一致を目的に

交渉を通して進められることになる。不平の取り扱いについては、最後の手段として法廷に持

ち込まれる前に、次の 3 つの段階を通して進められる。都と苦情処理委員会（Grievance Redress 

Committee、以下「GRC」と記す。）は、苦情と不平の解決に要する全ての行政及び法的な費

用を負担することになる。 

(1) 第一段階、Sangkat Level 

苦情・不満を持つ被影響世帯主は、Sangkat リーダーのところに相談に来る。Sangkat

リーダーは 15 日以内に被影響世帯主の不満を解決する行動方針を決めるべき会議を開

催する。参加者は、Sangkat リーダー、Khan 事務所の MRSC-WG 代表者、そして被影響

世帯主である。Sangkat リーダーは全ての苦情についての文書化と保存に対して責任があ

る。もし 15 日以内に決着しない場合は、被影響世帯主の不満は Khan 事務所に引き継が

れる。 

(2) 第二段階、Khan Office 

Khan 事務所においても 15 日以内に決着できるよう話し合うことになる。もし決着し

ない場合には、事務所は次の段階として都の苦情処理委員会に持ち込むことになる。 

(3) 第三段階、プノンペン都苦情処理委員会（Municipality Grievance Redress Committee：

MGRC） 

都知事或いは副知事が議長を務める都苦情処理委員会において、不満・苦情を検討す

るとともに詳細計測調査（Detailed Measurement Survey、以下「DMS」と記す。）の再考

を行う。苦情の提出から 30 日以内に、委員会は決着を文書にて示し、その複写をプノン

ペン都と IRC に提出しなければならない。 
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(4) 最終段階、法廷手続き 

MGRC が下した結論に異議を唱える場合、ARAP の行動方針に則り、委員会は都検

察官の参加を求め、被影響世帯主に対して都の法廷の行政手続き申請に入らなければな

らない。都の法廷において訴訟に持ち込んでそして決着がされない場合、上級裁判所に

持ち込まれ、GOC は当法廷の決定を履行することになる。 

2.2.3.2.6 一時的住民移転の実施体制 

本事業の実施により工事中の一時的住民移転（一軒）が発生するが、これに対して、前掲の

図 R 2.2.28 の住民移転の法的な流れに示すとおり、実施機関であるプノンペン都は経済財政省

に対して、住民移転対応方針を検討する IRC の設置を要求する。経済財政省内の IRC とプノン

ペン都は、本事業の住民移転に関して密接に連携を取ることが要求され、また間連機関である

プノンペン都庁内の MRSC-WG や IRC-WG を設置し、住民移転の解決を図る。ARAP の準備

や実施については、都公共事業運輸局は PIU を設け、IRC のガイダンスの下、MEF の GDR と

連携し合うことになる。GDR は IRC の幹事役として動き、IRC は ARAP の承認を行う。 

図 R 2.2.31 に GDR を含む MEF 全体の組織図を示す。GDR は 2016 年 5 月より住民移転局

（Department of Resettlement、以下「DR」と記す。）から名称を変更し、約 30 名の職員を有し

ている。GDR は 5 つの部から構成され、総務部（人事、行政、財政、法律、計画等）、内務・

データ管理部（苦情処理、渉外、公聴等）、住民移転部-１、-2、-3（事業実施に伴い影響する

被影響世帯の土地、資産、建物、権利等を解決する部署）がある。 

一方、一時的住民移転を含む IEIA/IEE は、本事業実施を適切かつ効果的に進めるための礎に

あたるものである。IEIA/IEE 報告書は実施機関のプノンペン都及び DPWT-PPCC によって承認

されるとともに、MOE の環境影響評価局により今年末までに承認される予定である。MOE は、

国の環境資源の保護や強化について、また環境被害を軽減するための環境影響評価や、大気質

と水質汚濁管理、そして固形物ごみ管理に関する様々な副法令を実施する法的権限を持ってい

る。そのため、MOE は、環境関連法規の作成と環境政策の実施、環境アセスメントの推進、

公共用水域・天然資源の保護、公共用水域の水質調査を行っている。MOE は 2016 年 1 月に新

庁舎に移り、2016 年 5 月現在、省全体の職員数は 600 名を超えている。組織図を図 R 2.2.32

に示す。 

事業実施段階のモニタリング計画案は表 R 2.2.62 に前掲したが、本モニタリング計画案は

DPWT-PPCC が中心となって実施管理することが望ましい。大気汚染や騒音振動のモニタリン

グに関しては、MOE と連携して観測データの相互検証を実施すべきである。 
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出典：MEF の組織図 

図 R 2.2.31 住民移転総局（GDR）を含む経済財政省（MEF）の組織図 
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出典：MOE 

図 R 2.2.32 環境省（MOE）の組織図 

2.2.3.2.7 実施スケジュール 

IEE/IEIA 及び ARAP の再委託調査の結果を踏まえて、事業全体工程と IEE/IEIA や ARAP の

用地取得・建物移転に要する実施スケジュールを示す。 
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脚注：MOE : Ministry of Environment, DPWT-PPCC : Department of Public Works and Transport, Phenom Penh Capital City,   
IEE : Initial Environmental Examination, IEIA : Initial Environmental Impact Assessment 

図 R 2.2.33 本事業の環境社会配慮の実施計画 

本事業の詳細設計の期間中、DMS と再取得価格調査（Replacement Cost Survey、以下「RCS」

と記す。）の更新は IRC-WG の管理のもとに実施される。都の MRSC-WG と関連自治体と

の協力において、IRC-WG が DMS を行なう。RCS は IRC が雇用した独立した機関によっ

て更新され、それに基づき IRC が補償額を算出し政府に予算配分を要求する。 

また、DMS の間に公聴会が開かれ、本事業の情報小冊子が IRC-WG により被影響世帯に

配布される。苦情処理システムの手順や構造も DMS の前に設置される。補償費は事業開始

の少なくとも 30 日前に支払われる。外部モニタリングは、ARAP 実施の上記の段階中に実

施される予定である。AH の土地収用と住民移転が開始されるのは、ARAP が IRC と JICA

により再検討され承認されてからである。下表に ARAP の更新と実施に向けた様々な関連活

動を示す。 

表 R 2.2.75 住民移転行動計画の予定表 
行動計画 予定 

Submission of Draft ARAP to PPCC/JICA  Sep. 2016 
Review of ARAP by IRC Nov. – Dec. 2016 
Submit letter for setting IRC&IRC WG Jan. 2017 
Setting up IRC & IRC WG Jan. 2017 
DMS process Feb. 2017 
Updating ARAP Feb. – Mar. 2017 
Submit updating ARAP to JICA  Apr. 2017 
Contract making process May 2017 
Compensation process Jun. 2017 
Internal Monitoring (Submission of Quarterly Progress Reports) Jan. – Dec. 2017 
External Monitoring Jan. – Jun. 2017 
Post-evaluation Nov. 2017 
Start of Civil Works* Dec. 2017 
注：*There is no resettlement impact in the Phase IV. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Preparatory Survey for Outline Design (Phase IV)

1.1 Process of "Approval" from the MOE

(Environmental compliance certificate)

1.2 Environmental and Social Considerations

(1) Initial Environmental Examination (IEE /IEIA) Report

(2) Stakeholder Meetings/Public Consultations  1st SHM  2nd SHM

1.3 Sub-contractings 

1) Survey Works DFR

2) Submittal of Report FR

1) Survey works DFR

2) Submittal of Report FR

2 Implementation Schedule of the Project (Phase IV) E/N

2.1 Approval by the Japanese Cabinet Council (E/N) G/A

2.2 Grant's Agreement (G/A) with JICA

2.3 Contract for Consultant

2.4 Detailed Design (D/D) including Preparation of Tender Documents

2.5 Tendering & Contract for Contractor

2.6 Construction Works ( 3 years)

2.7 Environmental & Social Monitoring

Notes: MOE (Ministry of Environment), DPWT (Department of Public Works and Transport) - PPCC (Phnom Penh Capital City) 
IEE : Initial Environmental Examination,  IEIA : Initial Environmental Impact Assessment

(1)  Initial Environmental Impact Assessment (IEIA) Survey

(2) Abbreviated Relocation Action Plan (ARAP) Survey

Item Activity

Calendar Year

2016 2017 2018 2019 2020

MOE

Submittal of IEIA (IEE) Report
"Approval" given by MOE

PPCC,
DPWT-PPCC

Submittal of IEIA (IEE) Report
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2.2.3.2.8 費用と財源 

用地取得・住民移転は MEF が管理するカンボジア政府の資金で賄われる。ARAP の実施

費用は事業費の一部になっている。用地取得・住民移転費は 2016 年 6 月に行った IOL と

RCS 調査結果に基づいて見積もられた。 

(1) 財源の流れ 

IRC は MEF に用地取得・住民移転に必要な補償費用を要請する。補償費用は、プロ

ジェクトの事業主（本事業ではプノンペン都）の財政担当局に振り込まれる。被影響

世帯主には地区長を通して補償費の支払いの予定や資格条件などについて通知され、支

払いは現金で行われる。また、該当する地域の公共施設（自治会センター、学校、寺

など）にも分配されることもある。 

(2) 補償単価の更新 

RCS は、本事業の協力準備調査において住民移転費の見積もりの単価として地元の

コンサルタントによって実施された。被影響世帯への補償は 2017 年の予定なため、実

施された RCS は、DMS と並行して影響資産の現況市場単価は見直されることになる。 

(3) 移転見積り費 

再取得価格調査及び資産調査による本事業準備調査の移転見積もり費用は、下表の

とおり約 30 万ドルである。なお、移転費用は DMS や RCS に基づき更新される。 

表 R 2.2.76 住民移転見積額 

No. 項目 単位 数量 単価 
(US$/Unit) 

金額 
(US$) 

A  土地       163,800.00   
1 Commercial land  m2 63.00 2,600.00 163,800.00 
B  建物・家屋       73,438.00   

2 店舗 LS 1.00 - 22,154.00  
3 工事期間の部屋賃貸料 LS 1.00 - 19,198.00  
4 工事期間の家賃料 LS 1.00 - 32,086.00  
C  手当       13,050.00 

5 交通費 LS 1.00 750.00 750.00 
6 迷惑料 LS 1.00 2,250.00 2,250.00 
7 特別手当 AH 1.00 150.00 150.00 
8 一時移転期間の収入損出 AH 1.00 300.00 300.00 
9 家賃貸料 month 12.00 800.00 9,600.00 

小計       250,288.00 

10 Administrative cost (5%) LS - - 12,514.40 
11 External monitoring LS - - 12,000.00 
12 Contingency (10%) LS - - 25,028.80 

合計       299,831.20 
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2.2.3.2.9 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム 

本事業の環境モニタリング体制は、実施機関の都公共事業運輸局が建設の各段階（準備、

建設と操業）において、表 R 2.2.62 に基づいて実施する。同表に示すモニタリング費は事業

費の中に含まれている。 

モニタリングフォームは、「2.2.3.3 その他」に示されているとおり。 

2.2.3.2.10 住民協議 

本事業の住民協議の参加者は、都域内の Khan/District, Sangkat/commune や village の職員、

住民、都公共事業運輸局の職員である。 

(1) 住民移転計画の参加型活動 

下表は、ARAP 作成における参加型活動のまとめと実施機関や関連機関の責任につ

いて整理した。 

表 R 2.2.77 ARAP における参加型活動 
事業過程段階 参加型活動 出力 責任機関 

準備・予備段階 

DPWT-PPCC による事業説明 
. 

事業の目的、計画、社会への影

響、移転について 
PPCC/DPWT and 
Consultant (JICA 
Survey Team) 

IOL の実施、AH センサス、社会

影響調査、見返り価格 
 

IOL、被影響世帯のセンサス、

RCS 調査等の ARAP への整理 
 

Consultants (JICA 
Survey Team), assisted 
by local authorities and 
DPWT of PPCC. 

事業移転政策に関する協議

（IRC-GDR, 事業管理ユニット

（Project Management Unit、以下

「PMU」と記す。）-PPCC and 
PIU-PPCC） 

社会的影響と移転政策について

IRC との協議 
事業の正及び負の影響、負の影

響の軽減の仕方の協議 

Consultant (JICA 
Survey Team) 

ARAP, 事業情報小冊子（Project 
Information Booklet、以下「PIB」
と記す）の提出（PMU-PPCC, 
PIU-DPWT, IRC-GDR and JICA 
for review） 

ARAP, PIB の提出（PMU-PPCC, 
PIU-DPWT, IRC-GDR and JICA 
for review） 

Consultant (JICA 
Survey Team) 

 

(2) ARAP 準備の公聴会 

2 回に渉る住民移転計画の公聴会を実施した。 

表 R 2.2.78 本事業における住民移転計画の公聴会 
No. 都 Khan/Sangkat 会場 日時 参加者 

第 一 回 目

公聴会 
Public Consultation Meeting before cut-off date (1st Sangkat SHM（Stakeholder Meeting）) 

Phnom Penh 
Khan Tuol Kork 
- Sangkat Boeung Kak 2 

Sangkat Boeung 
Kak 2 center 

24 June 2016 
at 8:30 am 

Male=13 
Female=12 

Total= 25 
第 二 回 目

公聴会 
Public Consultation Meeting after cut-off date (2nd Sangkat SHM（Stakeholder Meeting）) 

Phnom Penh 
Khan Tuol Kork 
- Sangkat Boeung Kak 2 

Sangkat Boeung 
Kak 2 center 

27 September 
2016 
at 8:30 am 

Male=20 
Female=11 

Total= 31 
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第一回目公聴会 

参加自治体機関の紹介後、PIU/DPWT の代表による本事業の背景や事業による正負

の影響について説明が行われた。すべての参加者に対してカット・オフ・デイト（2016

年 6 月 24 日）の意義が説明されて、全体討論が行われた。結果を下表に示す。 

表 R 2.2.79 公聴会での質問と回答（1st Sangkat SHM） 
質問 回答 

1. 事業実施内容について 
質問―参加者（男性）：排水施設は、

人口増加や都市化に何年頃まで対応

可能なのか？ 

回答―DPWT-PPCC: 排水施設は 2035 年頃まで対応可能であると推定

される。 

質問―参加者（男性）：IOL 調査は

いつから始まるのか？ 
回答―DPWT-PPCC: 調査は 2016年 6月 25日から開始予定である。カッ

ト・オフ・デイトは 2016 年 6 月 24 日である。その日以後は、補償を受

け取る資格がないということである。 
2. 暫定道路幅について 
質問―参加者（女性）：建設中の排

水機場(TK-1)入口において、事業は

両隣の住宅に影響を与えるのか？ 

回答―DPWT-PPCC: 計画では、排水流れに向かって左側の住宅に影響

を与える 。工事中における建物の一時移転と工事後の住宅の再建が必要

になり、事業において被影響世帯主にその補償費は支払われる。 
3. 補償について 
質問―参加者（男性）：財産・資産

への影響についてはどのようになる

のか？ 

回答―DPWT-PPCC: 補償については、MEF の GDR が中心となる

GOC/IRC によって支払われる。資産や住民移転に多くの経験を有する独

立した機関が査定し、市場価格での見積りとなる。JICA は建設費のみを

供与する無償事業を行っている。補償は、GOC と JICA の合意に基づい

た政府の事業の補償政策に従い進められる。 
4. 苦情処理について 
質問―参加者（男性）：もし移転実

施に問題が生じたら、誰が私たちを

助けてくれるのか？ 

回答―DPWT-PPCC: GRC というものが、事業実施の間設置され、相談

に乗ってくれる。GRC は 3 つの段階があり、Sangkatレベル、Khan レベ

ル、都レベルである。（最後は法廷） 
 

 
First Sangkat SHM - Cut-Off-Date announcement (24th June 2016) 

写真 R 2.2.7 第一回目公聴会の様子 

 

第二回目公聴会 

PIU/DPWT の代表による司会で、公聴会の目的（事業内容の普及と事業の影響について）、

参加自治体機関の紹介、PIU/DPWT による本事業の背景や事業による正負の影響について

再度説明が行われた。すべての参加者に対して、再度カット・オフ・デイト（2016 年 6

月 24 日）の意義と IOL の内容説明、2 軒の影響家屋（AH）と補償費の説明、苦情処理な

どについて、全体討論が行われた。結果を下表に示す。 
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表 R 2.2.80 公聴会での質問と回答（2nd Sangkat SHM) 
質問 回答 

1. 事業実施内容について 
質問―参加者（男性）： i)道端や住宅

入口の現状復元、ii)工事中における住

民への影響軽減して欲しい。特にプノ

ンペン水道公社(PPWSA)とカンボジア

電力公社(EDC)の供給サービスを継続

できるようにしてほしい。 

回答―DPWT-PPCC:  
工事は国際的な基準に基づき実施される。特に、日本人専門家が常駐

しているのでその点について安心して欲しい。また、水道や電気の供

給に関する問題が発生した場合、PPWSA や EDC が早急な修理をする

よう要請する。住民の方の事業実施への協力をお願いしたい。特に住

民の方の DPWT-PPCC のスタッフへの協力を強くお願いしたい。 
質問―Sangkat チーフ、Boeung Kak 2
（男性）：前回のフェーズの工事の際、

幾つかの問題があったので、確認した

い。 
例えば、道端や住宅入口の復元、水道

管の破損、電線の切断など。本事業の

コントラクターには、より注意深い配

慮をお願いしたい。 

回答―Deputy Governor, Khan Tuol Kork： 
私は、建設事業や、移転政策及びガイドラインの実施において国際的

基準を遵守しているすべての JICA 事業について、信頼している。  

2. 補償について 
質問―参加者（女性）：影響する土地の

補償額は平米当たり幾らか？ 
回答―DPWT-PPCC:  
補償額については市場価格に基づいているので、事業実施段階におい

て最終額は決定される。事業は 2017 年に実施されるので、2017 年の

市場価格で土地の値段は計算される。2016 年の現行価格は補償の市場

価格ではない。 
影響する財産・資産の補償単価は、財産資産評価に詳しい独立した機

関によって算定される。 
JICA は無償資金建設事業を提供し、補償費は IRC/MEF で代表される

カンボジア政府(GOC)によって支払われる。補償については、GOC と

JICA 間で同意された事業補償政策に則って行う。 
 

 
The Second Sangkat SHM (27th September 2016) 

写真 R 2.2.8 第二回目公聴会の様子 

2.2.3.3 その他 

2.2.3.3.1 モニタリングフォーム案 

(1) モニタリング計画案 

事業の実施に伴う環境への影響評価や負の影響については、その軽減策をモニタリング

していくことが必要である。次表に環境モニタリングの内容、責任機関、モニターの流れ

を示す。 
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表 R 2.2.81 建設段階の環境社会モニタリング計画 
カテゴリ 内容 責任機関 報告 

継続モニタ

リング 
 

工事中における環境影響の自己モニ

タリング：工事期間中を通して定期

的なモニタリング計画をベースに実

施。 

コントラク

ター 
コンサルタントと DPWT-PPCC 間の

毎月の月間報告。コントラクターが

自己モニタリングの報告を行う。 

定期的モニ

タリング 
実施機関による定期的なモニタリン

グ 
DPWT-PPCC 
(to be sublet) 

モニタリングは 3 か月に一度実施。 

出典: JICA 調査団 
 

(2) モニタリング記録、モニタリングフォーム案 

モニタリング計画に伴う各項目に対するフォーム（案）を以下に示す。 

MOE は定期的に事業による重要な影響についてモニタリングする。しかし MOE は観

測機器を持っているがそれを扱う人材がいない、或いは扱う知識を持ち合わせていないた

めに、下請けを通してモニタリングを行うことになる。観測結果はデータ管理を行い、必

要なら JICA へもデータを提出する。下表に騒音・振動計測、環境モニタリングなどの

フォームを示す。 

表 R 2.2.82 本事業における建設段階の環境モニタリングフォーム（1/4） 

場所 単位 計測値 
（平均） 

計測値 
(最大) 

カンボジア

国 
環境基準値 

参考となる

国際的基準

値 1) 

備考 
（観測地

点、頻度、

方法等） 
騒音 
閑静な地区 2)  
(午前 6 時～午後 6 時) 

dB (A)   45 85  

居住地区 3) 

(午前 6 時～午後 6 時) 
dB (A)   60 85  

商業・サービス業の 
混在地区 
(午前 6 時～午後 6 時) 

dB (A)   70 85  

小規模工場と住宅の混在地区 
(午前 6 時～午後 6 時) 

dB (A)   75 85  

注： 1)  日本国の「騒音規制法」における特定建設作業（くい打設・掘削作業など）について 
2)  病院、図書館、学校、幼稚園 

     3)  ホテル、官公庁、住宅 
     (  )内に工事実施前の騒音値を記入 
 

表 R 2.2.83 本事業における建設段階の環境モニタリングフォーム（2/4） 

Date:                  Place:                  

場所・時刻 振動 基準値（日本） (**), dB(A) 
計測値 (dB(A)) 

平均 最大 
Station 1: Wat Phnom Northern Area 

Day    (6:00 - 18:00) 65   
Night    (23:00 - 6:00) 60   

Station 2: Toul Kork Area 
Day        (6:00 - 18:00) 65   
Night      (23:00 - 6:00) 60  

脚注： (**) Environmental Quality Standard of Japan 
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表 R 2.2.84 本事業における建設段階の環境モニタリングフォーム（3/4） 
項 目 モニタリング結果 

粉塵の発生  
振動  
事故  
排水系統の変更  
土壌浸食と斜面崩壊  
建設廃棄物・余剰土の処理  
開発による社会インフラ・社会サービス（観光、地下

施設）への影響 
 

道路周辺の安全  
道路交通・車輌運行  
HIV/AIDS 等の感染症  
生計・収入  
  

 

表 R 2.2.85 本事業における建設段階の環境モニタリングフォーム（4/4） 
工事中一時移転モニタリングフォーム 

世帯主名:                                   

1. 移転の進捗 
進捗 日付 確認 備考 

公示 Official Notice    
調査内容    
工事中の一時移転調査    
交渉 
1st 

   

2nd    
3rd     
4th     
    
一時移転及び補償額の同意    
補償額に支払い    

2. 苦情・認識と補償の記録 Record of Grievance / Perception and Redress 

Date Record of Grievance / Perception and Redress Remarks 
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2.2.3.3.2 環境チェックリスト  

環境チェックリストを下表に示す。 

表 R 2.2.86 本事業の環境チェックリスト（1/4） 
分類 環境項目 主なチェック事項 環境配慮確認結果 

1. 許認可・

説明 
(1) IEIA(IEE)/ 
EIA 及び環境

許認可 

①カンボジア国の法令上、本事業に必要なの

は初期環境影響評価報告書（IEIA レポートま

たは IEE（JICA））か、あるいは EIA なのか？ 

 

① 本事業に必要となるのは、

初期環境影響評価報告書

（IEIA レポートまたは IEE

（JICA））である。EIA は不要

である。（MOE) 
 (2) 地域住民

への説明 
① プロジェクトの内容及び影響について、情

報公開を含めて地域住民に適切な説明を行

い、理解を得るか。 

② 住民及び所管官庁からのコメントに対し

て適切に対応されるか。 

①本事業の内容及び影響は、

建設前の住民への説明、ドラ

フト報告書完成後に地元の理

解を得るべく説明される。 

② フェーズ 2 及び 3 同様、本

事業においても、住民及び所

管官庁からのコメントに対し

て適切に対応を行う。 
2. 汚染対策 (1) 大気質 ① 対象となるインフラ施設及び付帯設備等

から排出される大気汚染物質（硫黄酸化物

（SOx）、窒素酸化物（NOx）、媒塵等）は当該

国の排出基準、環境基準を満足するか。 

① 本事業は大気汚染物質を

排出しない。 

 

 
 (2) 水質 ① インフラ施設及び付帯設備等からの排水

または浸出水は当該国の排出基準、環境基準

を満足するか。 

① 本事業はプノンペン都の

洪水を排水するものであり、

水質を変化させるものではな

い。 
 (3) 廃棄物 ① インフラ施設及び付帯設備からの廃棄物

は当該国の基準に従って適切に処理・処分さ

れるか。 

①本事業は廃棄物を発生しな

い。 

 
 (4) 土壌汚染 ① インフラ施設及び付帯設備からの排水、浸

出水等により、土壌・地下水を汚染しない対

策がなされるか。 

① 土壌汚染の影響は無い。 

 

 (5) 騒音・振動 ① 騒音、振動は当該国の基準を満足するか。 ① 本事業は運営段階に騒音、

振動を発生しない。 
 (6) 地盤沈下 ① 大量の地下水汲み上げを行う場合、地盤沈

下は生じないか。 

① 本事業は地下水を汲み上

げない。 
 (7) 悪臭 ① 悪臭源はないか。悪臭防止の対策はとられ

るか。 

① 悪臭に対する影響は無

い。 
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表 R 2.2.87 本事業の環境チェックリスト（2/4） 
分類 環境項目 主なチェック事項 環境配慮確認結果 

3. 自然環

境 
(1) 保護区 ① サイトは当該国の法律・国際条約等に定め

られた保護区内に立地していないか。プロ

ジェクトが保護区に影響を与えないか。 

① 事業サイトはカンボジア

国の法律・国際条約等に定

められた保護区内に立地し

ていない。また、本事業は

保護区に影響を与えない。 

 (2) 生態系 ① サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的

に重要な生息地（珊瑚礁、マングローブ湿

地、干潟等）を含まないか。 

② サイトは当該国の法律・国際条約等で保

護が必要とされる貴重種の生息地を含ま

ないか。 

③ 生態系への重大な影響が懸念される場合、

生態系への影響を減らす対策はなされる

か。 

④ プロジェクトによる水利用（地表水、地下

水）が、河川等の水域環境に影響を及ぼさ

ないか。水生生物等への影響を減らす対策

はなされるか。 

① 事業サイトは原生林、熱帯

の自然林、生態学的に重要な

生息地を含まない。 

② 事業サイトはカンボジア

国の法律・国際条約等で保護

が必要とされる貴重種の生息

地を含まない。 

③ 生態系への重大な影響は

ない。 

 

④ 本事業による水利用はな

い。 

 

 (3) 水象 ① プロジェクトによる水系の変化に伴い、地

表水・地下水の流れに悪影響を及ぼさない

か。 

① 本事業により洪水時の排

水が改善される。 

 (4) 地形・地質 ① プロジェクトにより、サイト及び周辺の地

形・地質構造が大規模に改変されないか。 

①本事業により、サイト及び

周辺の地形・地質構造は改

変されない。 
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表 R 2.2.88 本事業の環境チェックリスト（3/4） 
分類 環境項目 主なチェック事項 環境社会配慮確認結果 

4. 社会環

境 

(1) 住民移転 ① プロジェクトの実施に伴い非自発的住民

移転は生じないか。生じる場合は、移転に

よる影響を最小限とする努力がなされる

か。 

② 移転する住民に対し、移転前に移転・補償

に関する適切な説明が行われるか。 

③ 住民移転のための調査がなされ、正当な補

償、移転後の生活基盤の回復を含む移転計

画が立てられるか。 

④ 移転住民のうち特に女性､子供､老人､貧困

層､少数民族・先住民族等の社会的弱者に適

切な配慮がなされた計画か。 

⑤ 移転住民について移転前の合意は得られ

るか。 

⑥ 住民移転を適切に実施するための体制は

整えられるか。十分な実施能力と予算措置

が講じられるか。 

⑦ 移転による影響のモニタリングが計画さ

れるか。 

① 本事業の実施により2軒の

用地取得が想定される。当

初（プロポーザル提出時

点）は 20 軒を超える住民

移転が想定されたが、第 1

回現地調査時点に PPCC及

び DPWT と協議しつつ排

水管敷設ルートを検討し

た結果、影響件数を 2 軒ま

で最小限化し、恒久的な住

民移転を無くすことがで

きた。 

② ARAPの現地再委託を通し

て、住民への説明等を実施

済み（2 回の公聴会を実

施）。- 

③ 現地再委託調査結果より

立案済み。 

④ 配慮された計画となって

いる。 

⑤ 住民の合意は確認段階。 

⑥ 体制は整えられる。またそ

の能力と予算措置は講じ

ることは可能。 

⑦ 一時移転のためのモニタ

リング計画が必要。 

 (2) 生活・生計 ① プロジェクトによる住民の生活への悪影

響はないか。必要な場合は影響を緩和する

配慮が行われるか。 

① 本事業は運営段階におい

て、住民の生活環境を改善

する。 

 (3) 文化遺産 ① プロジェクトにより、考古学的、歴史的、

文化的、宗教的に貴重な遺産、史跡等を損

なわないか。また、当該国の国内法上定め

られた措置が考慮されるか。 

①本事業により、考古学的、

歴史的、文化的、宗教的に

貴重な遺産、史跡等を損な

うことはない。 

 (4) 景 観 ① 特に配慮すべき景観への悪影響はないか。  

必要な対策は取られるか。 

①ポンプ場の上屋の地上高さ

を極力低くし、周辺との調

和を図る必要がある。 

 (5) 少数民族、

先住民族 

① 当該国の少数民族、先住民族の権利に関す

る法律が守られるか。 

② 少数民族、先住民族の文化、生活様式への

影響を軽減する配慮がなされるか。 

① 事業対象地域に少数民族、

先住民族は住んでいない。 
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表 R 2.2.89 本事業の環境チェックリスト（4/4） 
分類 環境項目 主なチェック事項 環境社会配慮確認結果 

5. その他 (1) 工事中の

影響 
① 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉塵、

排ガス、廃棄物等）に対して緩和策が用意

されるか。 
② 工事により自然環境（生態系）に悪影響を

及ぼさないか。また、影響に対する緩和策

が用意されるか。 
③ 工事により社会環境に悪影響を及ぼさな

いか。また、影響に対する緩和策が用意さ

れるか。 
④ 必要に応じ、作業員等のプロジェクト関係

者に対して安全教育（交通安全・公衆衛生

等）を行うか。 

① 工事中の汚染に対して緩

和策が用意される。 
 
② 工事により自然環境（生態

系）に悪影響を及ぼさない。 
 
③ 考えられる悪影響につい

て緩和策が用意される。 
 
④ 作業員等のプロジェクト

関係者に対して安全教育（交

通安全・公衆衛生等）を行う。 
 (2) モニタリ

ング 
① 上記の環境項目のうち、影響が考えられる

項目に対して、事業者のモニタリングが計

画・実施されるか。 
② 当該計画の項目、方法、頻度等は適切なも

のと判断されるか。 
③ 事業者のモニタリング体制（組織、人員、

機材、予算等とそれらの継続性）は確立さ

れるか。 
④ 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻

度等は規定されているか。 

①影響が考えられる項目に対

して、事業者(DPWT)はモニタ

リングを計画している。 
② 当該計画の項目、方法、頻

度等は適切なものと判断され

る。 
③ 事業者は十分なモニタリ

ング体制を確立する。 
④ 事業者から所管官庁等へ

の報告の方法、頻度等は規

定されている。 
 

2.2.3.3.3 その他 

(1) 住民との説明会 

本事業の建設にあたり、住民説明会は大変重要である。特に対象地域が都の中心地区の

一つであるワットプノン北側エリアとトルコーク地域の人口密度が高く、交通渋滞の激し

い地区であるため、関係者の協力なくしては実施できない。これまでのフェーズ 1、2 及

び 3 における建設工事を通して、DPWT/PPCC が受けた住民からのクレームは僅かであっ

た。この実績を踏まえ、本事業においても、地区毎の“Khan”や”Sangkat”、そして住民と工

事着手前に住民説明会を適切に行うとともに、工事中及び完了後も常に周辺に適切に対応

することが必要である。 

(2) 環境モニタリングの確保 

本事業の実施機関である DPWT は、建設・運営の期間中、環境モニタリングを行う必

要がある。しかし、DPWT は、騒音などの観測に必要な機器等もノウハウもない。ただし、

MOE は騒音・振動の計測機器を有していることから、ある程度ノウハウもあるので、環

境モニタリング委託する前に人材育成に協力して実施する予算を確保することが必要で

ある。 
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